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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示パネルに光を照射する発光素子を一面に実装した基板と、該基板の他面を支持する
支持板と、前記基板の一面に配置され、前記発光素子から照射された光を反射する反射シ
ートとを備える表示装置において、
　前記基板に設けた基板孔と、
　前記支持板にて前記基板孔に対応する位置に設けた貫通孔と、
　前記反射シートにて前記基板孔に対応する位置に設けた挿通孔と、
　頭部及び該頭部から延出した脚部を有し、前記基板孔、貫通孔及び挿通孔に前記基板の
一面側から前記脚部を挿入するリベットとを備え、
　前記頭部と前記反射シートとの間に隙間を設けてあること
　を特徴とする表示装置。
【請求項２】
　前記挿通孔は前記基板孔よりも大きな直径を有し、
　環状をなし、前記挿通孔の内側にて前記基板孔の縁部分に掛止する掛止部を備え、
　前記脚部を前記掛止部に挿入した場合に、前記頭部が前記掛止部に当接するようにして
あること
　を特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記挿通孔の内側にて、前記基板孔の隣りに前記基板に開設してあり、前記反射シート
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の位置決めを行うための位置決め孔と、
　前記脚部の隣に位置しており、前記頭部から前記基板側へ延出し、前記位置決め孔に挿
入される位置決め部と
　を備えることを特徴とする請求項２に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記反射シートに対向し、光を拡散する拡散板と、
　前記頭部から前記拡散板側へ延出し、前記拡散板を支持する支持部と
　を備えることを特徴とする請求項１から３のいずれか一つに記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光素子が設けられた光源装置を備え、映像を表示する表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶テレビジョン等の薄型と称される液晶の表示装置は、画像を表示する表示面を表側
に有し略直方体をなす表示部と、該表示部の裏側に配され、表示部に光を照射する光源装
置とを備え、該光源装置及び前記表示部の間に、拡散板及びプリズムシート等の光学シー
トが配されている。
【０００３】
　表示部は、略直方体をなす液晶表示パネルを有する。液晶表示パネル自身は発光するも
のでないため、表示面に映像を表示するための照明光源が必要であり、この照明光源とし
てバックライト装置が用いられている。
【０００４】
　バックライト装置は、表示部の裏側に導光板を配し、導光板のエッジ側に照明光源を配
するエッジライト方式と、表示部の裏側に拡散板を配し、拡散板の裏側に照明光源を配す
る直下方式とが一般に採用されている。
【０００５】
　バックライト装置のエッジライト方式は、導光板のエッジ側に冷陰極蛍光ランプ（ＣＣ
ＦＬ）が配され、導光板のエッジから入射した光を、導光板内を導光させながら導光板の
一面から出射するものであるため、表示面が比較的小面積の表示装置にあっては輝度特性
を高めることができる。しかし、表示面が比較的大面積の表示装置にあっては輝度特性を
均一に高めることが困難であるため、益々大型化されるテレビジョン等の表示装置にあっ
ては、直下方式のバックライト装置が用いられている。
【０００６】
　直下方式のバックライト装置には、照明光源として、両端部に電極を有し、直管形又は
略Ｕ字形をなす複数本の冷陰極蛍光ランプ（ＣＣＦＬ）が前記拡散板の裏側に並置される
ＣＣＦＬタイプ（例えば、特許文献１参照。）と、複数の発光ダイオード（ＬＥＤ）が前
記拡散板の裏側に並置されるＬＥＤタイプ（例えば、特許文献２乃至５参照。）とが一般
に採用されている。
【０００７】
　ＣＣＦＬタイプのバックライト装置は、拡散板の面に沿う方向に上下に離隔して並置さ
れる複数本の冷陰極蛍光ランプと、該冷陰極蛍光ランプを収容支持する支持ケースと、冷
陰極蛍光ランプを発光させるためのインバータ回路基板と、該インバータ回路基板を覆う
カバーとを備える。
【０００８】
　しかし、ＣＣＦＬタイプのバックライト装置は、冷陰極蛍光ランプを放電させるための
インバータ回路基板、冷陰極蛍光ランプの両端の電極等の高電圧部品が必要であり、該高
電圧部品の周りに比較的長い絶縁距離を確保する必要があるため、前後の厚さを短縮する
のに前記高電圧部品が障害であった。このため、最近の表示装置には、高電圧部品がなく
、比較的長い絶縁距離を確保する必要もなく、ＣＣＦＬタイプのバックライト装置よりも
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前後の厚さを短縮するのに有利なＬＥＤタイプのバックライト装置が採用される傾向にあ
る。
　また、冷陰極蛍光ランプは前記拡散板の横方向両端部に亘って配される長さに形成され
ているため、冷陰極蛍光ランプの点灯の制御を細かいエリアで制御することができない。
また、動画ブレを抑制するための高速点滅制御などがＬＥＤタイプに比べて不利である。
また、高電圧で複数の冷陰極蛍光ランプを点灯させるため消費電力が多くなり、冷陰極蛍
光ランプ点灯時の発熱量も多くなる。このため、細かいエリアでの制御及び高速点滅制御
が容易にでき、更にＣＣＦＬタイプのバックライト装置よりも消費電力及び発熱量を少な
くすることができるＬＥＤタイプのバックライト装置を採用するのが有利である。
【０００９】
　ＬＥＤタイプのバックライト装置は、一面に複数の発光ダイオードが実装された複数の
発光ダイオード基板と、該発光ダイオード基板を収容支持する支持ケースと、発光ダイオ
ードから光を発射させるための電源基板とを備える。
【００１０】
　本発明の出願人は、一面に複数の発光ダイオードが実装され、一列に接続される短冊形
をなす複数の発光ダイオード基板と、該発光ダイオード基板を上下に離隔して複数列に収
容支持する支持ケースと、発光ダイオード基板の両端部を固定するリベット等の軸体と、
隣合う発光ダイオード基板同士を接続するコネクタと、発光ダイオード基板の一面に前記
発光ダイオードと対向して取付けられ、発光ダイオードが発射した光を拡散させる複数の
レンズと、発光ダイオード基板の一面上に載置され、レンズが拡散した光を反射させる反
射シートと、前記拡散板の撓みを抑制するための支持ピンとを備えるＬＥＤタイプのバッ
クライト装置を開発した。
【００１１】
　このＬＥＤタイプのバックライト装置の組立ては次の（１）～（５）の工程で行われる
。
　（１）支持ケースが、開放側が上向となるように作業台上に平置きされ、該支持ケース
内に、横方向に隣合う複数の発光ダイオード基板が複数列に並置される。
　（２）隣合う発光ダイオード基板同士がコネクタにて接続され、端側発光ダイオード基
板の端部に電源接続用のコネクタが接続される。
　（３）並置された発光ダイオード基板の両端部がリベット等の軸体にて支持ケースに固
定される。
　（４）反射シートが発光ダイオード基板の一面上に載置される。
　（５）複数の支持ピンが反射シート側から支持ケースに取付けられる。
【００１２】
　支持ケースは金属板を成形してなり、四角形をなす平板状の板部と、該板部の周縁に連
なり、一側が開放されている枠部と、該枠部の外縁に連なる四つの鍔片とを有する。板部
には、並置される発光ダイオード基板の両端部と対向する位置に第１の取付孔が設けられ
、支持ピンが配される位置に第２の取付孔が設けられている。
【００１３】
　発光ダイオード基板は、一面に回路部を有し、該一面に発光ダイオード及びレンズが実
装され、両端部の一面に接続部が設けられている短冊形をなし、第１の取付孔に対応する
貫通孔が両端部に設けられている。
　発光ダイオードは、発射された光が発光ダイオード正面からの光軸を基準にして所定角
度以内に集中するように形成されている。
【００１４】
　レンズは、発光ダイオードの頂部と離隔して対向し、該発光ダイオードから照射された
光を四方に拡散させるための半球状凹部を有する厚肉円板状をなしている。
【００１５】
　反射シートは、支持ケースの板部に対応して四角形をなし、レンズと対向する位置には
、該レンズよりも大形の第１の孔が設けられ、前記コネクタと対向する位置には、該コネ
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クタよりも大形の第２の孔が設けられ、反射シートが発光ダイオード基板の一面上に載置
された際、レンズが第１の孔内に配され、コネクタが第２の孔内に配され、発光ダイオー
ドによる反射シートの熱膨張を吸収することができるように構成されている。
【００１６】
　特許文献２には、複数個の発光ダイオードが一面に実装された発光ダイオード基板を複
数隣り合うように箱状の支持体の底部に設置し、該支持体の表面には発光ダイオードが発
射した光を反射する反射シートが貼り付けてあり、各発光ダイオード基板に設けてある貫
通孔にネジを挿通させて発光ダイオード基板を支持体に固定することが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１７】
【特許文献１】特開２００８－１１６８３２号公報
【特許文献２】特開２００６－１１４４４５号公報
【特許文献３】特開２００９－８７８７９号公報
【特許文献４】特開２００７－３１１５６１号公報
【特許文献５】特開２００９－４１１６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
　ところが、特許文献２に記載されたＬＥＤタイプのバックライト装置は、発光ダイオー
ド基板の一面にねじ止めされた反射シートが急激な熱変化によって伸縮した場合に、伸縮
による皺が反射シートに発生し、液晶表示装置の光学特性が悪化するという問題がある。
【００２１】
　本発明は斯かる事情に鑑みてなされたものであり、発光ダイオード等の発光素子を実装
した基板上で光学シートを保持しても、光学シートに皺が発生しない表示装置を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　本発明に係る表示装置は、表示パネルに光を照射する発光素子を一面に実装した基板と
、該基板の他面を支持する支持板と、前記基板の一面に配置され、前記発光素子から照射
された光を反射する反射シートとを備える表示装置において、前記基板に設けた基板孔と
、前記支持板にて前記基板孔に対応する位置に設けた貫通孔と、前記反射シートにて前記
基板孔に対応する位置に設けた挿通孔と、頭部及び該頭部から延出した脚部を有し、前記
基板孔、貫通孔及び挿通孔に前記基板の一面側から前記脚部を挿入するリベットとを備え
、前記頭部と前記反射シートとの間に隙間を設けてあることを特徴とする。
【００２３】
　本発明においては、リベットの頭部と基板の一面との間に反射シートを配置し、リベッ
トの頭部と前記反射シートとの間に隙間を設けて、急激な熱変化が起こった場合には、リ
ベットの頭部と前記反射シートとの間で反射シートを伸縮させる。
【００２４】
　本発明に係る表示装置は、前記挿通孔は前記基板孔よりも大きな直径を有し、環状をな
し、前記挿通孔の内側にて前記基板孔の縁部分に掛止する掛止部を備え、前記脚部を前記
掛止部に挿入した場合に、前記頭部が前記掛止部に当接するようにしてある構成とするの
が好ましい。
　本発明においては、基板孔の縁部分に前記掛止部を掛止させた状態でリベットの脚部を
掛止部に挿入する。このときリベットの頭部は掛止部に当接し、頭部と反射シートとの間
に僅かな隙間を設けた状態で反射シートが保持される。
【００２５】
　本発明に係る表示装置は、前記挿通孔の内側にて、前記基板孔の隣りに前記基板に開設
してあり、前記反射シートの位置決めを行うための位置決め孔と、前記脚部の隣に位置し
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ており、前記頭部から前記基板側へ延出し、前記位置決め孔に挿入される位置決め部とを
備える構成とするのが好ましい。
　本発明においては、リベットの頭部に位置決め部を設け、該位置決め部を前記位置決め
孔に挿入することによって、反射シートが移動した場合に反射シートは位置決め部に当接
し、反射シートの移動が妨げられる。
【００２６】
　本発明に係る表示装置は、前記反射シートに対向し、光を拡散する拡散板と、前記頭部
から前記拡散板側へ延出し、前記拡散板を支持する支持部とを備える構成とするのが好ま
しい。
　本発明においては、前記リベットの頭部に前記支持部を設けることによって、反射シー
トを保持すると共に拡散板を支持し、拡散板の湾曲を防ぐと共に部品点数を削減する。
【発明の効果】
【００４４】
　本発明に係る表示装置によれば、リベットの頭部と基板の一面との間に反射シートを配
置し、リベットの頭部と前記反射シートとの間に隙間を設けるので、急激な熱変化が起こ
った場合には、リベットの頭部と前記反射シートとの間で反射シートは伸縮し、反射シー
トに皺が発生することを防止することができる。
【００５１】
　本発明に係る表示装置によれば、表示部の他側に発光素子が配置され、照明光の輝度む
らが抑制された直下型の光源装置を備えた表示装置にすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明に係る表示装置の構成を示す模式的分解斜視図である。
【図２】本発明に係る表示装置のキャビネットを省略した構成を示す分解斜視図である。
【図３】本発明に係る表示装置の構成を示す一部縦断側面図である。
【図４】本発明に係る光源装置の構成を示す模式的斜視図である。
【図５】本発明に係る光源装置の構成を示す正面図である。
【図６】本発明に係る光源装置の構成を示す一部縦断平面図である。
【図７】基板支持体の構成を示す模式的正面図である。
【図８】光源装置の構成を示す模式的背面図である。
【図９】発光ダイオード基板の構成を示す斜視図である。
【図１０】発光ダイオード基板の配置構成を示す模式的正面図である。
【図１１】レンズ及び軸体部分の構成を示す拡大正面図である。
【図１２】発光ダイオードが発光する光の発光角度による発光量を示すグラフである。
【図１３Ａ】軸体の構成を示す分解した断面図である。
【図１３Ｂ】軸体の構成を示す分解した斜視図である。
【図１４Ａ】軸体部分の構成を示す拡大断面図である。
【図１４Ｂ】軸体部分の構成を示す拡大断面図である。
【図１５】図１３ＡのXV－XV線拡大断面図である。
【図１６】反射シートの構成を示す正面図である。
【図１７】反射シートの角部の構成を示す展開図である。
【図１８】支持ピンの構成を示す断面図である。
【図１９】導線保持具部分の構成を示す断面図である。
【図２０】導線保持具の蓋体を開放した状態を示す断面図である。
【図２１】基板支持体の導出孔部分の構成を示す斜視図である。
【図２２】導線保持具の蓋体を取外した状態を示す部分拡大図である。
【図２３】反射シートの角部の他の構成を示す展開図である。
【図２４】反射シートのコネクタ対向部分の他の構成を示す正面図である。
【図２５】光源装置の他の構成を示す正面図である。
【図２６】基板支持体の他の構成を示す模式的正面図である。
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【図２７】反射シートの他の構成を示す模式的正面図である。
【図２８】反射シートと軸体との他の関係を示す断面図である。
【図２９】実施の形態１の光源装置の構成を示す斜視図である。
【図３０】実施の形態１の光源装置の構成を示す平面図である。
【図３１】実施の形態１の光源装置の反射シートを省略した構成を示す平面図である。
【図３２】実施の形態１の光源装置の構成を示す一部を拡大した断面図である。
【図３３】実施の形態１の光源装置が備える反射シートの構成を示す平面図である。
【図３４】反射シートの展開時の要部の構成を示す拡大正面図である。
【図３５】反射シートの要部の構成を示す拡大正面図である。
【図３６】反射シート部分の構成を示す拡大横断平面図である。
【図３７】実施の形態１の光源装置を備える表示装置の構成を示す断面図である。
【図３８】実施の形態１の光源装置が備える反射シートの要部の他の構成を示す展開正面
図である。
【図３９】実施の形態１の光源装置が備える反射シートの要部の他の構成を示す展開正面
図である。
【図４０】反射シートの要部の他の構成を示す拡大正面図である。
【図４１Ａ】反射シートの要部の他の構成を示す展開正面図である。
【図４１Ｂ】反射シートの要部の他の構成を示すもので、ケース形状になっている状態の
正面図である。
【図４２】反射シートの他の構成を示す平面図である。
【図４３】反射シートの他の構成を示す平面図である。
【図４４】実施の形態２の光源装置の構成を示す一部を拡大した断面図である。
【図４５】実施の形態２の光源装置の一部を省略した平面図である。
【図４６】実施の形態２の光源装置の一部を分解した模式的斜視図である。
【図４７】実施の形態２の光源装置の反射シートをなくした状態を示す平面図である。
【図４８】実施の形態２の光源装置のレンズが取付けられている発光ダイオード基板の構
成を示す斜視図である。
【図４９】実施の形態２の光源装置のコネクタの構成を示す斜視図である。
【図５０】実施の形態２の光源装置の反射シートのコネクタと対向する部分を拡大した平
面図である。
【図５１】実施の形態２の光源装置の反射シートのコネクタと対向する部分が厚さ方向へ
偏倚した状態を示す拡大斜視図である。
【図５２】実施の形態２の光源装置を備える表示装置の構成を示す断面図である。
【図５３】実施の形態２の光源装置が備える反射シートのスリット部の他の構成を示す拡
大平面図である。
【図５４】実施の形態２の光源装置が備える反射シートのスリット部の他の構成を示す平
面図である。
【図５５】実施の形態２の光源装置が備える反射シートのスリット部の他の構成を示す平
面図である。
【図５６】実施の形態２の光源装置が備える反射シートのスリット部の他の構成を示す平
面図である。
【図５７】実施の形態２の本発明に係る光源装置が備える反射シートのスリット部の他の
構成を示す平面図である。
【図５８】実施の形態２の光源装置が備える反射シートの他の構成を示す斜視図である。
【図５９】実施の形態２の光源装置が備える反射シートの他の構成を示す斜視図である。
【図６０】実施の形態２の光源装置が備える反射シートの他の構成を示す斜視図である。
【図６１】実施の形態３の表示装置を略示する縦断面図である。
【図６２】実施の形態３の反射シートを設けたＬＥＤ及びＬＥＤ基板を略示する正面図で
ある。
【図６３】実施の形態３のリベットを略示する図６２のI －I 線の断面図である。
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【図６４】実施の形態３の位置決めリベットを略示する図６２のII－II線の断面図である
。
【図６５】実施の形態３の支持リベットを略示する図６２のIII －III 線の断面図である
。
【図６６Ａ】実施の形態３のＬＥＤ基板を支持板に固定する部分の他の構成を示す拡大断
面図である。
【図６６Ｂ】実施の形態３のＬＥＤ基板を支持板に固定する部分の他の構成を示す拡大断
面図である。
【図６７】実施の形態４の光源装置の構造の主要部を示す断面図である。
【図６８】実施の形態４の光源装置の一部の平面図である。
【図６９】実施の形態４の光源装置の一部を分解した平面図である。
【図７０】実施の形態４の光源装置の一部部材の平面図である。
【図７１】実施の形態４の光源装置の一部を拡大した平面図である。
【図７２】実施の形態４の光源装置の一部を拡大した平面図である。
【図７３】実施の形態４のレンズが取付けられている発光ダイオード基板の構成を示す斜
視図である。
【図７４】実施の形態４のレンズが取付けられている発光ダイオード基板の構成を示す斜
視図である。
【図７５】実施の形態４の固定具の一例を示す断面図である。
【図７６】実施の形態４の光源装置を備える表示装置の構成を示す断面図である。
【図７７】実施の形態４の別の実施形態に係る光源装置の一部の平面図である。
【図７８】実施の形態４の第２の別の実施形態に係る光源装置の一部を分解した平面図で
ある。
【図７９】実施の形態４の第２の別の実施形態に係る光源装置の一部部材の平面図である
。
【図８０】実施の形態５に係る表示装置を略示する縦断面図である。
【図８１】実施の形態５の反射シートを設けた発光ダイオード及び基板を略示する正面図
である。
【図８２】発光ダイオードが発光する光の発光角度による発光量を示すグラフである。
【図８３】実施の形態５のリベットを略示する図８１のIV－IV線の断面図である。
【図８４】実施の形態５に係る表示装置の変形例のリベットを略示する断面図である。
【図８５】実施の形態５に係る表示装置のねじを略示する断面図である。
【図８６】実施の形態６の表示装置の構成を示す一部を拡大した断面図である。
【図８７】実施の形態６の光源部の構成を示す一部を拡大した断面図である。
【図８８】実施の形態６の光源部の周縁部を省略してある構成を示す正面図である。
【図８９】実施の形態６の光源部の周縁部及び光反射シートを省略してある構成を示す正
面図である。
【図９０】実施の形態６の光反射シートの周縁部を省略してある構成を示す正面図である
。
【図９１Ａ】実施の形態６の第１軸体部分の構成を示す縦断側面図である。
【図９１Ｂ】実施の形態６の第１軸体部分の構成を示す横断平面図である。
【図９２Ａ】実施の形態６の第２軸体部分の構成を示す縦断側面図である。
【図９２Ｂ】実施の形態６の第２軸体部分の構成を示す横断平面図である。
【図９３】実施の形態６の第３軸体部分の構成を示す横断平面図である。
【図９４】実施の形態６の第１軸体部分の他の構成を示す縦断側面図である。
【図９５】実施の形態６の第２軸体部分の他の構成を示す縦断側面図である。
【図９６】位置ずれ防止孔部分の他の構成を示す横断平面図である。
【図９７】第１軸体及び第２軸体部分の他の構成を示す縦断側面図である。
【図９８】光源装置の他の構成を示す模式的斜視図である。
【図９９】光反射シートの位置ずれ防止部分の他の構成を示す正面図である。
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【図１００】実施の形態７の光源装置の構造の主要部を示す断面図である。
【図１０１】実施の形態７の光源装置の一部の平面図である。
【図１０２】実施の形態７の光源装置の一部を分解した平面図である。
【図１０３】実施の形態７の光源装置の一部部材の平面図である。
【図１０４】実施の形態７の光源装置の一部を拡大した平面図である。
【図１０５】実施の形態７のコネクタの拡大斜視図である。
【図１０６】実施の形態７のコネクタの構造を模式的に示す平面図である。
【図１０７】実施の形態７の挿入孔の寸法関係を示す平面図である。
【図１０８】実施の形態７のレンズが取付けられている発光ダイオード基板の構成を示す
斜視図である。
【図１０９】実施の形態７の固定具の一例を示す断面図である。
【図１１０】実施の形態７の光源装置を備える表示装置の構成を示す断面図である。
【図１１１Ａ】実施の形態７の別の実施の形態に係る発光ダイオード基板の構成を示す斜
視図である。
【図１１１Ｂ】実施の形態７の別の実施の形態に係る発光ダイオード基板の構成を示す斜
視図である。
【図１１２】実施の形態８の光源装置の構造の主要部を示す断面図である。
【図１１３】実施の形態８の光源装置の一部の平面図である。
【図１１４】実施の形態８の光源装置の一部を分解した平面図である。
【図１１５】実施の形態８の光源装置の一部部材の平面図である。
【図１１６】実施の形態８の光源装置の一部を拡大した平面図である。
【図１１７】実施の形態８のレンズが取付けられている発光ダイオード基板の構成を示す
斜視図である。
【図１１８】実施の形態８のリベットの構造を示す断面図である。
【図１１９】図１１８のV －V 線における平面図である。
【図１２０】実施の形態８のリベットとレンズとの位置関係を示す断面図である。
【図１２１】実施の形態８の光源装置を備える表示装置の構成を示す断面図である。
【図１２２】実施の形態８の別の光源装置のリベットの頭部の裏面側を示す平面図である
。
【図１２３】実施の形態８の別の光源装置の一部を拡大した平面図である。
【図１２４】実施の形態８の第２の別の光源装置のリベットの頭部の裏面側を示す平面図
である。
【図１２５】実施の形態９に係る光源装置を備える表示装置の部分的な構成を示す縦断面
図である。
【図１２６】実施の形態９に係る光源装置が備える回路基板同士の接続部分の構成を示す
水平断面図である。
【図１２７Ａ】実施の形態９に係る光源装置が備える回路基板同士の接続部分の構成を示
す正面図である。
【図１２７Ｂ】実施の形態９に係る光源装置が備える回路基板及び取付部材の関係を示す
正面図である。
【図１２８】実施の形態９に係る光源装置が備える回路基板が並置されている状態を模式
的に示す斜視図である。
【図１２９】実施の形態１０に係る照明装置の平面図である。
【図１３０】実施の形態１０に係るバックライトシャーシの平面図である。
【図１３１】実施の形態１０に係るＬＥＤ基板の外観を示す斜視図である。
【図１３２】実施の形態１０に係るＬＥＤ基板の取付け部分の拡大断面図である。
【図１３３】実施の形態１０に係るＬＥＤ基板の取付け部分の拡大断面図である。
【図１３４】実施の形態１０に係る液晶表示装置の断面図である。
【図１３５】実施の形態１０に係る液晶表示装置の他の実施の形態を示す断面図である。
【図１３６】実施の形態１１に係るバックライト装置を備える表示装置の一部構成を示す
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断面図である。
【図１３７】実施の形態１１に係るバックライト装置の構成を示す一部を拡大した断面図
である。
【図１３８】実施の形態１１に係るバックライト装置のリベットの構成を示す断面図であ
る。
【図１３９】実施の形態１１に係るバックライト装置の一部を省略した平面図である。
【図１４０】実施の形態１１に係るバックライト装置の一部を分解した模式的斜視図であ
る。
【図１４１Ａ】実施の形態１１に係るバックライト装置の反射シートの構成を示す一部を
拡大した平面図である。
【図１４１Ｂ】実施の形態１１に係るバックライト装置の反射シートの構成を示す一部を
拡大した平面図である。
【図１４２】実施の形態１２に係る表示装置を略示する縦断面図である。
【図１４３】実施の形態１２に係る支持板を後側からみた略示背面図である。
【図１４４】実施の形態１２に係る支持板の縁付近に開設した貫通穴を略示する斜視図で
ある。
【図１４５】貫通穴に嵌合した保護筒を略示する平面図である。
【図１４６】図１４５に記載したVII －VII 線での略示断面図である。
【図１４７】図１４５に記載したVIII－VIII線での略示断面図である。
【図１４８】図１４５に記載したIX－IX線での略示断面図である。
【図１４９】蓋を略示する平面図である。
【図１５０】図１４９に記載したＦ１方向から見た略示側面図である。
【図１５１】図１４９に記載したＦ２方向から見た略示側面図である。
【図１５２】図１４９に記載したXI－XI線での略示断面図である。
【図１５３】図１４９に記載したＦ３方向から見た略示側面図である。
【図１５４】保護筒への蓋の取付けを説明する説明図である。
【図１５５】保護筒への蓋の取付けを説明する説明図である。
【図１５６】実施の形態１２に係る表示装置の保護筒への蓋の取付けを説明する説明図で
ある。
【図１５７】実施の形態１２に係る表示装置の保護筒への蓋の取付けを説明する説明図で
ある。
【図１５８】係合軸付近を拡大して略示する斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００５４】
　以下本発明をその実施の形態を示す図面に基づいて詳述する。
　図１は本発明に係る表示装置の構成を示す模式的分解斜視図、図２は表示装置のキャビ
ネットを省略した構成を示す分解斜視図、図３は表示装置の構成を示す一部縦断側面図、
図４は光源装置の構成を示す模式的斜視図、図５は光源装置の構成を示す正面図、図６は
光源装置の構成を示す一部縦断平面図、図７は基板支持体の構成を示す模式的正面図、図
８は光源装置の構成を示す模式的背面図、図９は発光ダイオード基板の構成を示す斜視図
、図１０は発光ダイオード基板の配置構成を示す模式的正面図、図１１はレンズ及び軸体
部分の構成を示す拡大正面図、図１２は発光ダイオードが発光する光の発光角度による発
光量を示すグラフ、図１３Ａは軸体の構成を示す分解した断面図、図１３Ｂは軸体の構成
を示す分解した斜視図、図１４Ａ及び図１４Ｂは軸体部分の構成を示す拡大断面図、図１
５は図１３ＡのXV－XV線拡大断面図、図１６は反射シートの構成を示す正面図、図１７は
反射シートの角部の構成を示す展開図、図１８は支持ピンの構成を示す断面図、図１９は
導線保持具部分の構成を示す断面図、図２０は導線保持具の蓋体を開放した状態を示す断
面図、図２１は基板支持体の導出孔部分の構成を示す斜視図、図２２は導線保持具の蓋体
を取外した状態を示す部分拡大図である。
【００５５】
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　図１乃至図３に示した表示装置は、テレビ画像を表示する表示面を前側に有し、略直方
体をなす表示部Ａと、該表示部Ａの後側に配され、略直方体をなす光源装置Ｂと、光源装
置Ｂ及び表示部Ａの間に配されている光学シートＣと、表示部Ａの周縁部及び光源装置Ｂ
の後側を隠蔽するキャビネットＤとを備える。
【００５６】
〈表示部Ａの構成〉
　表示部Ａは、図１乃至図３に示すように表示面を有し略直方体をなす液晶の表示パネル
Ａ１と、該表示パネルＡ１の周縁部を前後に挾着保持する前保持枠体Ａ２及び後保持枠体
Ａ３とを有し、前保持枠体Ａ２及び後保持枠体Ａ３が複数の雄螺子にて結合されることに
より、表示パネルＡ１の周縁部が前後に挾着保持されている。表示部Ａにおける前保持枠
体Ａ１及び後保持枠体Ａ２の非挾着部には、表示部Ａの周縁部を光源装置Ｂに取付けるた
めの複数の孔が開設されている。
【００５７】
〈光源装置Ｂの構成〉
　光源装置Ｂは、図１乃至図６に示すように直交する二方向に離隔して碁盤目のように並
置される光源としての複数の発光ダイオードＢ１と、該発光ダイオードＢ１及び各発光ダ
イオードＢ１の頂部に対向するレンズＢ２を一面に実装してあり、一方向に並置される複
数の発光ダイオード基板Ｂ３を有し、複数列に配される回路基板群と、回路基板群の隣合
う発光ダイオード基板Ｂ３同士を接続してある複数のコネクタＢ４と、前記一面及びコネ
クタＢ４の一面に対向してレンズＢ２が拡散した光を反射させる反射シートＢ５と、回路
基板群をその一面に複数列に並べて支持する基板支持体Ｂ６と、各発光ダイオード基板Ｂ
３の両端部を基板支持体Ｂ６に固定するための複数本の軸体Ｂ７と、光学シートＣの撓み
を抑制するための複数の支持ピンＢ８と、発光ダイオード基板Ｂ３に接続される複数の導
線Ｂ４０の途中を収束保持する導線保持具Ｂ９と、基板支持体Ｂ６の外面に配される複数
の回路基板Ｂ１０とを備える。
【００５８】
〈基板支持体Ｂ６の構成〉
　基板支持体Ｂ６は金属板を成形してなり、図２乃至図４に示すように略矩形をなす平板
状の板部Ｂ６１と、該板部Ｂ６１の周縁に連なり、前側が開放されている枠部Ｂ６２及び
該枠部Ｂ６２の外縁に連なる四つの鍔片Ｂ６３とを有し、ケース形状をなしている。
【００５９】
　板部Ｂ６１には、図７に示すように発光ダイオード基板Ｂ３の両端部を固定するための
軸体Ｂ７が嵌入される複数の第１の取付孔Ｂ６４と、支持ピンＢ８又は反射シートＢ５が
発光ダイオード基板Ｂ３から離隔する方向へ偏倚するのを抑制する軸体Ｂ７を取付けるた
めの複数の第２の取付孔Ｂ６５と、板部Ｂ６１の他面に回路基板Ｂ１０等の付設部品を取
付けるための複数の第３の取付孔Ｂ６６と、基板支持体Ｂ６を成形する成形金型に位置決
めするための複数の位置決め孔Ｂ６７と、発光ダイオード基板Ｂ３を位置決めするための
複数の位置決め凸部Ｂ６８と、発光ダイオード基板Ｂ３の組み間違いを防ぐための凸状の
第１及び第２の指標Ｂ６９ａ，Ｂ６９ｂと、一つの第１の取付孔Ｂ６４の周りに配された
回り止孔Ｂ６０とが設けられている。
【００６０】
　第１の取付孔Ｂ６４は一方向に離隔して配してあり、一方向の複数の取付孔Ｂ６４が孔
列を構成し、該孔列の複数が平行的に並置されている。第２の取付孔Ｂ６５は、一つの発
光ダイオード基板Ｂ３に対して開設されている二つの第１の取付孔Ｂ６４，Ｂ６４の間に
開設され、互いに離隔した複数箇所に配してあり、第１の取付孔Ｂ６４と同寸法である。
【００６１】
　第３の取付孔Ｂ６６は、一つの発光ダイオード基板Ｂ３に対して開設されている二つの
第１の取付孔Ｂ６４の間で、発光ダイオード基板Ｂ３と対向する位置に開設され、発光ダ
イオード基板Ｂ３にて塞がれるようになしてある。第３の取付孔Ｂ６６の周りは、前記他
面側へ窪み、該他面側から第３の取付孔Ｂ６６に嵌入される軸部材の端部が発光ダイオー
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ド基板Ｂ３と当接しないようになしてある。位置決め孔Ｂ６７は、一つの発光ダイオード
基板Ｂ３に対して開設されている二つの第１の取付孔Ｂ６４の間に開設され、互いに離隔
した３箇所に発光ダイオード基板Ｂ３と対向して配することにより、発光ダイオード基板
Ｂ３にて塞がれるようになしてある。位置決め凸部Ｂ６８は、各発光ダイオード基板Ｂ３
の周縁部と対向する位置の一部に前記一面側が凸となるように成形されている。回り止孔
Ｂ６０は第１の取付孔Ｂ６４よりも小径であり、板部Ｂ６１の中央部に配された第１の取
付孔Ｂ６４と僅かに離隔する位置に開設されている。
【００６２】
　板部Ｂ６１の一面には回路基板群が複数列に収容支持してあり、板部Ｂ６１における他
面の長さ方向一側部には、図８に示すように各回路基板群の一方の発光ダイオード基板Ｂ
３に第２コネクタＢ４１にて接続される電源回路基板Ｂ１０ａが装着されており、長さ方
向他側部には、表示部Ａの駆動及び制御を行う制御回路基板Ｂ１０ｂが装着されている。
【００６３】
　板部Ｂ６１の長さ方向一側部には、図８に示すように各第２コネクタＢ４１が有する導
線Ｂ４０を板部Ｂ６１の他面側へ導出するための導出孔Ｂ６１ａが開設され、該導出孔Ｂ
６１ａの外側に導線保持具Ｂ９が取付けられている。導出孔Ｂ６１ａの内縁には、図２１
に示すように複数の凹部Ｂ６１ｂが設けられており、導出孔Ｂ６１ａの周りには凹状の係
止部Ｂ６１ｃが設けられている。
【００６４】
　板部Ｂ６１における他面の長さ方向中央部下側には表示部Ａの表示面に表示する映像信
号を処理する信号処理回路基板Ｂ１０ｃが取付けられている。また、鍔片Ｂ６３の複数の
周方向位置には、表示部Ａの前記孔に対応する取付孔が開設され、雄螺子の締結にて表示
部Ａを基板支持体Ｂ６に結合するように構成されている。
【００６５】
〈発光ダイオード基板Ｂ３の構成〉
　発光ダイオード基板Ｂ３は、図９に示すように一面に回路部を有し、該一面に発光ダイ
オードＢ１及びレンズＢ２が実装され、一端部の一面にオス型又はメス型の接続部Ｂ３１
が設けられ、他端部の一面にメス型又はオス型の接続部Ｂ３２が設けられている短冊形を
なしている。発光ダイオード基板Ｂ３には、第１の取付孔Ｂ６４に対応する貫通孔Ｂ３３
，Ｂ３４が両端部に開設され、二つの位置決め凸部Ｂ６８に対応する位置決め凹所Ｂ３５
が貫通孔Ｂ３３，Ｂ３４間の二つの位置に開設され、第２の取付孔Ｂ６５に対応する嵌入
孔Ｂ３６が位置決め凹所Ｂ３５，Ｂ３５間に開設され、第１の指標Ｂ６９ａに対応する凹
状の第１の目印Ｂ３７が長さ方向一端部に設けられ、両端部の接続部構造が異なる発光ダ
イオード基板Ｂ３が誤った方向に配置されるのをなくすることができるように構成されて
おり、また、第２の指標Ｂ６９ｂに対応する凹状の第２の目印Ｂ３８が長さ方向一端部の
幅方向両側に設けられ、後記する２種類の発光ダイオード基板Ｂ３（第１基板、第２基板
）の誤配置をなくするように構成されている。一方の位置決め凹所Ｂ３５は回り止孔Ｂ６
０と対向する箇所に設けられている。長さが同じ、又は長さが異なる複数の発光ダイオー
ド基板Ｂ３が図１０に示すように一方向に並置されることにより回路基板群が構成されて
いる。例えば図５、図１０に示すように５個の発光ダイオードＢ１が等間隔で実装されて
いる短い長さの短発光ダイオード基板と、６個の発光ダイオードＢ１が等間隔で実装され
ている中間長さの中発光ダイオード基板と、７個又は８個の発光ダイオードＢ１が等間隔
で実装されている長発光ダイオード基板との３種類のうち、いずれかの発光ダイオード基
板Ｂ３を選択して一方向に組合わせることにより、長さが異なる回路基板群を形成するこ
とができるように構成されている。
【００６６】
　発光ダイオードＢ１は輝度のバラツキが多いため、回路基板群は高輝度の発光ダイオー
ドＢ１と、低輝度の発光ダイオードＢ１とが交互に並置され、輝度ムラを少なくするよう
に構成されており、発光ダイオード基板Ｂ３には、高輝度、低輝度の順に発光ダイオード
Ｂ１が配されている第１基板と、低輝度、高輝度の順に発光ダイオードＢ１が配されてい
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る第２基板とがあり、この２種類の第１基板、第２基板が色分けされ、一見して識別する
ことができるように構成されている。
【００６７】
　発光ダイオード基板Ｂ３の一端部に開設されている貫通孔Ｂ３３は、他端部に開設され
ている貫通孔Ｂ３４よりも小寸法に形成され、小寸法の貫通孔Ｂ３３に嵌入される軸体Ｂ
７との間の隙間を僅少とし、大寸法の貫通孔Ｂ３４に嵌入される軸体Ｂ７との間の隙間を
大きくし、小寸法の貫通孔Ｂ３３に嵌入される軸体Ｂ７を中心として大寸法の貫通孔Ｂ３
４側を幅方向へ移動させることができ、列方向に並置される発光ダイオード基板Ｂ３の端
部同士を接続するコネクタＢ４に過負荷が加わらないように構成されている。
【００６８】
　一つの発光ダイオード基板Ｂ３の二つの位置に設けられている位置決め凹所Ｂ３５，Ｂ
３５間の寸法は、発光ダイオード基板Ｂ３の長さの違いによって異なり、短発光ダイオー
ド基板Ｂ３は小寸法、中発光ダイオード基板Ｂ３は中寸法、長発光ダイオード基板Ｂ３は
長寸法になっており、異なる長さの発光ダイオード基板Ｂ３が誤配置されることがないよ
うに構成されている。
【００６９】
　第１の目印Ｂ３７は、長さ方向一端の一部を凹状に欠除することにより形成され、該目
印Ｂ３７内に第１の指標Ｂ６９ａが配され、両端部の接続部構造が異なる発光ダイオード
基板Ｂ３が誤った方向に配置された際には、第１の指標Ｂ６９ａが発光ダイオード基板Ｂ
３により隠れて視認することができず、発光ダイオード基板Ｂ３の配置方向が誤りである
ことが確認できるように構成されている。第２の目印Ｂ３８は、長さ方向一端部の幅方向
両側部を凹状に欠除することにより形成され、該目印Ｂ３８内に第２の指標Ｂ６９ｂが配
され、発光ダイオード基板Ｂ３の第１基板、第２基板が誤配置された際には、第２の指標
Ｂ６９ｂが発光ダイオード基板Ｂ３により隠れて視認することができず、発光ダイオード
基板Ｂ３の種類が誤りであることが確認できるように構成されている。
【００７０】
〈レンズＢ２の構成〉
　レンズＢ２は、図６及び図１１に示すように発光ダイオードＢ１の頂部と離隔して対向
し、該発光ダイオードＢ１が発光した光を四方に拡散させるための半球状凹部を有する厚
肉円板状の透光部Ｂ２１と、該透光部Ｂ２１の発光ダイオードＢ１と対向する面から発光
ダイオード基板Ｂ３へ向けて突出する三つの突起Ｂ２２とを有し、該突起Ｂ２２の先端が
、発光ダイオード基板Ｂ３における一面の発光ダイオードＢ１の回りに接着剤にて取付け
られている。発光ダイオードが発光する光の発光角度による発光量を図１２に示している
。発光量の測定位置は発光ダイオードＢ１から２０mm離隔した位置である。図１２によれ
ば、発光角度零度（発光ダイオードＢ１の頂点）に対して７０度以上の発光角度では発光
量がないことが分かる。
【００７１】
〈軸体Ｂ７の構成〉
　第１の取付孔Ｂ６４に嵌入され、発光ダイオード基板Ｂ３の両端部を固定する軸体Ｂ７
、及び第２の取付孔Ｂ６５に嵌入され、反射シートＢ５が発光ダイオード基板Ｂ３から離
隔する方向へ偏倚するのを抑制する軸体Ｂ７とは共通である。発光ダイオード基板Ｂ３の
両端部には貫通孔Ｂ３３，Ｂ３４が設けられているため、この両端部の貫通孔Ｂ３３，Ｂ
３から第１の取付孔Ｂ６４に軸体Ｂ７を嵌入する構成とすることにより、図１０に示すよ
うに複数の発光ダイオード基板Ｂ３が並置される構成においても軸体Ｂ７の嵌入忘れ、及
び軸体Ｂ７の誤嵌入をなくし、発光ダイオード基板Ｂ３の両端部を確実に固定することが
できる。軸体Ｂ７は、図１３Ａ、図１３Ｂ、図１４Ａ、図１４Ｂに示すように合成樹脂製
の可撓筒Ｂ７１及び該可撓筒Ｂ７１に嵌入される合成樹脂製のピンＢ７２を有する。可撓
筒Ｂ７１は、一端に小径の頭部Ｂ７１ａを有し、他端側に、軸長方向の複数のスリットＢ
７１ｂ及び内側へ膨出する膨出部を有し、スリットＢ７１ｂ間の部片が径方向へ可撓にな
っており、可撓筒Ｂ７１が貫通孔Ｂ３３又はＢ３４と第１の取付孔Ｂ６４とに嵌入され、
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頭部Ｂ７１ａが発光ダイオード基板Ｂ３の一面に接触し、発光ダイオード基板Ｂ３を板部
Ｂ６１に押付けている。
【００７２】
　ピンＢ７２は、可撓筒Ｂ７１の頭部Ｂ７１ａと軸長方向に対向し、該頭部Ｂ７１ａより
も大径の頭部Ｂ７２ａを一端に有し、可撓筒Ｂ７１内への嵌入により可撓筒Ｂ７１のスリ
ットＢ７１ｂ間部片を取付孔Ｂ６４の外側で径方向外方へ撓ませ、取付孔Ｂ６４から抜け
出ないように構成され、頭部Ｂ７２ａの周縁部内面と発光ダイオード基板Ｂ３の一面との
間に、反射シートＢ５の厚さよりも長い寸法の空間が生じ、発光ダイオードＢ１が発光す
る際に発生する熱により反射シートＢ５が熱膨張した際、この熱膨張による反射シートＢ
５の伸縮を許容し、反射シートＢ５に皺が生じないようになしてある。ピンＢ７２は、図
１４Ａ、図１４Ｂに示すように頭部Ｂ７２ａが円形のものと、頭部Ｂ７２ａが長円形のも
のとがある。長円形の頭部Ｂ７２ａを有するピンＢ７２には、頭部Ｂ７２ａの長さ方向一
方側に、回り止孔Ｂ６０及び一方の位置決め凹所Ｂ３５に嵌入される回り止ピンＢ７３が
一体に成形されている。
【００７３】
　軸体Ｂ７は、図６に示すように発光ダイオード基板Ｂ３の一面から頭部Ｂ７２ａ頂端ま
での寸法が、発光ダイオード基板Ｂ３の一面からレンズＢ２頂端までの寸法よりも短く形
成されており、レンズＢ２にて拡散される光が軸体Ｂ７の頭部Ｂ７２ａに干渉するのを低
減し、軸体Ｂ７による輝度ムラの発生を防ぐことができるように構成されている。
【００７４】
　頭部Ｂ７２ａの、発光ダイオード基板Ｂ３の一面と対向する内面には、図１５に示すよ
うに周方向の一部を残して頂端側へ窪み、周縁に開放された複数の凹部Ｂ７４が設けられ
ている。凹部Ｂ７４と発光ダイオード基板Ｂ３の一面との間には、マイナスドライバー等
の工具の尖端部が挿入される空間を凹部Ｂ７４にて生じさせ、工具にてピンＢ７２を簡易
に抜き取ることができるように構成されている。凹部Ｂ７４は図１３Ｂに示すように三等
配してあるが、その他、四等配であってもよいし、また、一つ又は二つであってもよく、
その個数は特に制限されない。
【００７５】
〈反射シートＢ５の構成〉
　反射シートＢ５は、高反射性を有する合成樹脂シート素材を成形してなり、図５及び図
１６に示すように略四角形をなす扁平部Ｂ５１及び該扁平部Ｂ５１の周縁に形成された第
１被折目Ｂ５ａにて曲げられる枠部分Ｂ５２を有し、第１被折目Ｂ５ａにて曲げられた際
にはケース形状をなす。
【００７６】
　扁平部Ｂ５１には、碁盤目のように配してある各レンズＢ２がその内部に配される第１
孔Ｂ５３と、発光ダイオード基板Ｂ３を固定するための軸体Ｂ７が嵌入される第２孔Ｂ５
４と、支持ピンＢ８又は反射シートＢ５が発光ダイオード基板Ｂ３から離隔する方向へ偏
倚するのを抑制する軸体Ｂ７が嵌入される第３孔Ｂ５５とが開設されており、各コネクタ
Ｂ４と対向する箇所にはシート面に沿う方向へ離隔して平行的に対向する対のスリットＢ
５６が開設され、コネクタＢ４にて接続された複数の発光ダイオード基板Ｂ３上に反射シ
ートＢ５が載置された際、対のスリットＢ５６間部分が厚さ方向へ偏倚し、コネクタＢ４
と対向する部分においても反射シートにて光反射させることができるように構成されてお
り、また、図１６に示すように中央側の一つの第２孔Ｂ５４に連なり、一つの位置決め凹
所Ｂ３５を経て回り止孔Ｂ６０と対向する長孔Ｂ５７が設けられている。
【００７７】
　扁平部Ｂ５１の角部Ｂ５１ａと枠部分Ｂ５２の角部Ｂ５２ａ周縁との間には、図１７に
示すように扁平部Ｂ５１の角部Ｂ５１ａから枠部Ｂ５２の角部Ｂ５２ａ周縁にかけて末広
がりの三つの第２被折目Ｂ５ｂを設けてあり、第２被折目Ｂ５ｂにて折曲げることにより
、枠部Ｂ５２の角部Ｂ５２ａに隙間及び段差が生じないように構成されている。
【００７８】
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　第１孔Ｂ５３は図１１に示すようにレンズＢ２の透光部Ｂ２１よりも若干大径に形成さ
れ、透光部Ｂ２１が扁平部Ｂ５１よりも光学シートＣ側に配され、発光ダイオードＢ１が
発光する光にて反射シートＢ５が熱膨張した際、この熱膨張による反射シートＢ５の伸縮
を、透光部Ｂ２１周面と第１孔Ｂ５３との間の隙間にて許容するようになしてある。第２
孔Ｂ５４は第１孔Ｂ５３よりも小さく、頭部Ｂ７２ａよりは大きく、隣合う第１孔Ｂ５３
の一側に連なっており、反射シートＢ５の熱膨張による伸縮を吸収することができるよう
に構成されている。また、中央側の一つの第２孔Ｂ５４、即ち、長孔Ｂ５７が連なる第２
孔Ｂ５４は第１孔Ｂ５３から離隔している。
【００７９】
　第３孔Ｂ５５は第２孔Ｂ５４及び可撓筒Ｂ７１の頭部Ｂ７１ａよりも小さく形成されて
いる。支持ピンＢ８が嵌入される第３孔Ｂ５５の周りには、微小孔の識別部Ｂ５５ａが設
けられているが、反射シートＢ５が発光ダイオード基板Ｂ３から離隔する方向へ偏倚する
のを抑制する軸体Ｂ７が嵌入される第３孔Ｂ５５の周りには識別部Ｂ５５ａが設けられて
いない。識別部Ｂ５５ａは、軸体Ｂ７の頭部Ｂ７２ａよりも大径となる位置に配され、支
持ピンＢ８と間違えて軸体Ｂ７が第３孔Ｂ５５に嵌入された際に識別部Ｂ５５ａが露出し
、間違いであることが分かるようになしてある。
【００８０】
　スリットＢ５６は、図１６に示すように複数列に並置される回路基板群の並置方向（列
と直交する方向）へ離隔して、対向する方向を交互に異ならせてあり、スリットＢ５６，
Ｂ５６の両端間の非スリット部を起点として厚さ方向へ偏倚し、偏倚部分が各コネクタＢ
４と対向するようになしてある。この構成にあっては、各コネクタＢ４と対向する部分に
高反射性の反射シートＢ５があり、スリットＢ５６，Ｂ５６の両端間の非スリット部を起
点として偏倚するから、偏倚部分の頂点から前記非スリット部までの扁平部Ｂ５１に対す
る傾斜度を小さくすることができる。よって、図４に示すようにコネクタＢ４の並置個数
が比較的多い場合であっても、夫々のコネクタＢ４と対向する部分の偏倚による傾斜度を
小さくすることができ、シート面と直交する方向への光反射性を高めることができ、より
一層適正な輝度特性を保つことができる。
【００８１】
　長孔Ｂ５７が連なる中央側の一つの第２孔Ｂ５４は、図１４Ｂに示すように可撓筒Ｂ７
１の頭部Ｂ７１ａよりも小径であり、反射シートＢ５の一つの第２孔Ｂ５４周りだけが頭
部Ｂ７１ａにて発光ダイオード基板Ｂ３の一面に押付けられ、反射シートＢ５の熱膨張に
よる伸縮に関係なく、反射シートＢ５の位置を定めるように構成されている。位置ずれ防
止孔としての長孔Ｂ５７は、回り止ピンＢ７３とほぼ等寸法の幅を有し、前記中央側の一
つの第２孔Ｂ５４と離隔する方向に長い孔であり、回り止ピンＢ７３の周面に接触して反
射シートＢ５の周方向への位置ずれを防ぎ、第１孔Ｂ５３のレンズＢ２との位置関係を保
つことができるように構成されている。
【００８２】
〈支持ピンの構成〉
　支持ピンＢ８は、図１８に示すように合成樹脂製の可撓筒Ｂ８１と、該可撓筒Ｂ８１に
嵌入される合成樹脂製のピンＢ８２及び該ピンＢ８２と一体成形された柱形部Ｂ８３とを
有する。可撓筒Ｂ８１は、一端に小径の頭部Ｂ８１ａを有し、他端側に、軸長方向の複数
のスリットＢ８１ｂ及び内側へ膨出する膨出部を有し、スリットＢ８１ｂ間の部片が径方
向へ可撓になっており、可撓筒Ｂ８１が第３孔Ｂ５５及び第２の取付孔Ｂ６５に嵌入され
、頭部Ｂ８１ａが発光ダイオード基板Ｂ３の一面に接触し、発光ダイオード基板Ｂ３を板
部Ｂ６１に押付けている。
【００８３】
　ピンＢ８２は、可撓筒Ｂ８１の頭部Ｂ８１ａと軸長方向に対向し、該頭部Ｂ８１ａ及び
軸体Ｂ７の頭部Ｂ７２ａよりも大径の頭部Ｂ８２ａを一端に有し、可撓筒Ｂ８１内への嵌
入により可撓筒Ｂ８１のスリットＢ８１ｂ間部片を第２の取付孔Ｂ６５の外側で径方向外
方へ撓ませ、取付孔Ｂ６５から抜け出ないように構成され、頭部Ｂ８２ａの周縁部内面と
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発光ダイオード基板Ｂ３の一面との間に、反射シートＢ５の厚さよりも長い寸法の空間が
生じ、発光ダイオードＢ１が発光する光にて反射シートＢ５が熱膨張した際、この熱膨張
による反射シートＢ５の伸縮を許容し、反射シートＢ５に皺が生じないようになしてある
。柱形部Ｂ８３は頭部Ｂ８２ａから略円錐形をなし、先端が光学シートＣと若干離隔して
対向し、光学シートＣの発光ダイオード基板Ｂ３側への撓みを抑制するように構成されて
いる。頭部Ｂ８２ａは、支持ピンＢ８が第３孔Ｂ５５に嵌入された際、反射シートＢ５の
識別部Ｂ５５ａを隠蔽する大きさに形成され、第３孔Ｂ５５に軸体Ｂ７が間違えて嵌入さ
れた際、識別部Ｂ５５ａが頭部Ｂ８２ａの外に露出するように構成されている。
【００８４】
〈導線保持具の構成〉
　導線保持具Ｂ９は、図１９、図２０、図２２に示すように導出孔Ｂ６１ａの回りに嵌合
にて取付けられ、略四角形をなす保護筒Ｂ９１及び該保護筒Ｂ９１の開放端を閉塞する蓋
体Ｂ９２とを有する。保護筒Ｂ９１の内側には、板部Ｂ６１と平行的に配され、導出孔Ｂ
６１ａに連なる凹部Ｂ９１ａが設けられ、導出孔Ｂ６１ａから導出された導線Ｂ４０を収
束することができるように構成されている。保護筒Ｂ９１の一方側開放端には、凹部Ｂ６
１ｂに挿入され、摺動にて導出孔Ｂ６１ａの縁部に係合する凸状の被係合部Ｂ９１ｂが設
けられ、保護筒Ｂ９１の一側には枢支凸部Ｂ９１ｃが設けられ、保護筒Ｂ９１の他側には
係止部Ｂ６１ｃに係止される被係止部Ｂ９１ｄが設けられ、被係合部Ｂ９１ｂ及び被係止
部Ｂ９１ｄにて保護筒Ｂ９１が導出孔Ｂ６１ａ周りに取付けられている。保護筒Ｂ９１の
他方側開放部には凹状の掛止部Ｂ９１ｅが複数設けられている。
【００８５】
　蓋体Ｂ９２は板形状をなし、周縁部の一側には枢支凸部Ｂ９１ｃに係止される被係止部
Ｂ９２ａが設けられ、他側には掛止部Ｂ９１ｅに掛止される凸状の被掛止部Ｂ９２ｂが設
けられ、被係止部Ｂ９２ａを支点として蓋体Ｂ９２を閉方向へ回動し、保護筒Ｂ９１の開
放端を閉塞する際、凹部Ｂ９１ａに収束された導線Ｂ４０を、保護筒Ｂ９１の凹部Ｂ９１
ａと蓋体Ｂ９２との間で挾持するように構成されている。よって、図２に示すように回路
基板群に接続されるコネクタＢ２が有する導線Ｂ４０を短時間で凹部Ｂ９１ａに収束保持
することができ、導線Ｂ４０の配線処理を簡易にできる。
【００８６】
〈光学シートＣの構成〉
　光学シートＣは、光源としての発光ダイオードＢ１が発光した光を拡散する比較的厚肉
の拡散板と、反射偏光板、プリズムシート、拡散シート等の比較的薄肉の合成樹脂シート
が積層された積層体であり、該光学シートＣの周縁部が基板支持体Ｂ６の鍔片Ｂ６３に支
持されている。
【００８７】
〈キャビネットＤの構成〉
　キャビネットＤは、表示部Ａの周縁部前側を隠蔽するキャビネット前分体Ｄ１と、光源
装置Ｂの周縁部及び後側を隠蔽する深皿形状のキャビネット後分体Ｄ２とを有し、基板支
持体Ｂ６の鍔片Ｂ６３に雄螺子により取付けられている。
【００８８】
　以上のように構成された表示装置の組立ては次の（１）～（８）の工程で行う。
　（１）作業台上に平置きされた後保持枠体Ａ３上に表示パネルＡ１が載置され、該表示
パネルＡ１上に前保持枠体Ａ２が載置され、該前保持枠体Ａ２及び後保持枠体Ａ３が雄螺
子にて結合されることにより表示部Ａが形成される。
【００８９】
　（２）回路基板Ｂ１０が装着されていない基板支持体Ｂ６が、開放側が上向となるよう
に別の作業台上に平置きされ、該基板支持体Ｂ６における板部Ｂ６１の一面に、図７に示
すように一方向に隣合う複数の発光ダイオード基板Ｂ３が複数列に並置される。この際、
一方向に隣合う発光ダイオード基板Ｂ３は、例えば、５個の発光ダイオードＢ１が実装さ
れている短発光ダイオード基板が複数列に並置された後、６個の発光ダイオードＢ１が実



(16) JP 4519943 B1 2010.8.4

10

20

30

40

50

装されている中発光ダイオード基板が複数列に並置され、次に５個の発光ダイオードＢ１
が実装されている短発光ダイオード基板が複数列に並置され、回路基板群が構成される。
最初に並置される短発光ダイオード基板には第２コネクタＢ４１が予め接続されており、
中発光ダイオード基板はコネクタＢ４にて接続され、最後に並置される短発光ダイオード
基板にショートコネクタが接続される。
　板部Ｂ６１には位置決め凸部Ｂ６８、第１の指標Ｂ６９ａ及び第２の指標Ｂ６９ｂが設
けられており、発光ダイオード基板Ｂ３には位置決め凹所Ｂ３５、第１の目印３７及び第
２の目印３８が設けられているため、回路基板群が構成される際、発光ダイオード基板Ｂ
３の位置決め凹所Ｂ３５を位置決め凸部Ｂ６８に係合させることにより、長さが異なる発
光ダイオード基板Ｂ３を適正位置に簡易に並置することができ、また、第１の目印３７を
第１の指標Ｂ６９ａに合わせ、第２の目印３８を第２の指標Ｂ６９ｂに合わせることによ
り、両端部の接続部構造が異なり、さらに高輝度及び低輝度の発光ダイオードＢ１の並置
順序が異なる発光ダイオード基板Ｂ３を適正位置に簡易に並置することができる。第２コ
ネクタＢ４１が接続されている発光ダイオード基板が並置される際、第２コネクタＢ４１
の導線Ｂ４０が導出孔Ｂ６１ａから基板支持体Ｂ６の外側へ導出される。
【００９０】
　（３）基板支持体Ｂ６内に並置された発光ダイオード基板Ｂ３の両端部が軸体Ｂ７にて
板部Ｂ６１に固定される。この際、各発光ダイオード基板Ｂ３の両端部に開設されている
貫通孔Ｂ３３，Ｂ３４に軸体Ｂ７が順次挿通され、該軸体Ｂ７が板部Ｂ６１の取付孔Ｂ６
４に嵌入されることにより、各発光ダイオード基板Ｂ３が基板支持体Ｂ６に固定される。
この際、発光ダイオード基板Ｂ３の一端部に開設されている貫通孔Ｂ３３に軸体Ｂ７が嵌
入された後、発光ダイオード基板Ｂ３の他端部に開設されている貫通孔Ｂ３４に軸体Ｂ７
が嵌入される。軸体Ｂ７が先に嵌入される貫通孔Ｂ３３は、後に嵌入される貫通孔Ｂ３４
よりも小形であるため、他端部に開設されている貫通孔Ｂ３４の取付孔Ｂ６４に対する位
置が多少ずれている場合でも、この位置ずれを吸収して発光ダイオード基板Ｂ３を固定す
ることができ、コネクタＢ４に過負荷が加わるのを防ぐことができる。尚、回り止ピンＢ
７３を有する軸体Ｂ７が嵌入されるべき中央側一つの取付孔Ｂ６４には次工程で軸体Ｂ７
が嵌入される。
【００９１】
　（４）基板支持体Ｂ６の板部Ｂ６１に固定された発光ダイオード基板Ｂ３の一面上に反
射シートＢ５が載置され、該反射シートＢ５の周縁部が基板支持体Ｂ６の鍔片Ｂ６３に載
置される。この際、反射シートＢ５の第１孔Ｂ５３内にレンズＢ２が配される。
【００９２】
　（５）支持ピンＢ８と、反射シートＢ５が発光ダイオード基板Ｂ３から離隔する方向へ
偏倚するのを抑制する軸体Ｂ７とのいずれか一方が反射シートＢ５の第３孔Ｂ５５から順
次挿通され該支持ピンＢ８または軸体Ｂ７が嵌入孔Ｂ３６及び第２の取付孔Ｂ６５に嵌入
される。この際、軸体Ｂ７の頭部Ｂ７２ａは第３孔Ｂ５５よりも大径であり、該頭部Ｂ７
２ａの内面が反射シートＢ５の第３孔Ｂ５５周りと対向するため、反射シートＢ５が発光
ダイオード基板Ｂ３と離隔する方向へ偏倚するのを防ぐことができる。
　反射シートＢ５の中央側の一つの第２孔Ｂ５４には、回り止ピンＢ７３を有する軸体Ｂ
７の可撓筒Ｂ７１が嵌入され、回り止ピンＢ７３が長孔Ｂ５７、一つの位置決め凹所Ｂ３
５及び回り止孔Ｂ６０に嵌入され、反射シートＢ５の周方向への位置ずれを防ぐことがで
きる。
【００９３】
　（６）基板支持体Ｂ６の鍔片Ｂ６３に載置された反射シートＢ５の周縁部上に光学シー
トＣが載置され、該光学シートＣ上に表示部Ａが載置され、該表示部Ａの周縁部に開設さ
れている挿通孔に雄螺子を挿通し、該雄螺子を、鍔片Ｂ６３に開設されている取付孔に螺
入することにより表示部Ａと基板支持体Ｂ６との間で光学シートＣが挾持され、表示部Ａ
が基板支持体Ｂ６に固定される。この際、光学シートＣが撓むのを支持ピンＢ８にて抑制
することができる。
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【００９４】
　（７）表示部Ａが下向きとなり、基板支持体Ｂ６が上向きとなるように作業台上で反転
され、板部Ｂ６１の第３の取付孔Ｂ６６に複数の回路基板Ｂ１０が取付けられ、第２コネ
クタＢ４１の導線Ｂ４０が導線保持具Ｂ９にて収束保持される。
【００９５】
　（８）作業台上に平置きされたキャビネット前分体Ｄ１に、表示部Ａが下向きとなり、
基板支持体Ｂ６が上向きとなるように載置され、基板支持体Ｂ６上にキャビネット後分体
Ｄ２が載置され、キャビネット後分体Ｄ２の周縁側と基板支持体Ｂ６の鍔片Ｂ６３とキャ
ビネット前分体Ｄ１の周縁側とが雄螺子にて結合され、表示装置が形成される。
【００９６】
〈表示装置の他の構成〉
　図２３は反射シートの角部の他の構成を示す展開図、図２４は反射シートのコネクタ対
向部分の他の構成を示す正面図、図２５は光源装置の他の構成を示す正面図、図２６は基
板支持体の他の構成を示す模式的正面図、図２７は反射シートの他の構成を示す模式的正
面図、図２８は反射シートと軸体との他の関係を示す断面図である。
【００９７】
〈反射シートＢ５の他の構成〉
　図２３に示すように反射シートＢ５の枠部分Ｂ５２の角部Ｂ５２ａに略Ｖ字形をなす欠
除部Ｂ５８を設け、扁平部Ｂ５１の四辺に第１被折目Ｂ５ａにて連なる四つの枠部分Ｂ５
２を扁平部Ｂ５１に対して傾斜状に折曲げたとき、欠除部Ｂ５８の二つの縁部Ｂ５８ａ，
Ｂ５８ａが合わさり、該合わさり状態を両面テープ等の結合手段にて保持するように構成
してもよい。
【００９８】
　反射シートＢ５のコネクタＢ４と対向する部分は、図２４に示すようにシート面に沿う
方向へ離隔して対向する長辺と、該長辺の両端から離隔距離が短となる側へ向く二つの短
辺とにより略コ字形をなす二つのスリットＢ５９を開設し、スリットＢ５９，Ｂ５９間の
二つの偏倚起点を起点としてシート面と平行的に偏倚させる構成とし、コネクタＢ４と対
向する部分の厚さ方向への偏倚性を高めるようにしてもよい。
【００９９】
〈軸体Ｂ７と反射シートＢ５との他の関係〉
　発光ダイオード基板Ｂ３の両端部を固定する軸体Ｂ７は反射シートＢ５に比べて光反射
性が劣るため、図２５に示すように複数列に並置される発光ダイオード基板Ｂ３の一端部
を固定する軸体Ｂ７を列方向と直交する方向へ千鳥状に配し、発光ダイオード基板Ｂ３の
他端部を固定する軸体Ｂ７を列方向と直交する方向へ千鳥状に配して、軸体Ｂ７による輝
度むらの発生位置を拡げて目立ち難くする。
　この場合、発光ダイオード基板Ｂ３の列方向と直交する方向で隣合う第１の取付孔Ｂ６
４及び位置決め凸部Ｂ６８は、図２６に示すように互いに前記列方向へ偏倚し、千鳥状に
配してある。発光ダイオード基板Ｂ３は、両端から貫通孔Ｂ３３，Ｂ３４までの寸法が短
い第１の発光ダイオード基板と、両端から貫通孔Ｂ３３，Ｂ３４までの寸法が長い第２の
発光ダイオード基板とを備え、第１及び第２の発光ダイオード基板を列方向と直交する方
向へ交互に配置することにより、千鳥状に配してある第１の取付孔Ｂ６４に対応して貫通
孔Ｂ３３，Ｂ３４が千鳥状に配され、ひいては貫通孔Ｂ３３，Ｂ３４に嵌入される軸体Ｂ
７が列方向と直交する方向へ千鳥状に配されるように構成されている。
【０１００】
　反射シートＢ５が周方向へ位置ずれするのを防ぐための長孔Ｂ５７は、反射シートＢ５
の中央側に配される一つの第２孔Ｂ５４に連なる構成とする他、図２８に示すように反射
シートＢ５の周縁側に配される第２孔Ｂ５４の一つを長孔Ｂ５７としてもよい。この場合
、長孔Ｂ５７は軸体Ｂ７の頭部Ｂ７１ａとほぼ等寸法の幅を有し、前記中央側に配される
一つの第２孔Ｂ５４と離隔する方向に長い孔であり、頭部Ｂ７１ａの周面に接触して反射
シートＢ５の周方向への位置ずれを防ぐように構成され、また、反射シートＢ５の中央側
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に配される第２孔Ｂ５４には、長円形の頭部Ｂ７２ａを有するピンＢ７２に代えて、円形
の頭部Ｂ７２ａを有する軸体Ｂ７が嵌入される。また、長孔Ｂ５７は、図２８に示すよう
に反射シートＢ５の第１孔Ｂ５３と連なる構成とする他、第１孔Ｂ５３から離隔する構成
としてもよい。
【０１０１】
　以下本発明の実施の形態１－１乃至実施の形態１２－２を図面に基づいて詳述する。尚
、（図１乃至図２８に示した部品に対応する部品には、図１乃至図２８に示した部品に付
した符号を括弧で付記し、図１乃至図２８に示した部品と同等であることを明確にする。
実施の形態１－１
　図２９は本発明に係る光源装置の構成を示す斜視図、図３０は光源装置の構成を示す平
面図、図３１は光源装置の反射シートを省略した構成を示す平面図、図３２は光源装置の
構成を示す一部を拡大した断面図である。
【０１０２】
　図示した光源装置（Ｂ）は、前側に表示面を有し、略直方体をなす表示部（Ａ）を備え
る薄型の表示装置における前記表示部の後側に装着されるもので、碁盤目のように並置さ
れる光源としての複数の発光ダイオード１（Ｂ１）と、該発光ダイオード１を一面２ａに
実装してあり、複数列に並置される複数の発光ダイオード基板２（Ｂ３）と、隣合う発光
ダイオード基板２，２同士を接続してある複数のコネクタ３（Ｂ４）と、発光ダイオード
基板２の一面２ａに取付けられて発光ダイオード１の頂部と対向し、該発光ダイオード１
が発光した光を拡散させる複数のレンズ４（Ｂ２）と、該レンズ４がその内部に配される
貫通孔５ａ（第１孔Ｂ５３）を有し、前記一面２ａ及びコネクタ３の一面に対向してレン
ズ４が拡散した光を反射させる反射シート５（Ｂ５）と、発光ダイオード基板２を複数列
に並べて収容支持する支持ケース６（基板支持体Ｂ６）とを備える。
【０１０３】
　発光ダイオード基板２は一面２ａに回路部を有する短冊状をなし、略矩形をなす支持ケ
ース６の一面６ａに長さ方向及び幅方向に離隔して複数列に並置されている。発光ダイオ
ード基板２夫々の一面２ａには図３１に示すように複数の発光ダイオード１を長さ方向に
離隔して実装してあり、一面２ａの長さ方向両端部には接続部２１，２２（Ｂ３１，Ｂ３
２）が設けられている。
【０１０４】
　長さ方向一端が対向するように複数列に並置された発光ダイオード基板２において、各
列の発光ダイオード基板２は、隣合う二つの接続部２１，２１同士がコネクタ３にて接続
され、一方の発光ダイオード基板２の接続部２２が、支持ケース６の後面に装着される電
源回路基板に第２コネクタ（Ｂ４１）にて接続され、他方の発光ダイオード基板２の接続
部２２にショートコネクタが接続されている。
【０１０５】
　支持ケース６は金属板を成形してなり、略矩形をなす扁平状の板部６１（Ｂ６１）及び
該板部６１の周縁に連なり、前側が開放されている枠部６２（Ｂ６２）を有し、板部６１
の前面６ａに発光ダイオード基板２を長さ方向及び幅方向に並べて収容支持してある。枠
部６２は、板部６１の四辺に連なる枠片を折曲げることにより形成されている。
【０１０６】
　板部６１における後面には、発光ダイオード基板２の接続部２２に第２コネクタにて接
続される電源回路基板、前記表示部の駆動及び制御を行う制御回路基板等の複数の回路基
板（Ｂ１０）が装着されている。
【０１０７】
　図３３は反射シートの構成を示す平面図、図３４は反射シートの展開時の要部の構成を
示す拡大正面図、図３５は反射シートの要部の構成を示す拡大正面図、図３６は反射シー
ト部分の構成を示す拡大横断平面図である。反射シート５（Ｂ５）は、高反射性を有し、
矩形をなす一枚の合成樹脂シート素材からなり、支持ケース６の板部６１よりも小形の扁
平部５１（Ｂ５１）と、該扁平部５１の全周縁に四つの第１被折目５ｂ（Ｂ５ａ）にて折
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曲げを可能に連なる枠部分５２（Ｂ５２）とを有し、扁平部５１夫々の角部５１ａ（Ｂ５
１ａ）と枠部分５２の角部５２ａ（Ｂ５２ａ）周縁の間に、ミシン目である第２被折目５
３（Ｂ５ｂ）が設けられており、第１被折目５ｂ及び第２被折目５３から折曲げることに
より、扁平部５１に対して枠部分５２が外方へ傾斜し、前側が開放されたケース形状とな
る。尚、第１被折目５ｂ及び第２被折目５３はミシン目である。
【０１０８】
　第２被折目５３は、扁平部５１の角部５１ａから枠部分５２の角部５２ａ周縁にかけて
末広がりの三つであり、中央の被折目５３ａから谷折りし、両側の被折目５３ｂ，５３ｂ
から山折りすることにより、両側の被折目５３ｂ，５３ｂ同士が厚さ方向の段差なく合わ
さる。枠部分５２における角部５２ａの外縁部には、略Ｌ字形に欠除された欠除部５４が
設けられている。
【０１０９】
　三つの折目５３ａ，５３ｂ，５３ｂにて折曲げられた二つの被折曲部５３ｃ，５３ｃは
重合して板状となり、該被折曲部５３ｃ，５３ｃが両面テープ等の粘着テープ５５にて結
合され、枠部分５２の折曲げ状態を維持、換言すると枠部分５２を保形することができる
。
【０１１０】
　扁平部５１のコネクタ３の外縁部分と対向する箇所には、シート面に沿う方向へ離隔し
て対向する複数のスリットにて厚さ方向への偏倚が可能な偏倚部が設けられており、また
、扁平部５１のレンズ４夫々に対応する箇所には、該レンズ４よりも若干大径の貫通孔５
ａ（第１孔Ｂ５３）が開設され、該貫通孔５ａの内部にレンズ４が配されている。
【０１１１】
　また、反射シート５は、周縁が矩形をなす枠部分５２の四辺に第３被折目５ｃにて連な
り、扁平部５１と平行的に外方へ延出された四つの鍔部５６が一体に設けられている。
【０１１２】
　反射シート５の長さ方向に対向する二つの鍔部５６，５６には、該鍔部５６，５６の両
端から欠除部５４よりも鍔部５６，５６の長さ方向へ突出する突出部５６ａを有し、三つ
の第２被折目５３にて角部５２ａが合わさっているとき、該突出部５６ａの一側縁が残り
二つの鍔部５６，５６の両端縁と対接し、鍔部５６夫々の両端間に隙間が生じないように
なしてある。
【０１１３】
　発光ダイオード１は図３１に示すように発光ダイオード基板２の長さ方向に離隔して例
えば５個、又は６個実装されており、発光ダイオード１夫々に対応して５個、又は６個の
レンズ４が接着剤にて一面２ａに取付けられている。
【０１１４】
　レンズ４（Ｂ２）は、発光ダイオード１の頂部と離隔して対向し、該発光ダイオード１
が発光した光を四方に拡散させるための半球状凹部を有する透光部（Ｂ２１）と、該透光
部の一面２ａと対向する面から発光ダイオード基板２へ向けて突出し、前記透光部の発光
ダイオード基板２に対する位置を決める三つの位置決め突起（Ｂ２２）とを有し、該位置
決め突起の先端が一面２ａに接着剤にて取付けられている。前記位置決め突起は、前記透
光部と発光ダイオード基板２との間の距離を、反射シート５の厚さよりも若干長くし、反
射シート５の熱膨張を吸収することができるようになしてある。
【０１１５】
　以上のように構成された光源装置は、開放側が上向となるように支持ケース６が作業台
に載置され、該支持ケース６における板部６１の前面に、列方向に隣合う二つの発光ダイ
オード基板２，２が複数列に並置され、各列の発光ダイオード基板２，２の隣合う一端部
に設けられている接続部２１，２１にコネクタ３が接続され、各列の発光ダイオード基板
２の一面２ａに反射シート５が対向載置される。反射シート５は、前側が開放されたケー
ス形状であるため、扁平部５１が発光ダイオード基板２の一面２ａ及び支持ケース６の板
部６１と対向し、枠部分５２が支持ケース６の枠部６２と対向し、支持ケース６内の全面
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が反射面となる。
【０１１６】
　反射シート５の扁平部５１及び枠部分５２は一枚の合成樹脂シート素材を第１被折目５
ｂ及び第２被折目５３から折曲げることにより形成されているため、隙間を生じさせるこ
となくケース形状の反射シート５を簡易に得ることができ、また、支持ケース６内に塵埃
が侵入することがあっても、この支持ケース６内の塵埃が反射シート５の内側へ侵入する
のを防ぐことができる。また、ケース形状をなす反射シート５の枠部分５２の角部５２ａ
は、三つの第２被折目５３にて厚さ方向の段差ができないように合わさっているため、枠
部分５２の角部５２ａにおける輝度特性を高めることができ、枠部分５２の角部５２ａに
影が生じるのをなくすることができる。また、枠部分５２における角部５２ａの外縁部分
には、略Ｌ字形に欠除された欠除部５４が設けられているため、第２被折目５３にて合わ
さっている角部５２ａの外縁部分が外方へ突出するのをなくすることができる。
【０１１７】
　図３７は本発明に係る光源装置を備える表示装置の構成を示す断面図である。この表示
装置は、テレビ画像を表示する表示面を前側に有し、略直方体をなす表示部７０（Ａ）と
、該表示部７０の後側に配されている光源装置Ａ（Ｂ）と、表示部７０の周縁部及び光源
装置Ａの後側を隠蔽するキャビネット７１（Ｄ）とを備える。
【０１１８】
　表示部７０（Ａ）は、表示面を有する表示パネル７２（Ａ１）と、該表示パネル７２の
後側に配されている光学シート７３（Ｃ）とを有する。表示パネル７２の周縁部は、前保
持枠体７４（Ａ２）と、後保持枠体７５（Ａ３）とにより前後に挾着保持され、パネルモ
ジュールを構成しており、後保持枠体７５が支持ケース６の周縁部に取付けられている。
【０１１９】
　光学シート７３は、光源としての発光ダイオード１が発光した光を拡散する比較的厚肉
の拡散板と、反射偏光板、プリズムシート、拡散シート等の比較的薄肉の合成樹脂シート
が積層された積層体である。
【０１２０】
　支持ケース６は板部６１及び該板部６１の周縁に連なる枠部６２を有し、該枠部６２に
前記拡散板の周縁部を支持している。
【０１２１】
　キャビネット７１は、表示部７０の周縁部前側を隠蔽するキャビネット前分体７１ａ（
Ｄ１）と、光源装置Ａの周縁部及び後側を隠蔽する深皿形状のキャビネット後分体７１ｂ
（Ｄ２）とを有し、支持ケース６の枠部６２に雄螺子により取付けられている。
【０１２２】
実施の形態１－２
　図３８は本発明に係る光源装置が備える反射シートの要部の他の構成を示す展開正面図
である。この光源装置は、反射シート５（Ｂ５）における枠部分５２の角部に三つの第２
被折目５３を設ける代わりに、枠部分５２の角部５２ａに略Ｖ字形をなす欠除部５７を設
け、扁平部５１の四辺に第１被折目５ｂにて連なる四つの枠部分５２を扁平部５１に対し
て傾斜状に折曲げたとき、欠除部５７の二つの縁部５７ａ，５７ａが合わさり、該合わさ
り状態を両面テープ５５にて保持するように構成したものである。
【０１２３】
　矩形をなす一枚の合成樹脂シート素材からなる反射シート５は、支持ケース６の板部６
１よりも小形の扁平部５１と、該扁平部５１の四辺に第１被折目５ｂにて連なる四つの枠
部分５２とを有し、枠部分５２夫々を第１被折目５ｂから扁平部５１に対して傾斜状に折
曲げることにより、扁平部５１に対して枠部分５２が外方へ傾斜し、前側が開放されたケ
ース形状となり、欠除部５７の二つの縁部５７ａ，５７ａが合わさる。この状態で、隣合
う枠部分５２の両端部外面に両面テープ５５を貼付けることにより、ケース形状を維持す
ることができる。尚、隣合う枠部分５２の一方の端部に第４被折目にて連なる折曲片を一
体に設けることにより、隣合う枠部分５２の他方の端部と折曲片とを両面テープにて容易
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に結合することができる。
　その他の構成及び作用は実施の形態１－１と同様であるため、同様の部品については同
じ符号を付し、その詳細な説明及び作用効果の説明を省略する。
【０１２４】
実施の形態１－３
　図３９は本発明に係る光源装置が備える反射シートの要部の他の構成を示す展開正面図
、図４０は反射シートの要部の他の構成を示す拡大正面図である。この光源装置は、反射
シート５における枠部分５２の角部５２ａに欠除部５７を設ける代わりに、扁平部５１の
角部５１ａから枠部分５２の周縁に亘って三つの第２被折目５３と、一つのスリット５８
とを設け、第２被折目５３にて枠部分５２の角部５２ａを形成し、スリット５８にて隣合
う枠部分５２の端部同士を合わせ、合わさり状態及び角部５２ａを両面テープにて保持す
るように構成したものである。
【０１２５】
　スリット５８は、扁平部５１の角部５１ａ夫々から該扁平部５１の対向する二つの辺に
沿うように設けてあり、扁平部５１の対向する二つの辺に連なる二つの枠部分の両端部は
、他の二つの枠部分の両端から角部５１ａよりも外方へ突出する突出部ａを有し、該突出
部が、他の二つの枠部分の両端と対向している。
【０１２６】
　突出部には、角部５１ａから角部５２ａ周縁（突出部の角部）にかけて末広がりの三つ
の第２被折目が設けられている。
【０１２７】
　この実施の形態にあっては、枠部分夫々を折目から折曲げ、突出部を三つの第２被折目
から折曲げることにより、扁平部５１に対して枠部分が外方へ傾斜し、前側が開放された
ケース形状となり、第２被折目にて折曲げられた二つの被折曲部が両面テープ等の結合部
材にて結合され、隣合う枠部分のスリットによる縁部同士が両面テープ等の粘着テープに
て結合され、ケース形状が保持される。
　その他の構成及び作用は実施の形態１－１と同様であるため、同様の部品については同
じ符号を付し、その詳細な説明及び作用効果の説明を省略する。
【０１２８】
実施の形態１－４
　図４１Ａは反射シートの要部の他の構成を示す展開正面図、図４１Ｂは反射シートの要
部の他の構成を示すもので、ケース形状になっている状態の正面図である。この光源装置
は、枠部分の角部を結合する結合部材として両面テープを用いる代わりに、係止凸部及び
該係止凸部が係止される係止凹部を枠部分５２の角部に設けたものである。
【０１２９】
　枠部分５２の角部５２ａには略Ｖ字形をなす欠除部５７を設けてあり、扁平部５１の四
辺に第１被折目５ｂにて連なる四つの枠部分５２を扁平部５１に対して傾斜状に折曲げた
とき、欠除部５７の二つの縁部５７ａ，５７ａが合わさり、該合わさり状態を係止凸部５
９ａ及び係止凹部５９ｂにて保持するようになしてある。
【０１３０】
　係止凸部５９ａは抜止め用の係止部が先端に設けられている。係止凹部５９ｂはスリッ
トからなり、係止凸部５９ａの係止凹部５９ｂへの嵌入により、欠除部５７の二つの縁部
５７ａ，５７ａの合わさり状態を図４０Ａ，図４０Ｂのように保持する。
　その他の構成及び作用は実施の形態１－１と同様であるため、同様の部品については同
じ符号を付し、その詳細な説明及び作用効果の説明を省略する。
【０１３１】
実施の形態１－５
　図４２、図４３は本発明に係る光源装置が備える反射シートの他の構成を示す平面図で
ある。この光源装置は、反射シート５（Ｂ５）における枠部分５２の角部５２ａに、角部
５１ａから末広がりとなる略Ｖ字形をなす欠除部５７を設け、扁平部５１の四辺に第１被
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折目５ｂにて連なる四つの枠部分５２を扁平部５１に対して傾斜状に折曲げたとき、欠除
部５７の二つの縁部５７ｂ，５７ｂが厚さ方向に重なるように構成したものである。
【０１３２】
　図４２は、四つの枠部分５２のうち、短枠部分５２ｂの縁部５７ｂ，５７ｂが長枠部分
５２ｃの上側に重なっており、図４３は、四つの枠部分５２のうち、長枠部分５２ｃの縁
部５７ｂ，５７ｂが短枠部分５２ｂの上側に重なっており、この重なりにて枠部分５２の
角部５２ａに隙間が生じないようになしてある。
　その他の構成及び作用は実施の形態１－１と同様であるため、同様の部品については同
じ符号を付し、その詳細な説明及び作用効果の説明を省略する。
【０１３３】
　尚、以上説明した実施の形態１では、枠部分５２の角部５２ａを結合する結合部材とし
て両面テープを用いたが、その他、片面テープであってもよいし、また、クリップであっ
てもよい。また、枠部分５２の角部５２ａの結合は、接着剤にて結合してもよく、結合手
段は特に制限されない。
【０１３４】
実施の形態２－１
　図４４は本発明に係る光源装置の構成を示す一部を拡大した断面図、図４５は光源装置
の一部を省略した平面図、図４６は光源装置の一部を分解した模式的斜視図、図４７は反
射シートをなくした状態を示す平面図、図４８はレンズが取付けられている発光ダイオー
ド基板の構成を示す斜視図、図４９はコネクタの構成を示す斜視図である。
【０１３５】
　図示した光源装置（Ｂ）は、前側に表示面を有し、略直方体をなす表示部（Ａ）を備え
る薄型の表示装置における表示部の後側に装着されるもので、碁盤目のように並置される
光源としての複数の発光ダイオード１（Ｂ１）と、該発光ダイオード１を一面２ａに実装
してあり、複数列に並置される複数の発光ダイオード基板２（Ｂ３）と、隣合う発光ダイ
オード基板２，２同士を接続してある複数のコネクタ３（Ｂ４）と、発光ダイオード基板
２の一面２ａに取付けられて発光ダイオード１の頂部と対向し、該発光ダイオード１が発
光した光を発散させる複数のレンズ４（Ｂ２）と、該レンズ４がその内部に配される貫通
孔５１（Ｂ５３）を有し、前記一面２ａ及びコネクタ３の一面に対向してレンズ４が発散
した光を反射させる反射シート５（Ｂ５）と、発光ダイオード基板２を複数列に並べて支
持する支持体６（Ｂ６）とを備える。
【０１３６】
　発光ダイオード基板２は一面２ａに回路部を有する短冊状をなし、略矩形をなす支持体
６の一面６ａに長さ方向及び幅方向に離隔して複数列に並置されている。発光ダイオード
基板２夫々の一面２ａには図４７に示すように複数の発光ダイオード１を長さ方向に離隔
して実装してあり、一面２ａの長さ方向両端部には接続部２１，２２が設けられている。
【０１３７】
　長さ方向一端が対向するように複数列に並置された発光ダイオード基板２において、各
列の発光ダイオード基板２は、隣合う二つの接続部２１，２１同士がコネクタ３にて接続
され、一方の発光ダイオード基板２の接続部２２が後記する電源回路基板に第２コネクタ
（Ｂ４１）にて接続され、他方の発光ダイオード基板２の接続部２２にショートコネクタ
が接続されている。
【０１３８】
　コネクタ３は、一方の接続部２１に接続されるプラグ３１と、他方の接続部２１に接続
されるレセプタクル３２とを有する略直方体をなし、接続部２１，２１に接続されたとき
、他面が発光ダイオード基板２の一面２ａに重合し、コネクタ３は一面から突出する。
【０１３９】
　反射シート５は、高反射性を有し、支持体６に対応して略矩形をなす一枚の合成樹脂シ
ートからなり、コネクタ３の外縁部分と対向する箇所に、シート面に沿う方向へ離隔して
対向する二つのスリット５２，５２（Ｂ５６，Ｂ５９）が開設され、スリット５２，５２
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間を、厚さ方向への偏倚が可能な偏倚部分５３としてある。また、反射シート５には、レ
ンズ４夫々に対応する箇所に貫通孔５１が開設されている。
【０１４０】
　図５０は反射シートのコネクタと対向する部分を拡大した平面図、図５１は反射シート
のコネクタと対向する部分が厚さ方向へ偏倚した状態を示す拡大斜視図である。二つのス
リット５２，５２（Ｂ５９）は、シート面に沿う方向へ離隔して対向する長辺５２ａ，５
２ａと、該長辺５２ａ，５２ａの両端から離隔距離が短となる側へ向く二つの短辺５２ｂ
，５２ｂとにより略コ字形をなし、スリット５２，５２夫々の両端間の非スリット部５２
ｃ，５２ｃが、スリット５２，５２間の偏倚部分５３に連なり、非スリット部５２ｃ，５
２ｃを偏倚起点として偏倚部分５３が厚さ方向へ偏倚可能になっている。
【０１４１】
　二つのスリット５２，５２の間には、略コ字形をなし、中央部の長辺５４ａ，５４ａが
短辺５２ｂ，５２ｂと離隔して対向し、両端部の短辺５４ｂ，５４ｂが長辺５２ａ，５２
ａと離隔して対向する二つの第２スリット５４，５４を開設してある。第２スリット５４
，５４は、両端間の非スリット部５４ｃ，５４ｃが長辺５２ａ，５２ａの中央部側に連な
り、非スリット部５４ｃ，５４ｃを起点として偏倚部分５３が厚さ方向へ偏倚可能になっ
ている。
【０１４２】
　二つの第２スリット５４，５４の間には、略コ字形をなし、中央部の長辺５５ａ，５５
ａが短辺５４ｂ，５４ｂと離隔して対向し、両端部の短辺５５ｂ，５５ｂが長辺５４ａ，
５４ａと離隔して対向する二つの第３スリット５５，５５を開設してある。第３スリット
５５，５５は、両端間の非スリット部５５ｃ，５５ｃが長辺５４ｃ，５４ｃの中央部側に
連なり、非スリット部５５ｃ，５５ｃを起点として偏倚部分５３が厚さ方向へ偏倚可能に
なっている。
【０１４３】
　貫通孔５１はレンズ４よりも若干大径の丸形をなし、碁盤目状に配し、レンズ４が内部
に配されている。
【０１４４】
　発光ダイオード１は図４８に示すように発光ダイオード基板２の長さ方向に離隔して例
えば５個、又は６個実装されており、発光ダイオード１夫々に対応して５個、又は６個の
レンズ４が接着剤にて一面２ａに取付けられている。
【０１４５】
　レンズ４は、発光ダイオード１の頂部と離隔して対向し、該発光ダイオード１が発光し
た光を四方に発散させるための半球状凹部を有する透光部４１と、該透光部４１の一面２
ａと対向する面から発光ダイオード基板２へ向けて突出し、透光部４１の発光ダイオード
基板２に対する位置を決める三つの位置決め突起４２とを有し、該位置決め突起４２の先
端が一面２ａに接着剤にて取付けられている。
【０１４６】
　位置決め突起４２は、透光部４１を反射シート５よりも上側に配置、換言すると反射シ
ート５を透光部４１よりも発光ダイオード基板２側に配置させるためのものであり、透光
部４１と発光ダイオード基板２との間の距離を、反射シート５の厚さよりも若干長くし、
透光部４１の下面と発光ダイオード基板２の一面との間に、若干の空間を生じさせ、発光
ダイオード１が発光する際に発生する熱により反射シート５が熱膨張した際、この熱膨張
による反射シート５の伸縮を許容し、反射シート５に皺が生じないようになしてある。
【０１４７】
　支持体６は金属板を成形してなり、略矩形をなす平板状の板部６１及び該板部６１の周
縁に連なる枠部６２を有し、板部６１の一面６ａに発光ダイオード基板２を長さ方向及び
幅方向に並べて収容支持してある。
【０１４８】
　板部６１における他面の長さ方向一側部には、発光ダイオード基板２の接続部２２に第
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２コネクタにて接続される電源回路基板が取付けられており、長さ方向他側部には、前記
表示部の駆動及び制御を行う制御回路基板が取付けられている。また、板部６１における
他面の長さ方向中央部には前記表示部の表示面に表示する映像信号を処理する信号処理回
路基板が取付けられている。
【０１４９】
　以上のように構成された光源装置は、開放側が上向となるように支持体６が作業台に載
置され、該支持体６における板部６１の一面６ａに、列方向に隣合う二つの発光ダイオー
ド基板２，２が複数列に並置され、各列の発光ダイオード基板２，２の隣合う一端部に設
けられている接続部２１，２１にコネクタ３が接続され、各列の発光ダイオード基板２の
一面に反射シート５が対向載置される。反射シート５のスリット５２，５２間の偏倚部分
５３がコネクタ３の他面と対向して該コネクタ３を覆い、レンズ４が反射シート５の各貫
通孔５１に嵌まる。
【０１５０】
　この際、各列の隣合う発光ダイオード基板２には、一面に接続部２１，２２があり、接
続部２１に接続されたコネクタ３は一面２ａと重合し、一面２ａからコネクタ３が突出し
ているため、コネクタ３の一面と対向する反射シート５の偏倚部分５３、換言するとコネ
クタ３を覆う部分は、非スリット部５２ｃ，５２ｃ、非スリット部５４ｃ，５４ｃ及び非
スリット部５５ｃ，５５ｃを起点として厚さ方向へ徐々に偏倚する。このように反射シー
ト５のコネクタ３と対向する部分は、スリット５２，５２、第２スリット５４，５４及び
第３スリット５５，５５にて徐々に偏倚するため、発光ダイオード１が発光した光がシー
ト面と直交する方向へ反射する光反射性を高めることができ、輝度の均一化を図ることが
できる。
【０１５１】
　図５２は本発明に係る光源装置を備える表示装置の構成を示す断面図である。この表示
装置は、テレビ画像を表示する表示面を前側に有する表示部７０（Ａ）と、該表示部７０
の後側に配されている光源装置Ａ（Ｂ）と、表示部７０の周縁部及び光源装置Ａの後側を
隠蔽するキャビネット７１（Ｄ）とを備える。
【０１５２】
　表示部７０は、表示面を有する表示パネル７２（Ａ１）と、該表示パネル７２の後側に
配されている光学シート７３（Ｃ）とを有する。表示パネル７２の周縁部は、前保持枠体
７４（Ａ２）と、後保持枠体７５（Ａ３）とにより前後に挾着保持され、パネルモジュー
ルを構成しており、後保持枠体７５が支持体６の周縁部に取付けられている。
【０１５３】
　光学シート７３は、光源としての発光ダイオード１が発光した光を拡散する比較的厚肉
の拡散板と、反射偏光板、プリズムシート、拡散シート等の比較的薄肉の合成樹脂シート
が積層された積層体である。
【０１５４】
　支持体６は板部６１及び該板部６１の周縁に連なる枠部６２を有し、該枠部６２に前記
拡散板の周縁部を支持している。
【０１５５】
　キャビネット７１は、表示部７０の周縁部前側を隠蔽するキャビネット前分体７１ａ（
Ｄ１）と、光源装置Ａの周縁部及び後側を隠蔽する深皿形状のキャビネット後分体７１ｂ
（Ｄ２）とを有し、支持体６の枠部６２に雄螺子により取付けられている。
【０１５６】
実施の形態２－２
　図５３は光源装置が備える反射シートのスリット部の他の構成を示す拡大平面図である
。この光源装置は、反射シート５の二つのスリット５２，５２を略コ字形とする代わりに
、シート面に沿う方向へ離隔する長辺５６ａ，５６ａと、該長辺５６ａ，５６ａの一端か
ら離隔距離が短となる側へ向く二つの短辺５６ｂ，５６ｂとにより略Ｌ字形をなすスリッ
ト５６，５６を設け、該スリット５６，５６を、夫々の長辺５６ａ，５６ａ同士及び短辺
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５６ｂ，５６ｂ同士が略四角形をなすように対向させたものである。スリット５６，５６
は、夫々の両端間の非スリット部５６ｃ，５６ｃが、スリット５６，５６間の偏倚部分５
３に連なり、非スリット部５６ｃ，５６ｃを起点として偏倚部分５３が厚さ方向へ偏倚可
能になっている。
【０１５７】
　前記二つのスリットの間に、夫々が略Ｌ字形をなし、夫々の長辺５７ａ，５７ａ同士及
び短辺５７ｂ，５７ｂ同士が略四角形をなすように対向する二つのスリット５７，５７を
、夫々の角部が前記スリット５６，５６夫々の両端間の非スリット部５６ｃ，５６ｃと対
向するように開設してある。スリット５７，５７は、夫々の両端間の非スリット部５７ｃ
，５７ｃがスリット５６，５６の中央部側に連なり、非スリット部５７ｃ，５７ｃを起点
として偏倚部分５３が厚さ方向へ偏倚可能になっている。
【０１５８】
　この実施の形態にあっては、コネクタ３と対向する反射シート５の偏倚部分５３は、非
スリット部５６ｃ，５６ｃ及び非スリット部５７ｃ，５７ｃを起点として厚さ方向へ徐々
に偏倚する。このように反射シート５のコネクタ３と対向する部分は、スリット５６，５
６及びスリット５７，５７にて徐々に偏倚するため、発光ダイオード１が発光した光がシ
ート面と直交する方向へ反射する光反射性を高めることができ、輝度の均一化を図ること
ができる。
　その他の構成及び作用は実施の形態２－１と同様であるため、同様の部品については同
じ符号を付し、その詳細な説明及び作用効果の説明を省略する。
【０１５９】
実施の形態２－３
　図５４は光源装置が備える反射シートのスリット部の他の構成を示す平面図である。こ
の光源装置は、反射シート５の二つのスリット５２，５２を略コ字形、又はスリット５６
，５６を略Ｌ字形とする代わりに、シート面に沿う方向へ離隔して平行的に対向する対の
スリット５８，５８（Ｂ５６）とし、この対のスリット５８，５８を、複数列に並置され
る発光ダイオード基板２の並置方向（列と直交する方向又は交差する方向）へ離隔して、
対向する方向を交互に異ならせたものである。換言すると、一列の発光ダイオード基板２
に接続されるコネクタ３と対向する部分は列方向に離隔して対向させ、隣の列の発光ダイ
オード基板２に接続されるコネクタ３と対向する部分は列方向と直交する方向に離隔して
対向させ、この異なる方向に対向する対のスリット５８，５８を前記複数列の並置間隔で
交互に配したものである。発光ダイオード基板２の並置方向へ離隔して配される対のスリ
ット５８，５８の対向する方向が同じである場合、対のスリット５８，５８が平行的に並
び、スリット５８，５８の両端間の非スリット部５８ａ，５８ａが同一方向となるため、
反射光の偏倚部での分散性が低下することになるが、対のスリット５８，５８を前記複数
列の並置間隔で交互に配した場合、反射光の偏倚部での分散性を高めることができ、適正
な輝度特性を保つことができる。
【０１６０】
　平行的に対向する二つのスリット５８，５８は、スリット５８，５８の両端間の非スリ
ット部５８ａ，５８ａを起点として厚さ方向へ偏倚する。隣合う二つのスリット５８，５
８は、非スリット部５８ａ，５８ａを直交する方向に配してある。
【０１６１】
　この実施の形態にあっては、複数列に並置される発光ダイオード基板２の並置個数、換
言するとコネクタ３の並置個数が比較的多い場合であっても、夫々のコネクタ３と対向す
る部分の偏倚による傾斜度を小さくすることができ、シート面と直交する方向への光反射
性を高めることができ、適正な輝度特性を保つことができる。
　その他の構成及び作用は実施の形態２－１と同様であるため、同様の部品については同
じ符号を付し、その詳細な説明及び作用効果の説明を省略する。
【０１６２】
実施の形態２－４
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　図５５は光源装置が備える反射シートのスリット部の他の構成を示す平面図である。こ
の光源装置は、離隔して対向するスリットにて偏倚部分５３を形成する代わりに、渦巻形
をなすスリット５９にて偏倚部分５３を形成したものである。
【０１６３】
　スリット５９は、始点から終端に亘って渦巻形をなし、コネクタ３に当接したとき、ス
リット５９の両端間が全体的に徐々に偏倚するように構成してある。
　その他の構成及び作用は実施の形態１と同様であるため、同様の部品については同じ符
号を付し、その詳細な説明及び作用効果の説明を省略する。
【０１６４】
実施の形態２－５
　図５６は光源装置が備える反射シートのスリット部の他の構成を示す平面図である。こ
の光源装置は、円形の渦巻形をなすスリット５９にて偏倚部分５３を形成する代わりに、
略四角形の渦巻形をなすスリット５０にて偏倚部分５３を形成したものである。
【０１６５】
　スリット５０は、始点から終端に亘って略四角形の渦巻形をなし、コネクタ３に当接し
たとき、スリット５０の両端間が全体的に徐々に偏倚するように構成してある。
【０１６６】
　この実施の形態にあっては、複数列に並置される発光ダイオード基板２の並置個数、換
言するとコネクタ３の並置個数が比較的多い場合であっても、スリット５０の離隔距離を
確保してスリット５０の並置個数を増加することができる。
　その他の構成及び作用は実施の形態２－１と同様であるため、同様の部品については同
じ符号を付し、その詳細な説明及び作用効果の説明を省略する。
【０１６７】
実施の形態２－６
　図５７は光源装置が備える反射シートのスリット部の他の構成を示す平面図である。こ
の光源装置は、略コ字形をなす二つのスリット５２，５２の両端が近接するように対向し
ている構成とする代わりに、略コ字形をなす二つのスリット５２，５２の一方をスリット
５２，５２の対向方向と交差する方向へ偏倚させ、夫々のスリット５２，５２の両端部の
短辺５２ｂ，５２ｂを前記対向方向と交差する方向に離隔して対向させたものである。
【０１６８】
　二つのスリット５２，５２の両端部の短辺５２ｂ，５２ｂは、夫々のスリット５２，５
２の二つの角部と対向し、二つのスリット５２，５２の両端と、夫々のスリット５２，５
２の二つの角部との間の非スリット部５２ｃ，５２ｃが、スリット５２，５２間の偏倚部
分５３に連なり、非スリット部５２ｃ，５２ｃを起点として偏倚部分５３が厚さ方向へ偏
倚可能になっている。
【０１６９】
　この実施の形態にあっては、略コ字形をなすスリット５２，５２間に偏倚部分５３があ
り、コネクタ３と対向する反射シート５の偏倚部分５３は、非スリット部５２ｃ，５２ｃ
間の距離を比較的長くすることができ、非スリット部５２ｃ，５２ｃを起点として厚さ方
向へ徐々に偏倚させることができる。このように反射シート５のコネクタ３と対向する部
分は、非スリット部５２ｃ，５２ｃ間の比較的長い距離にて徐々に偏倚するため、発光ダ
イオード１が発光した光がシート面と直交する方向へ反射する光反射性を高めることがで
き、輝度の均一化を図ることができる。
　その他の構成及び作用は実施の形態２－１と同様であるため、同様の部品については同
じ符号を付し、その詳細な説明及び作用効果の説明を省略する。
【０１７０】
　尚、以上説明した実施の形態２－１～２－６では、図４５、図４６に示すように複数列
に並置される発光ダイオード基板２の並置個数に対応した全ての箇所に、スリット５２等
による偏倚部分５３を配したが、その他、偏倚部分５３は図５８、図６０に示すように配
してもよいし、また、図５９に示すように偏倚部分５３をなくし、偏倚部分５３の代わり
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に貫通孔が設けられている構成としてもよい。図５８乃至図６０は反射シートの他の構成
を示す斜視図である。図５８では、複数列に並置される発光ダイオード基板２の並置方向
両端の発光ダイオード基板２に対応した箇所にだけ、スリット５２等による偏倚部分５３
が設けられている。図５９では、複数列に並置される発光ダイオード基板２の並置方向両
端の発光ダイオード基板２に対応した箇所にだけ、コネクタよりも大きい貫通孔５９が設
けられている。図６０では、複数列に並置される発光ダイオード基板２の並置方向両端の
発光ダイオード基板２に対応した箇所に、コネクタよりも大きい貫通孔５９が設けられ、
並置方向両端の発光ダイオード基板２と隣合う発光ダイオード基板２に対応した箇所に、
前記スリット５２等による偏倚部分５３が設けられている。図５８及び図６０の形態にあ
っては、偏倚部分５３内にコネクタが配置されるため、反射シート５の支持体６に対する
位置を決めることができ、反射シート５の位置ずれを防ぐことができる。図５９の形態に
あっては、貫通孔５９内にコネクタが配置されるため、反射シート５の支持体６に対する
位置を決めることができ、反射シート５の位置ずれを防ぐことができる。
【０１７１】
実施の形態３－１
　図６１は表示装置を略示する縦断面図である。
　図において１は液晶を備える矩形の表示パネル（Ａ１）であり、該表示パネル１は、液
晶への印加電圧を制御して光の透過率を調整し、映像を表示するように構成されている。
表示パネル１は、前保持枠体２（Ａ２）と後保持枠体３（Ａ３）とによって、その周縁部
が挟持されており、矩形枠状の前キャビネット４（Ｄ１）に収容されている。該前キャビ
ネット４は前保持枠体２及び後保持枠体３の周囲に配置されている。前キャビネット４は
矩形の開口を備えており、該開口の寸法は表示パネル１に対応した寸法となっている。表
示パネル１の後側には、後述するＬＥＤ９（発光素子）の光を表示パネル１へ向けて集光
する複数の光学シート５（Ｃ）が設けてある。
【０１７２】
　該光学シート５（Ｃ）の後側にはＬＥＤ９（Ｂ１）の光を均一に拡散する拡散板６が設
けてある。該拡散板６は、深皿形の支持板７（Ｂ６）の縁部分にて支持されている。支持
板７（Ｂ６）の前面には複数のＬＥＤ基板８（Ｂ３）が並設してあり、該ＬＥＤ基板８の
後面には、熱伝導性物質、例えば金属材からなる膜状の放熱パターン（図示せず）が形成
してあり、ＬＥＤ９の点灯にてＬＥＤ基板８に発生する熱を放熱パターンから支持板７へ
放熱し、ＬＥＤ基板８の放熱性を高めるように構成されている。
【０１７３】
　該ＬＥＤ基板８の前面には複数のＬＥＤ９、９、・・・、９（Ｂ１）が実装されており
、各ＬＥＤ９、９、・・・、９の前側に、光を拡散させるレンズ１０、１０、・・・、１
０（Ｂ２）がそれぞれ配置してある。該レンズ１０の周縁部にはＬＥＤ基板８側に突出し
た三つの突起１０ａ、１０ａ、１０ａ（Ｂ２２）が周方向に並設してあり、該突起１０ａ
の先端がＬＥＤ基板８の前面に接着剤によって取付けられている。
【０１７４】
　前記支持板７の左右には深皿型の反射シート１１（Ｂ５）を支持する支持台（図示せず
）が各別に設けてある。該反射シート１１の底面には、前記レンズ１０を挿入する複数の
シート孔１１ａ（Ｂ５３）を開設してある。各レンズ１０は前記シート孔１１ａを通って
前側へ突出している。
【０１７５】
　支持板７の後側には深皿形の後キャビネット１２（Ｄ２）が設けてある。該後キャビネ
ット１２の縦及び横寸法と前キャビネット４の縦及び横寸法は略同じであり、後キャビネ
ット１２の縁部分と前キャビネット４の縁部分とは互いに対向する。前キャビネット４及
び後キャビネット１２の縁部分には、図示しない係合凸部及び係合凹部がそれぞれ設けて
あり、該係合凸部及び係合凹部を係合させて、前キャビネット４を後キャビネット１２に
固定している。なお後キャビネット１２には表示パネル１の駆動及び制御を行う制御回路
基板、表示パネル１の表示面に表示する映像信号を処理する信号処理回路基板等の複数の
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回路基板（図示せず）が収容してあり、該回路基板からの出力信号に基づいて、表示パネ
ル１が駆動するようにしてある。
【０１７６】
　図６２は反射シートを設けたＬＥＤ９及びＬＥＤ基板８を略示する正面図、図６３はリ
ベットを略示する図６２のI －I 線の断面図である。
　ＬＥＤ基板８（Ｂ３）には、ＬＥＤ基板８の長手方向に沿って複数の基板孔８ａ（Ｂ３
３，Ｂ３４）が等間隔に並設してある。前記支持板７（Ｂ６）には、図６３に示すように
、前記基板孔８ａに対応する位置に複数の貫通孔７ａ（Ｂ６４）が開設してある。該貫通
孔７ａの直径は基板孔８ａの直径と略等しい。反射シート１１（Ｂ５）には、基板孔８ａ
に対応する位置に挿通孔１１ｂ（Ｂ５４）が開設してあり、該挿通孔１１ｂは基板孔８ａ
よりも大きな直径を有する。
【０１７７】
　図６２に示すように、合成樹脂製のリベット２０（Ｂ７）、位置決めリベット３０及び
支持リベット４０（Ｂ８）が前記レンズ同士の間にそれぞれ設けてある。
　基板孔８ａ及び貫通孔７ａには、合成樹脂製のリベット２０に代えて、例えば金属でも
可能であるが、炭素材からなるリベット２０が挿入され、該リベット２０によってＬＥＤ
基板８が支持板７に固定される構成としてもよい。合成樹脂製のリベット２０は受けリベ
ット２２（Ｂ７１）と、挿入リベット２１（Ｂ７２）とを備える。
【０１７８】
　受けリベット２２は、前記基板孔８ａの直径よりも大きな直径の環状をなす掛止部２２
ａ（Ｂ７１ａ）を備えており、該掛止部２２ａの外周部分が、基板孔８ａの外側であって
挿通孔１１ｂの内側において、基板孔８ａの縁部分に掛止している。掛止部２２ａの内周
部分には、複数の弾性部２２ｂが周方向に並設されている。該弾性部２２ｂは掛止部２２
ａの軸方向に沿って突出し、基板孔８ａ及び貫通孔７ａに挿通している。弾性部２２ｂの
軸方向の寸法は、基板孔８ａ及び貫通孔７ａの軸方向の寸法よりも大きく、弾性部２２ｂ
の突出端部は貫通孔７ａから軸方向に延出している。
　弾性部２２ｂの突出端部には、掛止部２２ａの径方向内側に延出した当接部２２ｃが弾
性部２２ｂと一体に設けてあり、該当接部２２ｃ、２２ｃ間には隙間（Ｂ７１ｂ）が設け
てある。
【０１７９】
　当接部２２ｃの内側には後述する脚部２１ｂが当接しており、該脚部２１ｂの当接によ
って弾性部２２ｂは外側に湾曲して、弾性部２２ｂが貫通孔７ａの縁部分に接触している
。そのため、掛止部２２ａと弾性部２２ｂとの間でＬＥＤ基板８及び支持板７が前後に挟
持されている。
【０１８０】
　前記挿入リベット２１は、前記挿通孔１１ｂよりも大径の頭部２１ａ（Ｂ７２ａ）を備
えており、該頭部２１ａの中心部には頭部２１ａに直角な円柱形の脚部２１ｂが設けてあ
る。該脚部２１ｂの先端部分には、先端に向かうに従って脚部２１ｂの径が小さくなるよ
うにテーパ２１ｂａが形成してある。頭部２１ａ付近の脚部２１ｂの直径は、前記掛止部
２２ａの内径と略同寸であり、脚部２１ｂを挿入していない場合における前記当接部２２
ｃ間の寸法よりも大きくなっている。なお頭部２１ａの縁部分は脚部２１ｂ側に延出して
おり、頭部２１ａの縁部分の延出幅は前記掛止部２２ａの軸方向の寸法、すなわち掛止部
２２ａの厚さ寸法よりも小さい。
【０１８１】
　挿入リベット２１の脚部２１ｂが掛止部２２ａに挿入してあり、脚部２１ｂの先端部分
は当接部２２ｃ間の隙間に差し込まれている。脚部２１ｂの先端部分にはテーパ２１ｂａ
が形成してあり、脚部２１ｂの挿入によって前記隙間は押し広げられている。弾性部２２
ｂは外側へ湾曲し、貫通孔７ａの縁部分に当接している。
【０１８２】
　頭部２１ａは掛止部２２ａに当接しており、頭部２１ａと反射シート１１とは接触しな
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い。脚部２１ｂ側に延出した頭部２１ａの縁部分と反射シート１１との間には僅かな隙間
が設けてあり、ＬＥＤ９が発光する光にて反射シート１１が熱膨張した際、この熱膨張に
よる反射シート１１の伸縮を許容し、反射シート１１に皺が生じないようになしてある。
頭部２１ａの縁部分によって反射シート１１は保持され、該反射シート１１が厚さ方向へ
偏倚するのを抑制してある。弾性部２２ｂと掛止部２２ａとによって、支持板７とＬＥＤ
基板８とを適当な圧力で挟持し、ＬＥＤ基板８と支持板７とを密着させる。
【０１８３】
　次に前記位置決めリベット３０について説明する。図６４は位置決めリベット３０を略
示する図６２のII－II線の断面図である。前記支持板７及びＬＥＤ基板８の適所に位置決
め孔７ｂ、８ｂ（Ｂ６０，Ｂ３５）がそれぞれ開設してあり、各位置決め孔は貫通孔７ａ
及び基板孔８ａにそれぞれ隣り合う。各位置決め孔は、支持板７及びＬＥＤ基板８にて同
軸的に配してある。
【０１８４】
　図６２に示すように、前記反射シート１１に円の一部分が外側に延出した鍵穴状の挿通
孔１１ｃ（Ｂ５７）が開設してあり、貫通孔７ａ及び基板孔８ａは挿通孔１１ｃの円部分
に位置している。位置決め孔７ｂ、８ｂは挿通孔１１ｃの延出した部分に位置している。
挿通孔１１ｃの延出した部分の幅寸法は位置決め孔７ｂ、８ｂよりも若干大きい。前記貫
通孔７ａ及び基板孔８ａ並びに位置決め孔７ｂ、８ｂに位置決めリベット３０（Ｂ７，Ｂ
７３）が挿入してある。
【０１８５】
　位置決めリベット３０は、受けリベット２２（Ｂ７１）と、挿入リベット３１（Ｂ７２
）とを備える。なお位置決めリベット３０の受けリベット２２は、前述したリベット２１
の受けリベットと同様な構成であり、同じ参照符号を付しその詳細な説明を省略する。
【０１８６】
　挿入リベット３１は前記挿通孔１１ｃよりも大径の頭部３１ａ（Ｂ７２ａ）を備えてお
り、該頭部３１ａは楕円形をなす。頭部３１ａの一端部には頭部３１ａに直角な円柱形の
脚部３１ｂが設けてある。該脚部３１ｂの先端部分には、先端に向かうに従って脚部３１
ｂの径が小さくなるようにテーパ３１ｂａが形成してある。頭部３１ａ付近の脚部３１ｂ
の直径は、前記掛止部２２ａの内径と略同寸であり、脚部３１ｂを挿入していない場合に
おける前記当接部２２ｃ間の寸法よりも大きくなっている。頭部３１ａの他端部には頭部
３１ａに直角な円柱形の位置決め部３１ｃ（Ｂ７３）が設けてある。該位置決め部３１ｃ
の直径は位置決め孔７ｂ、８ｂの直径よりも若干小さい。位置決め部３１ｃと脚部３１ｂ
との間の寸法は、貫通孔７ａ及び基板孔８ａと位置決め孔７ｂ、８ｂとの間の寸法と略同
じである。なお頭部３１ａの縁部分は脚部３１ｂ側に延出しており、頭部３１ａの縁部分
の延出幅は前記掛止部２２ａの軸方向の寸法、すなわち掛止部２２ａの厚さ寸法よりも小
さい。
【０１８７】
　前記位置決め部３１ｃは位置決め孔７ｂ、８ｂに挿入してあり、反射シートが挿通孔１
１ｃの延出した部分の幅方向に移動した場合に、位置決め部３１ｃと挿通孔１１ｃの延出
した部分の縁とが当接するので、反射シートが位置決めされる。
【０１８８】
　挿入リベット３１の脚部３１ｂは掛止部２２ａに挿入してあり、脚部３１ｂの先端部分
は当接部２２ｃ間の隙間に差し込まれている。脚部３１ｂの先端部分にはテーパ３１ｂａ
が形成してあり、脚部３１ｂの挿入によって前記隙間は押し広げられている。弾性部２２
ｂは外側へ湾曲し、貫通孔７ａの縁部分に当接している。
【０１８９】
　頭部３１ａは掛止部２２ａに当接しており、頭部３１ａと反射シート１１とは接触せず
、頭部３１ａと反射シート１１との間には僅かな隙間が設けられ、ＬＥＤ９が発光する光
にて反射シート１１が熱膨張した際、この熱膨張による反射シート１１の伸縮を許容し、
反射シート１１に皺が生じないようになしてある。頭部３１ａの縁部分によって反射シー
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ト１１は押さえられている。弾性部２２ｂと掛止部２２ａとによって、支持板７とＬＥＤ
基板８とを適当な圧力で挟持し、ＬＥＤ基板８と支持板７とを密着させる。
【０１９０】
　次に支持リベット４０について説明する。図６５は支持リベット４０を略示する図６２
のIII －III 線の断面図である。
　支持リベット４０（Ｂ８）は、受けリベット２２（Ｂ８１）と、挿入リベット４１（Ｂ
８２）とを備える。なお支持リベット４０の受けリベット２２は、前述したリベット２１
又は位置決めリベットの受けリベットと同様な構成であり、同じ参照符号を付しその詳細
な説明を省略する。図６２に示すように、反射シート１１には基板孔８ａ（Ｂ６５）に対
応する位置に挿通孔１１ｄ（Ｂ５５）が開設してあり、該挿通孔１１ｄは基板孔８ａ（Ｂ
６５）よりも大きな直径を有する。
【０１９１】
　挿入リベット４１は挿通孔１１ｄよりも大径の頭部４１ａ（Ｂ８２ａ）を備えており、
該頭部４１ａの中心部には頭部４１ａに直角な円柱形の脚部４１ｂが設けてある。該脚部
４１ｂの先端部分には、先端に向かうに従って脚部４１ｂの径が小さくなるようにテーパ
４１ｂａが形成してある。頭部４１ａ付近の脚部４１ｂの直径は、前記掛止部２２ａの内
径と略同寸であり、脚部４１ｂを挿入していない場合における前記当接部２２ｃ間の寸法
よりも大きくなっている。なお頭部４１ａの縁部分は脚部４１ｂ側に延出しており、頭部
４１ａの縁部分の延出幅は前記掛止部２２ａの軸方向の寸法、すなわち掛止部２２ａの厚
さ寸法よりも小さい。
【０１９２】
　頭部４１ａの掛止部２２ａと反対側の中心部から、先端を曲面状に形成した円錐状の支
持部４１ｃ（Ｂ８３）が軸方向に延出している。該支持部４１ｃは前記拡散板６を支持し
ている。
【０１９３】
　挿入リベット４１の脚部４１ｂは掛止部２２ａに挿入してあり、脚部４１ｂの先端部分
は当接部２２ｃ間の隙間に差し込まれている。脚部４１ｂの先端部分にはテーパ４１ｂａ
が形成してあり、脚部４１ｂの挿入によって前記隙間は徐々に押し広げられる。弾性部２
２ｂは外側へ湾曲し、貫通孔７ａの縁部分に当接している。
【０１９４】
　頭部４１ａは掛止部２２ａに当接しており、頭部４１ａと反射シート１１とは接触せず
、頭部４１ａと反射シート１１との間には僅かな隙間が設けられ、ＬＥＤ９が発光する光
にて反射シート１１が熱膨張した際、この熱膨張による反射シート１１の伸縮を許容し、
反射シート１１に皺が生じないようになしてある。頭部４１ａの縁部分によって反射シー
ト１１は押さえられている。弾性部２２ｂと掛止部２２ａとによって、支持板７とＬＥＤ
基板８とを適当な圧力で挟持し、ＬＥＤ基板８と支持板７とを密着させる。
【０１９５】
　実施の形態３－１に係る表示装置にあっては、リベット２０、位置決めリベット３０及
び支持リベット４０の頭部とＬＥＤ基板８の一面との間に反射シート１１を配置し、頭部
と前記反射シート１１との間に隙間を設けるので、急激な熱変化が起こった場合には、頭
部と前記反射シート１１との間で反射シート１１は伸縮し、反射シート１１に皺が発生す
ることを防止することができる。
【０１９６】
　またリベット２０、位置決めリベット３０及び支持リベット４０の頭部を掛止部２２ａ
に当接させることによって、頭部の縁部分と反射シート１１との間に僅かな隙間を設けた
状態で反射シート１１を保持し、反射シート１１に皺が発生することを防止することがで
きる。また基板孔８ａの縁部分に前記掛止部２２ａを掛止させた状態で弾性部２２ｂを基
板孔８ａ及び貫通孔７ａに挿入し、リベット２０、位置決めリベット３０又は支持リベッ
ト４０の脚部を掛止部２２ａに挿入して当接部２２ｃに当接させる。このとき弾性部２２
ｂは弾性変形によって径方向外向きに湾曲し、湾曲した弾性部２２ｂは貫通孔７ａの縁部
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分に接触するので、掛止部２２ａと弾性部２２ｂとによってＬＥＤ基板８及び支持板７が
挟持される。
【０１９７】
　また位置決め部３１ｃを前記位置決め孔７ｂ、８ｂに挿入することによって、反射シー
ト１１が回動した場合に反射シート１１は位置決め部３１ｃに当接し、反射シート１１の
回動が妨げられる。そのため反射シート１１を確実に位置決めすることができる。
【０１９８】
　また支持リベット４０は、反射シート１１を保持すると共に支持部４１ｃによって拡散
板６を支持するので、拡散板６の湾曲を防ぐと共に部品点数を削減することができる。
【０１９９】
　なお実施の形態３－１に係る表示装置は、支持板７及びＬＥＤ基板８にそれぞれ位置決
め孔７ｂ、８ｂを開設しているが、ＬＥＤ基板８にのみ位置決め孔８ｂを開設しても良い
。この場合、位置決め部３１ｃの軸方向の寸法を位置決め孔８ｂの軸方向の寸法に対応さ
せることは言うまでもない。また実施の形態に係る表示装置は発光素子としてＬＥＤ９を
使用しているが、ＬＤ(Laser Diode)などを使用しても良い。また支持部４１ｃを挿入リ
ベット２１、３１の頭部３１ａ、４１ａに更に設けても良い。
【０２００】
実施の形態３－２
　図６６Ａ、図６６ＢはＬＥＤ基板８を支持板７に固定する部分の他の構成を示す拡大断
面図である。図６６Ａは受けリベット２２（Ｂ７１）及び挿入リベット２１（Ｂ７２）を
有するリベット２０（Ｂ７）に代えて、単一のリベット５０（Ｂ７）にてＬＥＤ基板８（
Ｂ３）を支持板７（Ｂ６）に固定する構成としたものであり、図６６Ｂはリベットに代え
て、雄螺子６０（Ｂ７）にてＬＥＤ基板８を支持板７に固定する構成としたものである。
【０２０１】
　図６６Ａのリベット５０（Ｂ７）は、挿通孔１１ｂよりも大径の頭部５０ａ（Ｂ７２ａ
）と、該頭部５０ａの中心部に連なり、基板孔８ａ（Ｂ３３ａ，Ｂ３４ａ）よりも大径の
段部５０ｂと、該段部５０ｂの中心部に連なり、貫通孔７ａ（Ｂ６４）に挿入される複数
の脚部５０ｃとを有し、該脚部５０ｃの先端に、貫通孔７ａの孔縁部に係止される爪部５
０ｄが設けられている。
【０２０２】
　この構成にあっては、脚部５０ｃを挿通孔１１ｂから基板孔８ａ、貫通孔７ａに挿入す
ることにより爪部５０ｄが貫通孔７ａの孔縁部に係止され、段部５０ｂが基板孔８ａの孔
縁部に当接し、ＬＥＤ基板８を支持板７に固定することができる。頭部５０ａの縁部分と
反射シート１１との間には僅かな隙間が設けられ、ＬＥＤ９が発光する光にて反射シート
１１が熱膨張した際、この熱膨張による反射シート１１の伸縮が許容され、反射シート１
１に皺が生じない。
【０２０３】
　図６６Ｂの雄螺子６０（Ｂ７）は、挿通孔１１ｂよりも大径の頭部６０ａ（Ｂ７２ａ）
と、該頭部６０ａの中心部に連なり、基板孔８ａ（Ｂ３３ａ，Ｂ３４ａ）よりも大径の段
部６０ｂと、該段部６０ｂの中心部に連なり、貫通孔７ａ（Ｂ６４）よりも大径の段部６
０ｃと、該段部６０ｃの中心部に連なり、貫通孔７ａに螺入される螺子軸部６０ｄとを有
する。
【０２０４】
　この構成にあっては、雄螺子６０の螺子軸部６０ｄ側を挿通孔１１ｂから基板孔８ａに
挿入し、螺子軸部６０ｄを貫通孔７ａに螺入することにより段部６０ｃが貫通孔７ａの孔
縁部に当接し、雄螺子６０を支持板７に固定することができるとともに、段部６０ｂが基
板孔８ａの孔縁部に当接し、ＬＥＤ基板８を支持板７に固定することができる。頭部６０
ａの縁部分と反射シート１１との間には僅かな隙間が設けられ、ＬＥＤ９が発光する光に
て反射シート１１が熱膨張した際、この熱膨張による反射シート１１の伸縮が許容され、
反射シート１１に皺が生じない。
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【０２０５】
実施の形態４
　図６７は本発明に係る光源装置の構造の主要部を示す断面図、図６８は同光源装置の一
部の平面図、図６９は同光源装置の一部を分解した平面図、図７０は同光源装置の一部部
材の平面図、図７１及び図７２は同光源装置の一部を拡大した平面図、図７３及び図７４
はレンズが取付けられている発光ダイオード基板の構成を示す斜視図、図７５は固定具の
一例を示す断面図である。
【０２０６】
　光源装置は、複数の発光ダイオード１（Ｂ１）を一面２ａに実装してあり、離隔して並
置される複数の発光ダイオード基板２（Ｂ３）と、該発光ダイオード基板２の一面２ａに
取付けられて各発光ダイオード１の頂部と対向し、該発光ダイオード１が発光した光を拡
散させる複数のレンズ３（Ｂ２）と、該レンズ３が内部に配される貫通孔４１（Ｂ５３）
を有し、発光ダイオード基板２の一面２ａに載置されて発光ダイオード１が発光した光を
反射させる反射シート４（Ｂ５）と、隣り合う発光ダイオード基板２，２同士を接続して
ある複数のコネクタ５（Ｂ４）と、発光ダイオード基板２の他面２ｂ側に位置し、複数の
発光ダイオード基板２を支持する支持体６（Ｂ６）とを備える。
【０２０７】
　発光ダイオード基板２（Ｂ３）は一面２ａに回路部を有し、幅に対する長さの比が大き
い矩形状（短冊状）をなす。発光ダイオード基板２夫々の一面２ａには複数の発光ダイオ
ード１が長手方向に略同一間隔で離隔して実装してある。発光ダイオード基板２は一面２
ａ側のみに導電部を有する片面基板である。複数の矩形状の発光ダイオード基板２が長手
方向を同一方向に揃え、長手方向及び幅方向に離隔し、略矩形をなす支持体６の一面６ａ
に並置されている。
【０２０８】
　図６９には、発光ダイオード１が６個実装された発光ダイオード基板２を中央に配し、
その両側に発光ダイオード１が５個実装された発光ダイオード基板２を配して一列状に接
続された３枚の発光ダイオード基板２を幅方向に発光ダイオード基板２上の発光ダイオー
ド１の実装間隔と略同一の間隔で８列並置した例を示す。一列状に配置された発光ダイオ
ード基板２の列と直交する方向に並ぶ各発光ダイオード基板２は長手方向の寸法が略同一
である。そして、全ての発光ダイオード基板２上の発光ダイオード１を２次元に略同一の
間隔で配置してある。
【０２０９】
　発光ダイオード基板２の一面２ａの長手方向の両端部には接続部２１，２２（Ｂ３１，
Ｂ３２）が設けてある。一列状に並置される３枚の発光ダイオード基板２は、隣り合う発
光ダイオード基板２の接続部２１，２１同士がコネクタ５（Ｂ４）にて接続されている。
また後述のように、列の一方の端に位置する発光ダイオード基板２の接続部２２が電源回
路基板にコネクタ（Ｂ４１）にて接続され、列の他方の端に位置する発光ダイオード基板
２の接続部２２にショートコネクタが接続されている。
【０２１０】
　レンズ３（Ｂ２）は、発光ダイオード１の頂部と離隔して対向し、該発光ダイオード１
が発光した光を四方に拡散させるための半球状凹部を有する透光部３１（Ｂ２１）と、該
透光部３１の一面２ａと対向する面から発光ダイオード基板２へ向けて突出し、発光ダイ
オード基板２に対するレンズ３の位置を決める三つの位置決め突起３２（Ｂ２２）とを有
し、該位置決め突起３２の先端が一面２ａに接着剤にて取付けられている。透光部３１は
、反射シート４の貫通孔４１よりも若干小形に形成されている。
【０２１１】
　反射シート４（Ｂ５）は、高反射性を有し、支持体６に対応して略矩形をなす一枚の合
成樹脂シートからなり、レンズ３夫々に対応する箇所に、透光部３１よりも若干大径の丸
形をなし、碁盤目状に配した貫通孔４１（Ｂ５３）が開設され、コネクタ５に対応する箇
所に、略矩形をなし、コネクタ５が挿通可能な第２貫通孔４２が開設されている。
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【０２１２】
　矩形状の発光ダイオード基板２の長手方向の一端部及び他端部に、発光ダイオード基板
２を支持体６に支持させるためのリベット８（Ｂ７）を挿通させる２個の挿通孔２ｃ、２
ｄ（Ｂ３３，Ｂ３４）が開設してある。各挿通孔２ｃ、２ｄは隣り合う２つのレンズ３の
間に位置している。２個の挿通孔２ｃ、２ｄの一方の挿通孔２ｃ（Ｂ３３）の基板長手方
向の寸法は他方の挿通孔２ｄ（Ｂ３４）の寸法より小さい。具体的には、一方の挿通孔２
ｃは丸孔であり、他方の挿通孔２ｄは基板長手方向に長い長円形状をなす。一列状に並置
された発光ダイオード基板２が接続される端部では寸法が小さい挿通孔２ｃと寸法が大き
い挿通孔２ｄとが隣り合うように、各発光ダイオード基板２を配置している。
【０２１３】
　一列状に並置された発光ダイオード基板２の列と直交する方向で隣り合う８枚の発光ダ
イオード基板２では、一端部側の８個の挿通孔２ｃが千鳥状に位置し、他端部側の８個の
挿通孔２ｄが千鳥状に位置している。具体的には、一端部側の挿通孔２ｃは一端部側に位
置する２つのレンズ３の一方に寄った位置と他方に寄った位置とに交互に位置し、同等に
、他端部側の挿通孔２ｄは他端部側に位置する２つのレンズ３の一方に寄った位置と他方
に寄った位置とに交互に位置し、挿通孔２ｃ及び挿通孔２ｄに挿通して発光ダイオード基
板２の両端部を支持体６に固定するためのリベット８が千鳥状に配置され、リベット８に
よる輝度の低下の影響が分散され、照明光の輝度むらが抑制されるように構成されている
。
【０２１４】
　支持体６は金属板を成形してなり、略矩形をなす平板状の板部６１（Ｂ６１）及び該板
部６１の周縁に連なる枠部６２（Ｂ６２）を有し、板部６１の一面６ａに発光ダイオード
基板２を長手方向及び幅方向に並べて収容支持してある。支持体６の板部６１には発光ダ
イオード基板２の各挿通孔２ｃ、２ｄの位置に対応して貫通孔６１ａ（Ｂ６４）が設けて
ある。
【０２１５】
　リベット８（Ｂ７）は、図７５に示すように、挿通孔２ｃ、２ｄ及び貫通孔６１ａに挿
通可能な外径ｇ１を有し、一方端に挿通孔２ｃ、２ｄ及び貫通孔６１ａに貫通不可能なフ
ランジ部８１ａ（Ｂ７１ａ）を設け、他方端の内径ｇ３が一方端の内径ｇ２より小である
筒部材８１（Ｂ７１）と、該筒部材８１の一方端に挿入可能であり、他方端の内径ｇ３よ
り大径の軸部８２ａと挿通孔２ｃ、２ｄ及び貫通孔６１ａに貫通不可能な頭部８２ｂ（Ｂ
７２ａ）とを有する軸部材８２（Ｂ７２）とを備えている。筒部材８１及び軸部材８２は
合成樹脂材料で作製される。
【０２１６】
　反射シート４には、リベット８に対応する箇所に、リベット８が挿通できるように軸部
材８２の頭部８２ｂの直径よりも大径で、貫通孔４１に連なる長孔状の第３貫通孔４３（
Ｂ５４）が開設されている。発光ダイオード基板２の列と直交する方向で隣り合う第３貫
通孔４３は千鳥状に位置し、両側の貫通孔４１のうちの一方に連なる長孔と他方に連なる
長孔とに交互に形状が変更されている。
【０２１７】
　以上より、発光ダイオード基板２の各挿通孔２ｃ、２ｄ及び反射シート４の第３貫通孔
４３に挿通されたリベット８は、発光ダイオード基板２の列と直交する方向で隣り合う８
枚の発光ダイオード基板２の一端部側の８個のリベット８が千鳥状に位置し、他端部側の
８個のリベット８が千鳥状に位置しており、リベット８による輝度の低下の影響が分散さ
れ、照明光の輝度むらが抑制される。
【０２１８】
　次にリベット８を用いて、一列状に接続された３枚の発光ダイオード基板２を支持体６
に支持させる手順を説明する。先ず、支持体６の各貫通孔６１ａに各発光ダイオード基板
２の挿通孔２ｃ、２ｄを位置合わせした後、筒部材８１を各発光ダイオード基板２の一面
２ａ側から寸法が小さい挿通孔２ｃと貫通孔６１ａとに挿通させ、フランジ部８１ａを発
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光ダイオード基板２の一面２ａに当接させる。次に、軸部材８２の軸部８２ａを頭部８２
ｂが筒部材８１のフランジ部８１ａに当接するまで挿入すると、筒部材８１の先端部が軸
部材８２の軸部８２ａによって外側に押し広げられる。外側に押し広げられた筒部材８１
の先端部は軸部材８２の軸部８２ａを内側に押圧して保持するとともに、拡径した筒部材
８１の先端部は支持体６の貫通孔６１ａを挿通できないので、各発光ダイオード基板２は
リベット８によって支持体６に固定される。
【０２１９】
　上記のように寸法が小さい挿通孔２ｃについてリベット８を装着した後、寸法が大きい
挿通孔２ｄについても同様にリベット８を装着して、各発光ダイオード基板２をリベット
８によって支持体６に固定させる。この際に、コネクタ５による隣り合う発光ダイオード
基板２間の接続時に両基板の位置が基板幅方向に適正位置からずれた場合、支持体６の貫
通孔６１ａは挿通孔２ｄの中央に位置しないが、挿通孔２ｄの基板幅方向の寸法を大きく
してあるので、貫通孔６１ａが挿通孔２ｄの範囲から外れることはなく、リベット８を挿
通孔２ｄと貫通孔６１ａとに挿通させて装着することができる。
【０２２０】
　全ての発光ダイオード基板２の挿通孔２ｃ、２ｄにリベット８を装着した後、貫通孔４
１にレンズ３が挿通し、第２貫通孔４２にコネクタ５が挿通し、第３貫通孔４３に各リベ
ット８を挿通する状態で反射シート４を発光ダイオード基板２に対向させて載置する。
【０２２１】
　図７６は本発明に係る光源装置を備える表示装置の構成を示す断面図である。該表示装
置は、前側に表示面７２ａを有し、略直方体をなす表示部７０（Ａ）と、該表示部７０の
後側に配されている光源装置Ａ（Ｂ）と、表示部７０の周縁部及び光源装置Ａの後側を隠
蔽するキャビネット７１（Ｄ）とを備える。
【０２２２】
　表示部７０は、表示面７２ａを有する表示パネル７２（Ａ１）と、該表示パネル７２の
後側に配されている光学シート７３（Ｃ）とを有する。表示パネル７２の周縁部は、前保
持枠体７４（Ａ２）と、後保持枠体７５（Ａ３）とにより前後に挾着保持され、パネルモ
ジュールを構成しており、後保持枠体７５が支持体６の周縁部に取付けられている。
【０２２３】
　光学シート７３は、光源としての発光ダイオード１が発光した光を拡散する比較的厚肉
の拡散板と、反射偏光板、プリズムシート、拡散シート等の比較的薄肉の合成樹脂シート
が積層された積層体である。光学シート７３の周縁部が支持体６の枠部６２と後保持枠体
７５とによって挾着保持されている。
【０２２４】
　キャビネット７１は、表示部７０の周縁部前側を隠蔽するキャビネット前分体７１ａ（
Ｄ１）と、光源装置Ａの周縁部及び後側を隠蔽する深皿形状のキャビネット後分体７１ｂ
（Ｄ２）とを有し、支持体６の枠部６２に雄螺子により取付けられている。
【０２２５】
　尚、図示は省略するが、板部６１の他面６ｂには、発光ダイオード基板２の接続用電極
部２２に第２コネクタにて接続される電源回路基板、前記表示部の駆動及び制御を行う制
御回路基板、前記表示部の表示面に表示する映像信号を処理する信号処理回路基板等の複
数の回路基板が取付けられている。
【０２２６】
　複数の固定具（リベット８）を千鳥状に配置する具体的な構成は前述の実施の形態４に
限定されない。図７７は本発明の別の実施形態に係る光源装置の一部の平面図である。こ
の別の実施形態では、千鳥配置されるリベット８（Ｂ７）の発光ダイオード基板２の長手
方向での離間距離Ｌを前述の実施の形態より小さくしてあり、リベット８が挿通する反射
シート４の第３貫通孔４３（Ｂ５４）は貫通孔４１（Ｂ５３）から分離した丸孔である。
【０２２７】
　前述の実施の形態４では、矩形状の発光ダイオード基板２の長手方向の両端部にリベッ
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ト８を挿通させる２個の挿通孔２ｃ、２ｄを設けたが、発光ダイオード基板２の長手方向
の両端部及び両端部より内側箇所に夫々挿通孔を設け、発光ダイオード基板２の列と直交
する方向で隣り合う各挿通孔が千鳥状に位置するように構成してもよい。
【０２２８】
　前述の実施の形態４では、矩形状の発光ダイオード基板２を長手方向に一列状に複数枚
並置したものを幅方向に複数列並置したが、発光ダイオード基板の構成は前述の実施の形
態４に限定されない。図７８は本発明の第２の別の実施形態に係る光源装置の一部を分解
した平面図、図７９は同第２の別の実施形態に係る光源装置の一部部材の平面図である。
この別の実施形態では、矩形状の発光ダイオード基板２Ａ（Ｂ３）が前述の実施の形態の
発光ダイオード基板２より長尺であり、該発光ダイオード基板２Ａを基板幅方向に発光ダ
イオード基板２Ａ上の発光ダイオード１の実装間隔と略同一の間隔で８枚並置している。
各発光ダイオード基板２Ａの長手方向の両端部に前記接続部２２（Ｂ３２）が設けられ、
前記コネクタ５の接続部２１（Ｂ３１）は設けていない。
【０２２９】
　各発光ダイオード基板２Ａの長手方向の６箇所に、前記リベット８を挿通させる６個の
挿通孔２ｅ１～２ｅ６が開設してある。発光ダイオード基板２Ａの長手方向の一端部の挿
通孔２ｅ１は前述の実施の形態の挿通孔２ｃと同様の丸孔であり、他の５個の挿通孔２ｅ
２～２ｅ６は前述の実施の形態の挿通孔２ｄと同様の長孔である。発光ダイオード基板２
Ａの並置方向で隣り合う８枚の発光ダイオード基板２Ａは、６箇所の夫々の位置の各挿通
孔２ｅ１～２ｅ６が千鳥状に位置している。即ち、並置された８枚の発光ダイオード基板
２Ａの一端部の８個の挿通孔２ｅ１が千鳥状に位置し、同様に、他の位置の８個の挿通孔
２ｅ２、８個の挿通孔２ｅ３、８個の挿通孔２ｅ４、８個の挿通孔２ｅ５、８個の挿通孔
２ｅ６が夫々千鳥状に位置している。反射シート４Ａには、各挿通孔２ｅ１～２ｅ６の位
置に対応して第３挿通孔４３を設けてあり、前記コネクタ５に対応する第２挿通孔４２は
設けていない。
【０２３０】
　前述の実施の形態４では、固定具を筒部材８１と軸部材８２との２つの部材からなるリ
ベット８にて構成したが、固定具は単一の部材からなるリベットでもよく、また、リベッ
ト以外に、ビス、ボルトナット等で構成してもよい。
　また、前述の実施の形態４では、リベット８の頭部８２ｂの直径よりも大径の第３貫通
孔４３を設け、該第３貫通孔４３内に頭部８２ｂを配し、熱膨張により反射シート４の伸
縮を許容することができるように構成したが、その他、頭部８２ｂの直径を第３貫通孔４
３よりも大径とし、該頭部８２ｂの外周部を反射シート４の第３貫通孔４３周りと厚さ方
向に離隔して対向させ、頭部８２ｂにて反射シート４が発光ダイオード基板２と離隔する
方向へ偏倚するのを防ぐことができるように構成してもよい。
【０２３１】
　前述の実施の形態４では、本発明に係る光源装置を液晶表示装置の表示パネルの照明用
に適用したが、液晶表示装置以外の他発光型の表示装置の表示パネルの照明用に適用する
ことができる。
【０２３２】
実施の形態５－１
　図８０は表示装置を略示する縦断面図である。
　図において１は液晶を備える矩形の表示パネル（Ａ１）であり、該表示パネル１は、液
晶への印加電圧を制御して光の透過率を調整し、映像を表示するように構成されている。
表示パネル１は、前保持枠体２（Ａ２）と後保持枠体３（Ａ３）とによって、その周縁部
が挟持されており、矩形枠状の前キャビネット４（Ｄ１）に収容されている。該前キャビ
ネット４は前保持枠体２及び後保持枠体３の周囲に配置されている。前キャビネット４は
矩形の開口を備えており、該開口の寸法は表示パネル１に対応した寸法となっている。表
示パネル１の後側には、後述する発光ダイオード９（発光素子）の光を表示パネル１へ向
けて集光する複数の光学シート５（Ｃ）が設けてある。
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【０２３３】
　該光学シート５の後側には発光ダイオード９（Ｂ１）の光を均一に拡散する拡散板６が
設けてある。該拡散板６は、深皿形の支持板７（Ｂ６）の縁部分にて支持されている。支
持板７の前面には複数の基板８（Ｂ３）が並設してあり、該基板８の後面には、熱伝導性
物質、例えば金属からなる膜状の放熱パターン（図示せず）が形成してある。
【０２３４】
　該基板８の前面には複数の発光ダイオード９、９、・・・、９が実装されている。発光
ダイオード９は基板８の前面に固着してある平板部９ａと、該平板部から前方に突出した
紡錘部９ｂとを備えている。各発光ダイオード９、９、・・・、９の前側に、光を拡散さ
せるレンズ１０、１０、・・・、１０（Ａ２）がそれぞれ配置してある。該レンズ１０は
前方に突出した肉厚の曲面状に形成されており、レンズ１０の後面中央部には紡錘部９ｂ
の形状に対応した凹部１０ａが形成してある。紡錘部９ｂは凹部１０ａの内側に収まって
いる。レンズ１０の周縁部には基板８側に突出した三つの突起１０ｂ、１０ｂ、１０ｂ（
Ｂ２２）が周方向に並設してあり、該突起１０ｂの先端が基板８の前面に接着剤によって
取付けられている。
【０２３５】
　前記支持板７の左右には深皿型の反射シート１１（Ｂ５）を支持する支持台（図示せず
）が各別に設けてある。該反射シート１１の底面には、前記レンズ１０を挿入する複数の
シート孔１１ａ（Ｂ５３）を開設してある。各レンズ１０は前記シート孔１１ａを通って
前側へ突出している。
【０２３６】
　支持板７の後側には深皿形の後キャビネット１２（Ｄ２）が設けてある。該後キャビネ
ット１２の縦及び横寸法と前キャビネット４（１）の縦及び横寸法は略同じであり、後キ
ャビネット１２の縁部分と前キャビネット４の縁部分とは互いに対向する。前キャビネッ
ト４及び後キャビネット１２の縁部分には、図示しない係合凸部及び係合凹部がそれぞれ
設けてあり、該係合凸部及び係合凹部を係合させて、前キャビネット４を後キャビネット
１２に固定している。なお支持板７と後キャビネット１２との間には、基板８の接続用電
極部にコネクタにて接続される電源回路基板、表示パネル１の駆動及び制御を行う制御回
路基板、表示パネル１の表示面に表示する映像信号を処理する信号処理回路基板等の複数
の回路基板が配されている。
【０２３７】
　図８１は反射シート１１を設けた発光ダイオード９及び基板８を略示する正面図、図８
２は発光ダイオード９が発光する光の発光角度による発光量を示すグラフ、図８３はリベ
ットを略示する図８１のIV－IV線の断面図である。
　基板８には、基板８の長手方向に沿って複数の第１貫通孔８ａ、８ａ、・・・、８ａ（
Ｂ３３，Ｂ３４）が並設してある。前記支持板７には、第１貫通孔８ａ、８ａ、・・・、
８ａに対応する位置に複数の第２貫通孔７ａ、７ａ、・・・、７ａ（Ｂ６４）が開設して
ある。該第２貫通孔７ａの直径は第１貫通孔８ａの直径と略等しい。反射シート１１には
、第１貫通孔８ａに対応する位置に孔１１ｂ（Ｂ５４）が開設してあり、該孔１１ｂは第
１貫通孔８ａよりも大きな直径を有する。また図８１に示すように、反射シート１１の適
所に、前記シート孔１１ａに連なり、基板８の長手方向に延出した楕円状の挿通孔１１ｃ
が開設してある。該挿通孔１１ｃの短径及び長径は後述するリベット２０の頭部の直径よ
りも大きい。
【０２３８】
　図８１に示すように、レンズ１０同士の間においてリベット２０が孔１１ｂに設けてあ
る。孔１１ｂに対応する第１貫通孔８ａ及び第２貫通孔７ａには、例えば金属又は炭素材
からなるリベット２０（Ｂ７）が挿入してあり、該リベット２０によって基板８が支持板
７に固定されている。リベット２０は受けリベット２２（Ｂ７１）と、挿入リベット２１
（Ｂ７２）とを備える。
【０２３９】
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　受けリベット２２は、前記第１貫通孔８ａの直径よりも大きな直径の環状をなす掛止部
２２ａ（Ｂ７１ａ）を備えており、該掛止部２２ａの外周部分が、第１貫通孔８ａの外側
であって孔１１ｂの内側において、第１貫通孔８ａの縁部分に掛止している。掛止部２２
ａの内周部分には、複数の弾性部２２ｂが周方向に並設されている。該弾性部２２ｂは掛
止部２２ａの軸方向に沿って突出し、第１貫通孔８ａ及び第２貫通孔７ａに挿通している
。弾性部２２ｂの軸方向の寸法は、第１貫通孔８ａ及び第２貫通孔７ａの軸方向の寸法よ
りも大きく、弾性部２２ｂの突出端部は第２貫通孔７ａから軸方向に延出している。
【０２４０】
　弾性部２２ｂの突出端部には、掛止部２２ａの径方向内側に延出した当接部２２ｃが弾
性部２２ｂと一体に設けてあり、該当接部２２ｃ、２２ｃ間には隙間が設けてある。
【０２４１】
　当接部２２ｃの内側には後述する脚部２１ｂが当接しており、該脚部２１ｂの当接によ
って弾性部２２ｂは外側に湾曲して、弾性部２２ｂが第２貫通孔７ａの縁部分に接触して
いる。そのため、掛止部２２ａと弾性部２２ｂとの間で基板８及び支持板７が前後に挟持
されている。
【０２４２】
　前記挿入リベット２１は、前記孔１１ｂよりも大径の頭部２１ａ（Ｂ７２ａ）を備えて
おり、該頭部２１ａの中心部には頭部２１ａに直角な円柱形の脚部２１ｂが設けてある。
該脚部２１ｂの先端部分には、先端に向かうに従って脚部２１ｂの径が小さくなるように
テーパ２１ｂａが形成してある。頭部２１ａ付近の脚部２１ｂの直径は、前記掛止部２２
ａの内径と略同寸であり、脚部２１ｂを挿入していない場合における前記当接部２２ｃ間
の寸法よりも大きくなっている。なお頭部２１ａの縁部分は脚部２１ｂ側に延出しており
、頭部２１ａの縁部分の延出幅は前記掛止部２２ａの軸方向の寸法、すなわち掛止部２２
ａの厚さ寸法よりも小さい。
【０２４３】
　挿入リベット２１の脚部２１ｂが掛止部２２ａに挿入してあり、脚部２１ｂの先端部分
は当接部２２ｃ間の隙間に差し込まれている。脚部２１ｂの先端部分にはテーパ２１ｂａ
が形成してあり、脚部２１ｂの挿入によって前記隙間は押し広げられている。弾性部２２
ｂは外側へ湾曲し、第２貫通孔７ａの縁部分に当接している。
【０２４４】
　頭部２１ａは掛止部２２ａに当接しており、頭部２１ａと反射シート１１とは接触しな
い。脚部２１ｂ側に延出した頭部２１ａの縁部分と反射シート１１との間には僅かな隙間
が設けられ、発光ダイオード９が発光する光にて反射シート１１が熱膨張した際、この熱
膨張による反射シート１１の伸縮を許容し、反射シート１１に皺が生じないようになして
ある。頭部２１ａの縁部分によって反射シート１１は保持されている。弾性部２２ｂと掛
止部２２ａとによって、支持板７と基板８とを適当な圧力で挟持し、基板８と支持板７と
を密着させる。
【０２４５】
　頭部２１ａ及び掛止部２２ａの厚さ寸法は、前記発光ダイオード９の前後寸法よりも短
くなっており、頭部２１ａの頂部は発光ダイオード９の紡錘部９ｂの頂部よりも後側に位
置する。
【０２４６】
　図８１に示すように、レンズ１０同士の間においてリベット２０が挿通孔１１ｃに設け
てある。楕円状をなす挿通孔１１ｃの短径及び長径はリベット２０の頭部（頭部２１ａ）
の直径よりも大きいので、挿通孔１１ｃの内側に頭部２１ａは位置している。図８３に示
すように、孔１１ｂに設けてあるリベット２０と同様に、弾性部２２ｂと掛止部２２ａと
によって、支持板７と基板８とを適当な圧力で挟持し、基板８と支持板７とを密着させて
いる。また頭部２１ａ及び掛止部２２ａの厚さ寸法は、前記発光ダイオード９の前後寸法
よりも短くなっており、頭部２１ａの頂部は発光ダイオード９の紡錘部９ｂの頂部よりも
後側に位置している。
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【０２４７】
　実施の形態５－１に係る表示装置は、レンズ１０によって拡散する光の拡散範囲に応じ
て、基板８から頭部２１ａの頂部までの寸法を基板８からレンズ１０の頂部までの寸法よ
りも短くし、拡散した光が頭部２１ａに遮断されることを回避している。発光ダイオード
９が発光する光の発光角度による発光量を図８２に示している。発光量の測定位置は発光
ダイオード９から２０mm離隔した位置である。図８２によれば、発光角度零度（発光ダイ
オード９の頂点）に対して７０度以上の発光角度では発光量がないことが分かる。そのた
め、基板８の前面に取付けられているレンズ１０と基板８の前面に沿う方向へ離隔して配
される挿入リベット２１の、基板８から頭部２１ａの頂部までの寸法を基板８からレンズ
１０の頂部までの寸法よりも短くしてあることにより、レンズ１０にて拡散された光が頭
部２１ａに遮断されることを回避することができ、表示パネル１に輝度ムラが発生して、
表示品位が低下することを防止することができる。
【０２４８】
　また発光ダイオード９から照射された光がレンズ１０を透過するときに広角に拡散され
る場合を考慮して、基板８から頭部２１ａの頂部までの寸法を基板８から発光ダイオード
９の頂部までの寸法よりも短くし、発光ダイオード９から照射された光が頭部２１ａに遮
断されることを確実に回避し、表示パネル１に輝度ムラが発生することを確実に防止する
。
【０２４９】
　またリベット２０によって基板８を支持板７に固定し且つ頭部２１ａにて反射シート１
１を保持し、反射シート１１の支持板７からの剥離を回避すると共に表示装置に使用する
部品点数を削減して、表示装置の製造時間を短縮することができる。また表示装置の製造
コストを削減することができる。また頭部２１ａと反射シート１１との間に隙間を設けて
あるので、急激な熱変化によって反射シート１１が伸縮しても、反射シート１１に皺が発
生することがない。
【０２５０】
　また基板８の支持板７の固定にリベット２０を使用することで、基板８は迅速且つ確実
に支持板７に固定されるので、表示装置の製造時間を短縮することができ、表示装置の製
造コストを削減することができる。
【０２５１】
　また発光素子として発光ダイオード９を使用することで発熱量を抑制することができ、
点滅制御を容易に行うことができる。
【０２５２】
　なおリベットは挿入リベット２１及び受けリベット２２からなるものに限定されず、受
けリベット２２を使用せずに、複数の脚部２１ｂを頭部２１ａに周設し、複数の脚部２１
ｂの先端部分に外向きに突出した係止部をそれぞれ設けて、該係止部と頭部２１ａとの間
で支持板７及び基板８を挟持する構成であっても良い。実施の形態に係る表示装置におい
ては、頭部２１ａは紡錘部９ｂよりも後側に位置しているが、頭部２１ａの頂部がレンズ
１０の頂部と紡錘部９ｂの頂部との間に位置するようにしても良い。また実施の形態に係
る表示装置は発光素子として発光ダイオード９を使用しているが、ＬＤ(Laser Diode)な
どを使用しても良い。
【０２５３】
　（変形例）
　以下実施の形態５－１に係る表示装置の変形例を示す図面に基づいて詳述する。図８４
は変形例のリベット２０を略示する断面図である。
　図８４に示すように、変形例においては、発光ダイオード９（Ｂ１）の前側にレンズ１
０を設けておらず、発光ダイオード９から拡散板６へ向けて直接照射されるようにしてあ
る。発光ダイオード９から照射された光の照射範囲は広角であり、発光ダイオード９から
照射された光は拡散板６によって充分に拡散され、表示パネル１へ向けて照射される。変
形例においても頭部２１ａ及び掛止部２２ａの厚さ寸法は、前記発光ダイオード９の前後
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寸法よりも短くなっており、頭部２１ａの頂部は発光ダイオード９の紡錘部９ｂの頂部よ
りも後側に位置する。
【０２５４】
　そのため発光ダイオード９から照射される光の照射範囲に応じて、基板８から頭部２１
ａの頂部までの寸法を基板８から発光ダイオード９の頂部までの寸法よりも短くし、発光
ダイオード９から照射された光が頭部２１ａに遮断されることを確実に回避し、表示パネ
ル１に輝度ムラが発生することを確実に防止することができる。
【０２５５】
実施の形態５－２
　図８５は表示装置のねじを略示する断面図である。
　この表示装置においては、リベット２０（Ｂ７）に代えて、ねじ３０によって基板８を
支持板７に固定する。前記支持板７には、第１貫通孔８ａ、８ａ、・・・、８ａ（Ｂ６４
）に対応する位置に複数の第２貫通孔７ｂ、７ｂ、・・・、７ｂが開設してある。該第２
貫通孔７ｂの内側には雌ねじが形成してあり、第２貫通孔７ｂの直径は第１貫通孔８ａの
直径と略等しい。第１貫通孔８ａにねじ３０が挿通され、第２貫通孔７ｂに螺合する。
【０２５６】
　ねじ３０は、円板状をなす大径の頭部３０ａと、該頭部３０ａの中央部分から突出した
円柱状の軸部（脚部）３０ｂとを備える。頭部３０ａの直径は前記孔１１ｂの直径よりも
若干大きい。軸部３０ｂは雄ねじであり、座金３１に挿入してある。座金３１の内径は軸
部３０ｂよりも若干大きく、第１貫通孔８ａと略同じである。軸部３０ｂは、座金３１に
挿入した状態で基板８側から第１貫通孔８ａに挿入されており、第２貫通孔７ｂに螺合し
ている。そのため頭部３０ａの周縁部と第１貫通孔８ａの縁部分との間に座金３１が位置
している。
【０２５７】
　座金３１の軸方向の寸法、すなわち座金３１の厚さ寸法は反射シート１１の厚さよりも
僅かに長く、図８５に示すように、頭部３０ａと反射シート１１との間には僅かな隙間が
設けられている。また座金３１及び頭部３０ａの厚さ寸法は前記発光ダイオード９の前後
寸法よりも短くなっており、頭部３０ａの頂部は発光ダイオード９の紡錘部９ｂの頂部よ
りも後側に位置する。
【０２５８】
　なお孔１１ｂにおいては、頭部３０ａの直径が前記孔１１ｂの直径よりも若干大きいの
で、頭部３０ａの周縁部と孔１１ｂの縁部分とが僅かな隙間を隔てて対向し、頭部３０ａ
の周縁部によって反射シート１１が保持される。ねじ３０の螺合によって、座金３１と支
持板７との間で基板８は挟持されており、支持板７に密着固定されている。
【０２５９】
　実施の形態５－２に係る表示装置は、レンズ１０によって拡散する光の拡散範囲に応じ
て、基板８から頭部３０ａの頂部までの寸法を基板８からレンズ１０の頂部までの寸法よ
りも短くし、拡散した光が頭部３０ａに遮断されることを回避している。そのため表示パ
ネル１に輝度ムラが発生して、表示品位が低下することを防止することができる。
【０２６０】
　また発光ダイオード９から照射される光の照射範囲に応じて、基板８から頭部３０ａの
頂部までの寸法を基板８から発光ダイオード９の頂部までの寸法よりも短くし、発光ダイ
オード９から照射された光が頭部３０ａに遮断されることを確実に回避し、表示パネル１
に輝度ムラが発生することを確実に防止することができる。
【０２６１】
　またねじ３０を用いて基板８を支持板７に強固に固定しているので、基板８が支持板７
から外れることを確実に回避することができる。
【０２６２】
　なお発光ダイオード９から照射された光の照射範囲を広角にして、レンズ１０を取り外
しても良い。この場合、発光ダイオード９から照射される光の照射範囲に応じて、基板８
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から頭部３０ａの頂部までの寸法を基板８から発光ダイオード９の頂部までの寸法よりも
短くし、発光ダイオード９から照射された光が頭部３０ａに遮断されることを確実に回避
し、表示パネル１に輝度ムラが発生することを確実に防止することができる。
【０２６３】
　実施の形態５－２に係る表示装置の構成の内、実施の形態５－１に係る表示装置と同様
な構成については同じ符号を付し、その詳細な説明を省略する。
【０２６４】
実施の形態６－１
　図８６は本発明に係る表示装置の構成を示す一部を拡大した断面図、図８７は光源部の
構成を示す一部を拡大した断面図、図８８は光源部の周縁部を省略してある構成を示す正
面図、図８９は光源部の周縁部及び光反射シートを省略してある構成を示す正面図、図９
０は光反射シートの周縁部を省略してある構成を示す正面図、図９１Ａは第１軸体部分の
構成を示す縦断側面図、図９１Ｂは第１軸体部分の構成を示す横断平面図、図９２Ａは第
２軸体部分の構成を示す縦断側面図、図９２Ｂは第２軸体部分の構成を示す横断平面図、
図９３は第３軸体部分の構成を示す横断平面図である。
【０２６５】
　図示した表示装置は、テレビ画像を表示する表示面を前側（一側）に有し、略直方体を
なす表示部Ａと、該表示部Ａの後側（他側）に配され、略直方体をなす光源部（光源装置
）Ｂと、表示部Ａの周縁部及び光源部Ｂの後側を隠蔽するキャビネットＣ（Ｄ）とを備え
る液晶テレビジョン、換言すれば液晶表示装置である。
【０２６６】
　表示部Ａは、表示面を有する表示パネル１（Ａ１）と、該表示パネル１の後側に配され
ている光学シート２（Ｃ）とを有する。表示パネル１の周縁部は、前保持枠体１１（Ａ２
）と、後保持枠体１２（Ａ３）とにより前後に挾着保持され、パネルモジュールを構成し
ている。
【０２６７】
　光学シート２は、光源としての発光ダイオード３（Ｂ１）が発光した光を拡散する比較
的厚肉の拡散板と、反射偏光板、プリズムシート、拡散シート等の比較的薄肉の合成樹脂
シートが積層された積層体である。
【０２６８】
　光源部Ｂは、碁盤目のように並置される光源としての複数の発光ダイオード３と、該発
光ダイオード３を一面４ａに実装してあり、複数列に並置される複数の発光ダイオード基
板４（Ｂ３）と、隣合う発光ダイオード基板４，４同士を接続してある複数のコネクタ５
（Ｂ４）と、発光ダイオード基板４の一面４ａに取付けられて発光ダイオード３の頂部と
対向し、該発光ダイオード３が発光した光を拡散させる複数のレンズ６（Ｂ２）と、該レ
ンズ６がその内部に配される孔７３（Ｂ５３）を有し、前記一面４ａ及びコネクタ５の一
面に対向してレンズ６が拡散した光を反射させる光反射シート７（Ｂ５）と、発光ダイオ
ード基板４を複数列に並べて支持する支持体８（Ｂ６）と、光反射シート７の支持体８に
対する位置を設定する第１軸体９及び第２軸体１０と、発光ダイオード基板４の両端部を
支持体８に取付け、光反射シート７が厚さ方向へ偏倚するのを抑制するための第３軸体２
０とを備える。第２軸体１０及び第３軸体２０は共通部品である。
【０２６９】
　発光ダイオード基板４は一面４ａに回路部を有し、両端部に挿通孔４ｂ，４ｂ（Ｂ３３
，Ｂ３４）を有する短冊状をなし、略矩形をなす支持体８の一面８ａに長さ方向及び幅方
向に離隔して複数列に並置され、各発光ダイオード基板４の両端部が、挿通孔４ｂ，４ｂ
に相対移動を可能に挿通される第３軸体２０（Ｂ７）にて支持体８に固定されている。発
光ダイオード基板４夫々の一面４ａには図８９に示すように複数の発光ダイオード３を長
さ方向に離隔して実装してあり、一面４ａの長さ方向両端部には接続部４１，４１が設け
られている。
【０２７０】
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　長さ方向一端が対向するように複数列に並置された発光ダイオード基板４において、各
列の発光ダイオード基板４は、隣合う二つの接続部４１，４１同士がコネクタ５にて接続
され、列方向一方の発光ダイオード基板４の接続部が後記する電源回路基板に第２コネク
タ（Ｂ４１）にて接続され、列方向他方の発光ダイオード基板４の接続部にショートコネ
クタが接続されている。
【０２７１】
　支持体８は金属板を成形してなり、略矩形をなす平板状の板部８１（Ｂ６１）、該板部
８１の周縁に連なる枠部８２（Ｂ６２）及び該枠部８２の外縁に連なる四つの鍔部８３（
Ｂ６３）とを有し、ケース形状をなしている。板部８１の中央部には第１位置設定孔８４
が開設され、第１位置設定孔８４からシート面に沿う方向へ離隔する周縁側には第２位置
設定孔８５が開設され、板部８１の挿通孔４ｂに対応する箇所には複数の嵌合孔８６が周
方向に離隔して開設されており、板部８１の一面８ａに発光ダイオード基板４を長さ方向
及び幅方向に並べて収容支持してある。また、鍔部８３には表示部Ａの周縁部を取付ける
ための複数の取付孔が周方向に離隔して開設されている。
【０２７２】
　板部８１における他面の長さ方向一側部には、発光ダイオード基板４に第２コネクタ（
Ｂ４１）にて接続される電源回路基板が取付けられており、長さ方向他側部には、表示部
Ａの駆動及び制御を行う制御回路基板が取付けられている。また、板部８１における他面
の長さ方向中央部には表示部Ａの表示面に表示する映像信号を処理する信号処理回路基板
が取付けられている。
【０２７３】
　光反射シート７は、高反射性を有し、表示パネル１及び支持体８に対応して略矩形をな
す一枚の合成樹脂シートからなり、板部８１よりも若干小形の扁平部７１（Ｂ５１）と、
該扁平部７１の四辺に被折目にて連なり、扁平部７１に対して斜め外方へ立ち上がる角枠
部７２（Ｂ５２）とを有し、ケース形状をなしている。
【０２７４】
　扁平部７１の中央部には、光反射シート７が板部８１に対してシート面に沿う方向へ位
置ずれするのを防ぐための貫通孔７４が開設され、該貫通孔７４から周縁側へ離隔した位
置には、光反射シート７が板部８１に対して周方向へ位置ずれするのを防ぐための長孔７
５（Ｂ５７）が開設されている。貫通孔７４は丸孔であり、第１位置設定孔８４に対応す
る箇所に開設されている。長孔７５は貫通孔７４から離隔する方向に長く、離隔方向と直
交する方向の幅が狭くなっており、第２位置設定孔８５に対応する箇所に開設されている
。長孔７５の幅は貫通孔７４の径とほぼ等しい。また、扁平部７１の嵌合孔８６に対応す
る箇所には複数の第２孔７６が開設され、該第２孔７６の一つが長孔７５になっており、
該長孔７５が孔７３に連なっている。
【０２７５】
　扁平部７１のレンズ６と対応する位置には、該レンズ６よりも若干大径の孔７３（Ｂ５
３）が開設され、扁平部７１のコネクタ５と対応する位置には、コネクタ５との当接によ
り厚さ方向へ偏倚する偏倚部がスリット（Ｂ５６，Ｂ５９）にて設けられている。
【０２７６】
　第１軸体９（Ｂ７）は、可撓筒９１（Ｂ７１）及び該可撓筒９１に嵌入されるピン９２
（Ｂ７２）を有する。可撓筒９１は、一端に鍔部９１ａ（Ｂ７１ａ）を有し、他端側に、
鍔部９１ａに連なる設定軸部９１ｂ、軸長方向の複数のスリット９１ｃ（Ｂ７１ｂ）及び
内側へ膨出する膨出部を有し、スリット９１ｃ間の部片が径方向へ可撓になっており、可
撓筒９１が貫通孔７４及び第１位置設定孔８４に嵌入される。設定軸部９１ｂは貫通孔７
４よりも若干小径であり、該設定軸部９１ｂが貫通孔７４に嵌入されることにより、光反
射シート７のシート面に沿う方向への位置ずれを防ぐことができるように構成されている
。
【０２７７】
　ピン９２は、可撓筒９１の鍔部９１ａよりも大径の鍔部９２ａ（Ｂ７２ａ）を一端に有
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し、可撓筒９１内への嵌入により可撓筒９１内側の膨出部に当接し、スリット９１ｃ間部
片を第１位置設定孔８４よりも径方向外側へ撓ませ、スリット９１ｃ間部片の弾性復元を
防ぎ、板部８１から離脱しないように構成され、設定軸部９１ｂによる光反射シート７の
位置設定状態を維持することができるようになしてある。
【０２７８】
　第２軸体１０は、可撓筒１０ａ及び該可撓筒１０ａに嵌入されるピン１０ｂを有する。
可撓筒１０ａは、一端に鍔部１０ｃを有し、他端側に、軸長方向の複数のスリット１０ｄ
及び内側へ膨出する膨出部を有し、スリット１０ｄ間の部片が径方向へ可撓になっており
、可撓筒１０ａが長孔７５及び第２位置設定孔８５に嵌入される。位置設定部としての鍔
部１０ｃは長孔７５の幅よりも若干小径であり、該鍔部１０ｃが長孔７５に嵌入されるこ
とにより、第１軸体９を中心として光反射シート７が周方向へ位置ずれするのを防ぐこと
ができるように構成されている。
【０２７９】
　ピン１０ｂは、可撓筒１０ａの鍔部１０ｃよりも大径の鍔部１０ｅを一端に有し、可撓
筒１０ａ内への嵌入により可撓筒１０ａ内側の膨出部に当接し、スリット１０ｄ間部片を
第２位置設定孔８５よりも径方向外側へ撓ませ、スリット１０ｄ間部片の弾性復元を防ぎ
、板部８１から離脱しないように構成されている。
【０２８０】
　第３軸体２０は、可撓筒２０ａ及び該可撓筒２０ａに嵌入されるピン２０ｂを有する。
可撓筒２０ａは、一端に鍔部２０ｃを有し、他端側に、軸長方向の複数のスリット２０ｄ
及び内側へ膨出する膨出部を有し、スリット２０ｄ間の部片が径方向へ可撓になっており
、可撓筒２０ａが嵌合孔８６に嵌入される。ピン２０ｂは、可撓筒２０ａの鍔部２０ｃ及
び第２孔７６よりも大径の鍔部２０ｅを一端に有し、可撓筒２０ａ内への嵌入により可撓
筒２０ａ内側の膨出部に当接し、スリット２０ｄ間部片を嵌合孔８６よりも径方向外側へ
撓ませ、スリット２０ｄ間部片の弾性復元を防ぎ、板部８１から離脱しないように構成さ
れている。また、鍔部２０ｅの内側面と光反射シート７のシート面との間には若干の隙間
があり、光反射シート７の熱膨張によるシート面方向への伸縮を吸収することができ、ま
た、反射シート７が発光ダイオード基板４に対して厚さ方向へ偏倚するのを鍔部２０ｅが
抑制するように構成されている。
【０２８１】
　キャビネットＣは、表示部Ａの周縁部前側を隠蔽するキャビネット前分体２１（Ｄ１）
と、光源部Ｂの周縁部及び後側を隠蔽する深皿形状のキャビネット後分体２２（Ｄ２）と
を有し、支持体８の枠部８２に雄螺子により取付けられている。
【０２８２】
　以上のように構成された表示装置は、開放側が上向となるように支持体８が作業台に載
置され、該支持体８における板部８１の一面８ａに、列方向に隣合う二つの発光ダイオー
ド基板４，４が複数列に並置され、各列の発光ダイオード基板４，４の隣合う一端部に設
けられている接続部にコネクタ５が接続され、各列の発光ダイオード基板４の両端部に設
けられている挿通孔４ｂ，４ｂから嵌合孔８６に、第３軸体２０の可撓筒２０ａが嵌入さ
れる。
【０２８３】
　各列の発光ダイオード基板４が組込まれた後、各列の発光ダイオード基板４の一面に光
反射シート７が対向載置され、レンズ６が光反射シート７の各孔７３に嵌まり、偏倚部が
コネクタ５を覆う。
【０２８４】
　光反射シート７の貫通孔７４から板部８１の第１位置設定孔８４に第１軸体９の可撓筒
９１が嵌入され、該可撓筒９１にピン９２が嵌入されることにより、光反射シート７の板
部８１に対するシート面に沿う方向の位置を設定することができ、また、光反射シート７
の長孔７５から板部８１の第２位置設定孔８５に第２軸体１０の可撓筒１０ａが嵌入され
、該可撓筒１０ａにピン１０ｂが嵌入されることにより、光反射シート７の板部８１に対
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する周方向位置を設定することができるとともに、長孔７５部分の相対移動を可能にする
ことができる。また、光反射シート７の第２孔７６から第３軸体２０の可撓筒２０ａにピ
ン２０ｂが嵌入されることにより、光反射シート７が板部８１に相対移動を可能に取付け
られ、反射シート７が発光ダイオード基板４に対して厚さ方向へ偏倚するのを鍔部２０ｅ
にて抑制される。
【０２８５】
　光反射シート７が組込まれた後、光学シート２が光反射シート７上に載置され、該光学
シート２上に表示部Ａが載置され、該表示部Ａの周縁部が支持体８の周縁部に複数本の雄
螺子にて取付けられ、キャビネットＣが装着される。
【０２８６】
　以上のように光反射シート７は、貫通孔７４、第１軸体９及び第１位置設定孔８４にて
シート面に沿う方向への位置が設定されているとともに、長孔７５、第２軸体１０及び第
２位置設定孔８５にて周方向への位置が設定されており、長孔７５部分及び支持体８への
取付部分は相対移動が可能になっているため、光反射シート７が熱膨張し、該光反射シー
ト７がシート面に沿う方向へ伸縮する場合、この伸縮を長孔７５及び第２孔７６にて吸収
することができ、また、第１軸体９を中心として光反射シート７が周方向へ位置ずれする
のを長孔７５及び第２軸体１０にて防ぐことができ、光反射シート７の支持体８に対する
適正位置を保つことができる。因って、発光ダイオード基板４に装着されているレンズ６
と、光反射シート７に開設されている孔７３との適正な位置関係を保つことができ、レン
ズ６及び孔７３間の隙間量を均等に保つことができ、孔７３の孔縁部に影が生じるのを防
ぐことができ、適正な輝度特性に保つことができる。
【０２８７】
　図９４は第１軸体部分の他の構成を示す縦断側面図、図９５は第２軸体部分の他の構成
を示す縦断側面図である。以上説明した実施の形態では第１軸体９、第２軸体１０及び第
３軸体２０をリベットとしたが、その他、第１軸体９、第２軸体１０及び第３軸体２０は
雄螺子であってもよい。
【０２８８】
　第１軸体９が雄螺子である場合、図９４に示すように貫通孔７４よりも大径の頭部９ａ
及び該頭部９ａに連なり、貫通孔７４よりも若干小径の螺子部９ｂを有する。螺子部９ｂ
は設定軸部を構成する。この実施の形態にあっては、螺子部９ｂが貫通孔７４に挿通され
、第１位置設定孔８４に捩込まれることにより、光反射シート７のシート面に沿う方向へ
の位置ずれを防ぐことができる。
【０２８９】
　第２軸体１０が雄螺子である場合、図９５に示すように長孔７５の幅よりも大径の頭部
１０ｆと、該頭部１０ｆに連なり、長孔７５の幅よりも若干小径の中径軸部１０ｇ及び該
中径軸部１０ｇに連なり、中径軸部１０ｇよりも小径の螺子部１０ｈとを有する。中径軸
部１０ｇは位置設定部を構成する。この実施の形態にあっては、螺子部１０ｈが長孔７５
に挿通され、第２位置設定孔８５に捩込まれることにより、中径軸部１０ｇが長孔７５に
嵌入され、第１軸体９を中心として光反射シート７が周方向へ位置ずれするのを防ぐこと
ができる。
【０２９０】
　第３軸体２０が雄螺子である場合は、図９５に示す第２軸体１０と同じく、頭部、中径
軸部及び螺子部を有する構成になるため、その詳細な説明及び図面を省略する。
【０２９１】
実施の形態６－２
　図９６は位置ずれ防止孔部分の他の構成を示す横断平面図である。この表示装置は、貫
通孔７４から周縁側へ離隔した位置に配される第２孔７６の一つを長孔７５とし、該長孔
７５が孔７３に連なる構成とする代わりに、孔７３から離隔する位置に長孔７５を配した
ものである。
　この構成にあっては、扁平部７１の長孔７５周りの剛性を高めることができるため、長
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孔７５の縁に負荷が加わった際でも扁平部７１の扁平状態を維持し易い。尚、実施の形態
６－２の場合、第２孔７６の一つが長孔７５である他、第２孔７６から貫通孔７４へ向く
方向へ離隔して長孔７５を配してもよい。
【０２９２】
実施の形態６－３
　図９７は第１軸体９及び第２軸体１０部分の他の構成を示す縦断側面図である。この表
示装置は、貫通孔７４から周縁側へ離隔した位置に長孔７５を設ける代わりに、長孔７５
を貫通孔７４の縁に連なるように配したものである。
【０２９３】
　板部８１の第１位置設定孔８４の周りには一つの第２位置設定孔８５が開設されている
。発光ダイオード基板４の一つの挿通孔４ｂの周りには、第２位置設定孔８５に対応する
第２挿通孔４ｃが開設されている。
【０２９４】
　第１軸体９の鍔部９２ａは長円形をなし、該鍔部９２ａの長さ方向端部に第２軸体１０
が一体に設けられている。第２軸体１０は長孔７５の幅よりも小径のピンであり、第１軸
体９と平行的に設けられている。
【０２９５】
　長孔７５は貫通孔７４の中心から離隔する方向に長く、離隔方向と直交する方向の幅が
狭くなっている。長孔７５の幅は第２軸体１０の径とほぼ等しい。
【０２９６】
　この実施の形態にあっては、第１軸体９が第１位置設定孔８４に挿通されるとき、第２
軸体１０を第２位置設定孔８５に挿通することができるため、第２軸体１０の取付け忘れ
をなくすることができる。また、第２軸体１０の取付工数を削減できるので、組立て作業
性を高めることができる。
【０２９７】
実施の形態６－４
　図９８は光源装置の他の構成を示す模式的斜視図、図９９は光反射シートの位置ずれ防
止部分の他の構成を示す正面図である。この光源装置は、扁平部７１の中央部に貫通孔７
４が開設され、角枠部７２（Ｂ５２）の外縁に被折目７ａにて連なる細幅の四つの鍔片７
７が設けられ、鍔片７７夫々の両端部に長孔７８が開設され、支持体８の角部における鍔
部８３に、長孔７８に挿入される位置設定凸部８７が設けられている。
【０２９８】
　鍔片７７は、略矩形をなす扁平部７１の長辺に連なる長鍔片７７ａ及び扁平部７１の短
辺に連なる短鍔片７７ｂを有し、長鍔片７７ａの両端部には、該長鍔片７７ａの長さ方向
に長い長孔７８が設けられ、短鍔片７７ｂの両端部には、該短鍔片７７ｂの長さ方向に長
い長孔７８が設けられている。
【０２９９】
　位置設定凸部８７は長孔７８よりも小形であり、鍔部８３の一部を切起すことにより形
成されている。位置設定凸部８７の周縁一部が長孔７８の縁に接触して光反射シート７の
周方向への位置ずれを防ぎ、位置設定凸部８７及び長孔７８間の隙間にて光反射シート７
の熱膨張により伸縮を吸収することができるように構成されている。
【０３００】
　この発明にあっては、表示部Ａの周縁部及び支持体８の周縁部間に配され、光反射に関
与しない鍔片７７に長孔７８が設けられているため、位置ずれ防止孔としての長孔７８に
よる光反射性の低下をなくすることができ、より一層光反射性の高い光反射シートを得る
ことができる。
【０３０１】
　尚、以上説明した実施の形態では、扁平部７１の中央部に貫通孔７４を開設したが、そ
の他、この貫通孔７４は扁平部７１の中央部から周縁側へ離隔して開設されてもよく、貫
通孔７４及び長孔７５，７８の位置関係は特に制限されない。
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【０３０２】
　また、以上説明した実施の形態では、位置ずれ防止孔を長孔としたが、その他、位置ず
れ防止孔は、光反射シートの熱膨張による伸縮を吸収することができるとともに、第２位
置設定部と係合して光反射シート７の周方向への位置ずれを防ぐことができる形状であれ
ばよく、長孔に制限されない。
【０３０３】
　また、以上説明した実施の形態では、発光ダイオード基板４を固定する第３軸体２０が
第２軸体１０を兼ねる構成としたが、その他、第１軸体９、第２軸体１０、第３軸体２０
は夫々別個の軸部材であってもよい。
【０３０４】
　また、以上説明した実施の形態では、第１軸体９を第１位置設定部とし、第２軸体１０
を第２位置設定部としたが、その他、第１位置設定部及び第２位置設定部は、板部８１に
装着される軸部材、又は板部８１に固定される発光ダイオード基板に装着される軸部材で
あってもよい。
【０３０５】
実施の形態７
　図１００は実施の形態７の光源装置の構造の主要部を示す断面図、図１０１は同光源装
置の一部の平面図、図１０２は同光源装置の一部を分解した平面図、図１０３は同光源装
置の一部部材の平面図、図１０４は同光源装置の一部を拡大した平面図、図１０５はコネ
クタの拡大斜視図、図１０６はコネクタの構造を模式的に示す平面図、図１０７は挿入孔
の寸法関係を示す平面図、図１０８はレンズが取付けられている発光ダイオード基板の構
成を示す斜視図、図１０９は固定具の一例を示す断面図である。
【０３０６】
　光源装置は、複数の発光ダイオード１（Ｂ１）を一面２ａに実装してあり、離隔して並
置される複数の発光ダイオード基板２（Ｂ３）と、該発光ダイオード基板２の一面２ａに
取付けられて各発光ダイオード１の頂部と対向し、該発光ダイオード１が発光した光を拡
散させる複数のレンズ３（Ｂ２）と、該レンズ３が内部に配される貫通孔４１（Ｂ５３）
を有し、発光ダイオード基板２の一面２ａに載置されて発光ダイオード１が発光した光を
反射させる反射シート４（Ｂ５）と、隣り合う発光ダイオード基板２，２同士を接続して
ある複数のコネクタ５（Ｂ４）と、発光ダイオード基板２の他面２ｂ側に位置し、複数の
発光ダイオード基板２を支持する支持体６（Ｂ６）とを備える。
【０３０７】
　発光ダイオード基板２（Ｂ３）は一面２ａに回路部を有し、幅に対する長さの比が大き
い矩形状（短冊状）をなす。発光ダイオード基板２夫々の一面２ａには複数の発光ダイオ
ード１が長手方向に略同一間隔で離隔して実装してある。発光ダイオード基板２は一面２
ａ側のみに導電部を有する片面基板である。複数の矩形状の発光ダイオード基板２が長手
方向を同一方向に揃え、長手方向及び幅方向に離隔し、略矩形をなす支持体６の一面６ａ
に並置されている。図１０２には、発光ダイオード１が６個実装された発光ダイオード基
板２を中央に配し、その両側に発光ダイオード１が５個実装された発光ダイオード基板２
を配して一列状に接続された３枚の発光ダイオード基板２を幅方向に発光ダイオード基板
２上の発光ダイオード１の実装間隔と略同一の間隔で８列並置した例を示す。そして、全
ての発光ダイオード基板２上の発光ダイオード１を２次元に略同一の間隔で配置してある
。
【０３０８】
　発光ダイオード基板２の一面２ａの長手方向の両端部には接続部２１，２２（Ｂ３１，
Ｂ３２）が設けてある。一列状に並置される３枚の発光ダイオード基板２は、隣り合う発
光ダイオード基板２の接続部２１，２１同士がコネクタ５にて接続されている。また後述
のように、列の一方の端に位置する発光ダイオード基板２の接続部２２が電源回路基板に
コネクタにて接続され、列の他方の端に位置する発光ダイオード基板２の接続部２２にシ
ョートコネクタが接続されている。



(46) JP 4519943 B1 2010.8.4

10

20

30

40

50

【０３０９】
　コネクタ５（Ｂ４）は、一方の接続部２１に接続されたプラグ５１と、他方の接続部２
１に接続されたレセプタクル５２とを有し、略直方体状をなす。レセプタクル５２には発
光ダイオード基板２の長手方向に向いた複数のピン電極５２ａが設けられ、プラグ５１に
はレセプタクル５２の各ピン電極５２ａが嵌入される複数の金具５１ａが設けてある。プ
ラグ５１の金具５１ａが半田リフロー処理によって一方の接続部２１に接続され、レセプ
タクル５２のピン電極５２ａが半田リフロー処理によって他方の接続部２１に接続されて
いる。プラグ５１をレセプタクル５２に装着し、プラグ５１の各金具５１ａにレセプタク
ル５２の各ピン電極５２ａを嵌入させることにより、隣り合う２枚の発光ダイオード基板
２が電気的に接続される。
【０３１０】
　レンズ３（Ｂ２）は、発光ダイオード１の頂部と離隔して対向し、該発光ダイオード１
が発光した光を四方に拡散させるための半球状凹部を有する透光部３１（Ｂ２１）と、該
透光部３１の一面２ａと対向する面から発光ダイオード基板２へ向けて突出し、発光ダイ
オード基板２に対するレンズ３の位置を決める三つの位置決め突起３２（Ｂ２２）とを有
し、該位置決め突起３２の先端が一面２ａに接着剤にて取付けられている。透光部３１は
、反射シート４の貫通孔４１よりも若干小形に形成されている。
【０３１１】
　反射シート４（Ｂ５）は、高反射性を有し、支持体６に対応して略矩形をなす一枚の合
成樹脂シートからなり、レンズ３夫々に対応する箇所に、透光部３１よりも若干大径の丸
形をなし、碁盤目状に配した貫通孔４１が開設され、コネクタ５に対応する箇所に、略矩
形をなし、コネクタ５が挿通可能な第２貫通孔４２が開設されている。
【０３１２】
　支持体６（Ｂ６）は金属板を成形してなり、略矩形をなす平板状の板部６１（Ｂ６１）
及び該板部６１の周縁に連なる枠部６２（Ｂ６２）を有し、板部６１の一面６ａに発光ダ
イオード基板２を長手方向及び幅方向に並べて収容支持してある。
【０３１３】
　矩形状の発光ダイオード基板２の長手方向の一端部及び他端部に、発光ダイオード基板
２を支持体６に支持させるためのリベット８（Ｂ７）を挿入する挿入孔２ｃ、２ｄ（Ｂ３
３，Ｂ３４）が開設してある。２個の挿入孔２ｃ、２ｄの一方の挿入孔２ｃ（Ｂ３３）の
寸法は他方の挿入孔２ｄ（Ｂ３４）の寸法より小さい。具体的には、一方の挿入孔２ｃは
直径２ｃ１の丸孔であり、他方の挿入孔２ｄは基板幅方向の寸法２ｄ１が挿入孔２ｃの直
径２ｃ１より所定寸法（例えば、０．２ｍｍ～０．３ｍｍ程度）大きく、基板長手方向に
長い長円形状をなす。発光ダイオード基板２が接続される端部で寸法が小さい挿入孔２ｃ
と寸法が大きい挿入孔２ｄとが隣り合うように、各発光ダイオード基板２を配置する。
【０３１４】
　支持体６の板部６１には各挿入孔２ｃ、２ｄの位置に対応して貫通孔６１ａ（Ｂ６４）
が設けてあり、２個の挿入孔２ｃ、２ｄの中心間の距離ｋは各挿入孔２ｃ、２ｄに対応す
る２個の貫通孔６１ａの間隔に等しい。即ち、寸法が小さい挿入孔２ｃとこれに対応する
貫通孔６１ａとの孔位置が一致するように支持体６に発光ダイオード基板２を合わせたと
き、寸法が大きい挿入孔２ｄの中心に対応する貫通孔６１ａが位置するように、各発光ダ
イオード基板２の挿入孔２ｃ、２ｄと各貫通孔６１ａとの位置関係が定めてある。
【０３１５】
　リベット８（Ｂ７）は、図１０９に示すように、挿入孔２ｃ、２ｄ及び貫通孔６１ａに
挿通可能な外径ｇ１を有し、一方端に挿入孔２ｃ、２ｄ及び貫通孔６１ａに貫通不可能な
フランジ部８１ａ（Ｂ７１ａ）を設け、他方端の内径ｇ３が一方端の内径ｇ２より小であ
る筒部材８１（Ｂ７１）と、該筒部材８１の一方端に挿入可能であり、他方端の内径ｇ３
より大径の軸部８２ａと挿入孔２ｃ、２ｄ及び貫通孔６１ａに貫通不可能な頭部８２ｂ（
Ｂ８２ａ）とを有する軸部材８２（Ｂ７２）とを備えている。筒部材８１及び軸部材８２
は合成樹脂材料で作製される。
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【０３１６】
　反射シート４（Ｂ５）には、リベット８に対応する箇所に、軸部材８２の頭部８２ｂの
直径よりも大径で、貫通孔４１に連なる長孔状の第３貫通孔４３（Ｂ５４）が開設されて
いる。
【０３１７】
　次にリベット８を用いて、一列状に接続された３枚の発光ダイオード基板２を支持体６
に支持させる手順を説明する。先ず、支持体６の各貫通孔６１ａに各発光ダイオード基板
２の挿入孔２ｃ、２ｄを位置合わせした後、筒部材８１を各発光ダイオード基板２の一面
２ａ側から寸法が小さい挿入孔２ｃと貫通孔６１ａとに挿通させ、フランジ部８１ａを発
光ダイオード基板２の一面２ａに当接させる。次に、軸部材８２の軸部８２ａを頭部８２
ｂが筒部材８１のフランジ部８１ａに当接するまで挿入すると、筒部材８１の先端部が軸
部材８２の軸部８２ａによって外側に押し広げられる。外側に押し広げられた筒部材８１
の先端部は軸部材８２の軸部８２ａを内側に押圧して保持するとともに、支持体６の貫通
孔６１ａを挿通できず、各発光ダイオード基板２はリベット８によって支持体６に固定さ
れる。
【０３１８】
　上記のように寸法が小さい挿入孔２ｃについてリベット８を装着した後、寸法が大きい
挿入孔２ｄについても同様にリベット８を装着して、各発光ダイオード基板２をリベット
８によって支持体６に固定させる。この際に、コネクタ５による隣り合う発光ダイオード
基板２間の接続時に両基板の位置が基板幅方向に適正位置からずれた場合、支持体６の貫
通孔６１ａは挿入孔２ｄの中央に位置しないが、挿入孔２ｄの基板幅方向の寸法を大きく
してあるので、貫通孔６１ａが挿入孔２ｄの範囲から外れることはなく、リベット８を挿
入孔２ｄと貫通孔６１ａとに挿通させて装着することができる。
【０３１９】
　全ての発光ダイオード基板２の挿入孔２ｃ、２ｄにリベット８を装着した後、貫通孔４
１にレンズ３が挿通し、第２貫通孔４２にコネクタ５が挿通し、第３貫通孔４３に各リベ
ット８を挿通する状態で反射シート４を発光ダイオード基板２に対向させて載置する。
【０３２０】
　図１１０は本発明に係る光源装置を備える表示装置の構成を示す断面図である。該表示
装置は、前側に表示面７２ａを有し、略直方体をなす表示部７０（Ａ）と、該表示部７０
の後側に配されている光源装置Ａ（Ｂ）と、表示部７０の周縁部及び光源装置Ａの後側を
隠蔽するキャビネット７１（Ｄ）とを備える。
【０３２１】
　表示部７０は、表示面７２ａを有する表示パネル７２（Ａ１）と、該表示パネル７２の
後側に配されている光学シート７３（Ｃ）とを有する。表示パネル７２の周縁部は、前保
持枠体７４（Ａ２）と、後保持枠体７５（Ａ３）とにより前後に挾着保持され、パネルモ
ジュールを構成しており、後保持枠体７５が支持体６の周縁部に取付けられている。
【０３２２】
　光学シート７３は、光源としての発光ダイオード１が発光した光を拡散する比較的厚肉
の拡散板と、反射偏光板、プリズムシート、拡散シート等の比較的薄肉の合成樹脂シート
が積層された積層体である。光学シート７３の周縁部が支持体６の枠部６２と後保持枠体
７５とによって挾着保持されている。
【０３２３】
　キャビネット７１（Ｄ）は、表示部７０の周縁部前側を隠蔽するキャビネット前分体７
１ａ（Ｄ１）と、光源装置Ａの周縁部及び後側を隠蔽する深皿形状のキャビネット後分体
７１ｂ（Ｄ２）とを有し、支持体６の枠部６２に雄螺子により取付けられている。
【０３２４】
　尚、図示は省略するが、板部６１の他面６ｂの長手方向一側部に、発光ダイオード基板
２の接続用電極部２２に第２コネクタ（Ｂ４１）にて接続される電源回路基板が取付けら
れており、長さ方向他側部には、前記表示部の駆動及び制御を行う制御回路基板が取付け
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られている。また、板部６１における他面の長さ方向中央部には前記表示部の表示面に表
示する映像信号を処理する信号処理回路基板が取付けられている。
【０３２５】
　前述の実施の形態７では、固定具を筒部材８１と軸部材８２との２つの部材からなるリ
ベット８にて構成したが、固定具は単一の部材からなるリベットでもよく、また、リベッ
ト以外に、ビス、ボルトナット等で構成してもよい。
　また、前述の実施の形態７では、リベット８の頭部８２ｂの直径よりも大径の第３貫通
孔４３を設け、該第３貫通孔４３内に頭部８２ｂを配し、熱膨張により反射シート４の伸
縮を許容することができるように構成したが、その他、頭部８２ｂの直径を第３貫通孔４
３よりも大径とし、該頭部８２ｂの外周部を反射シート４の第３貫通孔４３周りと厚さ方
向に離隔して対向させ、頭部８２ｂにて反射シート４が発光ダイオード基板２と離隔する
方向へ偏倚するのを防ぐことができるように構成してもよい。
【０３２６】
　前述の実施の形態７では、矩形状の発光ダイオード基板２の長手方向の両端部に２個の
挿入孔２ｃ、２ｄを設けたが、図１１１Ａ，図１１１Ｂに例示するように、発光ダイオー
ド基板２の長手方向の複数箇所に３個以上の挿入孔２ｃ、２ｄを設けてもよい。図１１１
Ａでは、寸法が小さい挿入孔２ｃを発光ダイオード基板２の長手方向の端部ではなく内側
箇所に設け、長手方向の両端部に寸法が大きい挿入孔２ｄを設けた場合を示し、図１１１
Ｂでは、寸法が小さい挿入孔２ｃを発光ダイオード基板２の長手方向の端部ではなく内側
箇所に設け、長手方向の両端部を含む他の３箇所に寸法が大きい挿入孔２ｄを設けた場合
を示す。尚、図示は略すが、反射シート４に、各挿入孔２ｃ、２ｄの位置に対応して、リ
ベット８の軸部材８２の頭部８２ｂの直径よりも大径の貫通孔が開設される。本実施の形
態では、複数枚の矩形状の発光ダイオード基板２を一列状に接続した場合に、寸法が大き
い挿入孔２ｄを設けた発光ダイオード基板２の端部同士が隣り合うように配置され、コネ
クタ接続による発光ダイオード基板２同士の位置のずれを一層確実に吸収することができ
る。
【０３２７】
　前述の実施の形態７では、本発明に係る光源装置を液晶表示装置の表示パネルの照明用
に適用したが、液晶表示装置以外の他発光型の表示装置の表示パネルの照明用に適用する
ことができる。
【０３２８】
実施の形態８
　図１１２は実施の形態８の光源装置の構造の主要部を示す断面図、図１１３は同光源装
置の一部の平面図、図１１４は同光源装置の一部を分解した平面図、図１１５は同光源装
置の一部部材の平面図、図１１６は同光源装置の一部を拡大した平面図、図１１７はレン
ズが取付けられている発光ダイオード基板の構成を示す斜視図、図１１８はリベットの構
造を示す断面図、図１１９は図１１８のV －V 線における平面図、図１２０はリベットと
レンズとの位置関係を示す断面図である。
【０３２９】
　光源装置は、複数の発光ダイオード１（Ｂ１）を一面２ａに実装してあり、離隔して並
置される複数の発光ダイオード基板２（Ｂ３）と、該発光ダイオード基板２の一面２ａに
取付けられて各発光ダイオード１の頂部と対向し、該発光ダイオード１が発光した光を拡
散させる複数のレンズ３（Ｂ２）と、該レンズ３が内部に配される貫通孔４１（Ｂ５３）
を有し、発光ダイオード基板２の一面２ａに載置されて発光ダイオード１が発光した光を
反射させる反射シート４（Ｂ５）と、発光ダイオード基板２の他面２ｂ側に位置し、複数
の発光ダイオード基板２を支持する支持体６（Ｂ６）とを備える。
【０３３０】
　発光ダイオード基板２（Ｂ３）は一面２ａに回路部を有し、幅に対する長さの比が大き
い矩形状（短冊状）をなす。発光ダイオード基板２夫々の一面２ａには複数の発光ダイオ
ード１が長手方向に略同一間隔で離隔して実装してある。発光ダイオード基板２は一面２
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ａ側のみに導電部を有する片面基板である。複数の矩形状の発光ダイオード基板２が長手
方向を同一方向に揃え、長手方向及び幅方向に離隔し、略矩形をなす支持体６の一面６ａ
に並置されている。図１１４には、発光ダイオード１が６個実装された発光ダイオード基
板２を中央に配し、その両側に発光ダイオード１が５個実装された発光ダイオード基板２
を配して一列状に接続された３枚の発光ダイオード基板２を幅方向に発光ダイオード基板
２上の発光ダイオード１の実装間隔と略同一の間隔で８列並置した例を示す。そして、全
ての発光ダイオード基板２上の発光ダイオード１を２次元に略同一の間隔で配置してある
。
【０３３１】
　発光ダイオード基板２の一面２ａの長手方向の両端部には接続部２１，２２（Ｂ３１，
Ｂ３２）が設けてある。一列状に並置される３枚の発光ダイオード基板２は、隣り合う発
光ダイオード基板２の接続部２１，２１同士がコネクタ５（Ｂ４）にて接続されている。
また後述のように、列の一方の端に位置する発光ダイオード基板２の接続部２２が電源回
路基板にコネクタにて接続され、列の他方の端に位置する発光ダイオード基板２の接続部
２２にショートコネクタが接続されている。
【０３３２】
　レンズ３（Ｂ２）は、発光ダイオード基板２の一面２ａと離隔して配置され、発光ダイ
オード１の頂部と離隔して対向し、該発光ダイオード１が発光した光を四方に拡散させる
ための半球状凹部３１ａを有する透光部３１（Ｂ２１）と、発光ダイオード基板２の一面
２ａと対向する該透光部３１の対向面３１ｂから発光ダイオード基板２へ向けて突出し、
発光ダイオード基板２に対するレンズ３の位置を決める三つの位置決め突起３２（Ｂ２２
）とを有し、該位置決め突起３２の先端が発光ダイオード基板２の一面２ａに接着剤にて
取付けられている。
【０３３３】
　反射シート４（Ｂ５）は、高反射性を有し、支持体６に対応して略矩形をなす一枚の合
成樹脂シートからなり、レンズ３夫々に対応する箇所に、透光部３１よりも若干大径の丸
形をなし、碁盤目状に配した貫通孔４１が開設され、コネクタ５に対応する箇所に、略矩
形をなし、コネクタ５が挿通可能な第２貫通孔４２が開設されている。貫通孔４１は、レ
ンズ３の透光部３１よりも若干大形に形成されている。
【０３３４】
　支持体６（Ｂ６）は金属板を成形してなり、略矩形をなす平板状の板部６１（Ｂ６１）
及び該板部６１の周縁に連なる枠部６２（Ｂ６２）を有し、板部６１の一面６ａに発光ダ
イオード基板２を長手方向及び幅方向に並べて収容支持してある。
【０３３５】
　矩形状の発光ダイオード基板２の長手方向の一端部及び他端部に、発光ダイオード基板
２を支持体６に支持させるためのリベット８（Ｂ７）を挿入する貫通孔２ｃ、２ｄ（Ｂ３
３，Ｂ３４）が開設してある。２個の貫通孔２ｃ、２ｄの一方の貫通孔２ｃ（Ｂ３３）は
丸孔であり、他方の貫通孔２ｄ（Ｂ３４）は基板長手方向に長い長円形状をなす。支持体
６の板部６１には各貫通孔２ｃ、２ｄの位置に対応して貫通孔６１ａ（Ｂ６４）が設けて
ある。
【０３３６】
　リベット８（Ｂ７）は、発光ダイオード基板２の貫通孔２ｃ、２ｄ及び支持体６の貫通
孔６１ａに挿通可能な外径ｇ１を有し、一端に該貫通孔２ｃ、２ｄ及び貫通孔６１ａに貫
通不可能なフランジ部８１ａ（Ｂ７１ａ）を設け、他端の内径ｇ３が一端の内径ｇ２より
小である筒部材８１（Ｂ７１）と、該筒部材８１の一端に挿入可能であり、他端の内径ｇ
３より大径の軸部材８２（Ｂ７２）とを有し、該軸部材８２の一端に、貫通孔２ｃ、２ｄ
及び貫通孔６１ａに貫通不可能な頭部８２ａ（Ｂ７２ａ）を設けている。頭部８２ａは、
外周側に軸部材８２側に凸の環状凸部を有する円板状をなしている。筒部材８１及び軸部
材８２は合成樹脂材料で作製される。
【０３３７】
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　リベット８の頭部８２ａには、発光ダイオード基板２の一面２ａと対向する側に、外周
部に開口した複数の溝８２ｂ（Ｂ７４）を設けてある。具体的には、前記環状凸部に、軸
部材８２が連なる頭部８２ａの中央側箇所８２を中心とした放射状の３個の溝８２ｂを互
いに略１２０度をなすように設けている。各溝８２ｂは所定の幅を有している。
【０３３８】
　前記溝８２ｂの底部は、発光ダイオード基板２の一面２ａと対向するレンズ３の透光部
３１の対向面３１ｂの外周側端部の位置よりも発光ダイオード基板２の一面２ａの側に位
置している。図１２０には、溝８２ｂの底部が透光部３１の対向面３１ｂの外周側端部の
位置より距離ｋだけ一面２ａの側に位置した例を示す。これにより、透光部３１の外周部
から出射した光は溝８２ｂの内部に入射せず、リベット８の頭部８２ａの外面で反射され
るか、反射されずに通過して照明光となる。
【０３３９】
　反射シート４には、リベット８に対応する箇所に、頭部８２ａの直径よりも大径で、第
２貫通孔４２に連なる長孔状の第３貫通孔４３（Ｂ５４）が開設されている。
【０３４０】
　次にリベット８を用いて、一列状に接続された３枚の発光ダイオード基板２を支持体６
に支持させる手順を説明する。先ず、支持体６の各貫通孔６１ａに各発光ダイオード基板
２の貫通孔２ｃ、２ｄを位置合わせした後、筒部材８１を各発光ダイオード基板２の一面
２ａ側から貫通孔２ｃと貫通孔６１ａとに挿通させ、フランジ部８１ａを発光ダイオード
基板２の一面２ａに当接させる。次に、軸部材８２を頭部８２ａが筒部材８１のフランジ
部８１ａに当接するまで挿入すると、筒部材８１の先端部が軸部材８２の先端側によって
外側に押し広げられる。外側に押し広げられた筒部材８１の先端部は軸部材８２の先端側
を内側に押圧して保持し、頭部８２ａは支持体６の貫通孔６１ａを挿通できないので、各
発光ダイオード基板２はリベット８によって支持体６に固定される。上記のように丸孔の
貫通孔２ｃついてリベット８を装着した後、長孔の貫通孔２ｄについても同様にリベット
８を装着して、各発光ダイオード基板２をリベット８によって支持体６に固定させる。
【０３４１】
　全ての発光ダイオード基板２の貫通孔２ｃ、２ｄにリベット８を装着した後、貫通孔４
１にレンズ３が挿通し、第２貫通孔４２にコネクタ５が挿通し、第３貫通孔４３に各リベ
ット８を挿通する状態で反射シート４を発光ダイオード基板２に対向させて載置すること
により、光源装置が完成する。
【０３４２】
　次にリベット８によって各発光ダイオード基板２を支持体６に固定した状態を解除する
手順を説明する。例えば、図１１６に示すように、頭部８２ａに設けた３個の溝８２ｂの
うち、１個の溝８２ｂがレンズ３と隣り合う側に位置しているため、該溝８２ｂには、レ
ンズ３が障害物となりドライバーを差し込むことはできない。しかし、該溝８２ｂに対し
て１２０度をなす位置の２個の溝８２ｂにはレンズ３が障害物とならないので、該２個の
溝８２ｂの何れかにドライバーを差し込み、頭部８２ａを発光ダイオード基板２から離れ
る側に強制的に移動させると、外側に押し広げられていた筒部材８１の先端部が元の径に
戻り、支持体６の貫通孔６１ａ及び発光ダイオード基板２の貫通孔２ｃ、２ｄを挿通し、
発光ダイオード基板２と支持体６との固定状態が解除される。
【０３４３】
　図１２１は実施の形態８の光源装置を備える表示装置の構成を示す断面図である。該表
示装置は、前側に表示面７２ａを有し、略直方体をなす表示部７０（Ａ）と、該表示部７
０の後側に配されている光源装置Ａ（Ｂ）と、表示部７０の周縁部及び光源装置Ａの後側
を隠蔽するキャビネット７１（Ｄ）とを備える。
【０３４４】
　表示部７０は、表示面７２ａを有する表示パネル７２（Ａ１）と、該表示パネル７２の
後側に配されている光学シート７３（Ｃ）とを有する。表示パネル７２の周縁部は、前保
持枠体７４（Ａ２）と、後保持枠体７５（Ａ３）とにより前後に挾着保持され、パネルモ
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ジュールを構成しており、後保持枠体７５が支持体６の周縁部に取付けられている。
【０３４５】
　光学シート７３は、光源としての発光ダイオード１が発光した光を拡散する比較的厚肉
の拡散板と、反射偏光板、プリズムシート、拡散シート等の比較的薄肉の合成樹脂シート
が積層された積層体である。光学シート７３の周縁部が支持体６の枠部６２と後保持枠体
７５とによって挾着保持されている。
【０３４６】
　キャビネット７１（Ｄ）は、表示部７０の周縁部前側を隠蔽するキャビネット前分体７
１ａ（Ｄ１）と、光源装置Ａの周縁部及び後側を隠蔽する深皿形状のキャビネット後分体
７１ｂ（Ｄ２）とを有し、支持体６の枠部６２に雄螺子により取付けられている。
【０３４７】
　尚、図示は省略するが、板部６１の他面６ｂの長手方向一側部に、発光ダイオード基板
２の接続用電極部２２にコネクタ（Ｂ４１）にて接続される電源回路基板が取付けられて
おり、長さ方向他側部には、前記表示部の駆動及び制御を行う制御回路基板が取付けられ
ている。また、板部６１における他面６ｂの長さ方向中央部には前記表示部の表示面に表
示する映像信号を処理する信号処理回路基板が取付けられている。
【０３４８】
　次に、前記リベット８の別の実施の形態を説明する。図１２２は実施の形態８の別の光
源装置のリベットの頭部の裏面側を示す平面図、図１２３は同別の光源装置の一部を拡大
した平面図である。この別の実施の形態では、前記リベット８（Ｂ７）の頭部８２ａの環
状凸部に、軸部材８２が連なる頭部８２ａの中央側箇所８２を中心とした放射状の２個の
溝８２ｃを略９０度をなすように設けている。図１２３に示すように、２個の溝８２ｃ（
Ｂ７４）の１つがレンズ３と隣り合う側に位置し、レンズ３（Ｂ２）が障害物となってド
ライバーを差し込むことができない場合でも、他の１つの溝８２ｃにはレンズ３が障害物
とならずドライバーを差し込むことができる。
【０３４９】
　次に、前記リベット８の第２の別の実施の形態を説明する。図１２４は実施の形態８の
第２の別の光源装置のリベットの頭部の裏面側を示す平面図である。この第２の別の実施
の形態では、前記リベット８（Ｂ７）の頭部８２ａの環状凸部に、軸部材８２が連なる頭
部８２ａの中央側箇所８２を中心とした放射状の２個の溝８２ｄを略６０度をなすように
設けてあり、前記別の実施の形態と同様に、２個の溝８２ｄの一方がレンズ３と隣り合う
側に位置し、ドライバーを差し込むことができない場合でも、他方の溝８２ｄにドライバ
ーを差し込むことができる。なお、複数の溝がなす角度については、１２０度、９０度、
６０度以外の任意の角度にすることができる。この場合に、複数の溝が同時にドライバー
を差し込むことができない状態になることを避けるために、複数の溝のうち、少なくとも
１つが、軸部８２が連なる頭部８２ａの中央側箇所と他の溝とを結ぶ直線上から外れて位
置していることが必要である。
【０３５０】
　前述の実施の形態８では、リベット８の頭部８２ａの直径よりも大径の第３貫通孔４３
を設け、該第３貫通孔４３内に頭部８２ａを配し、熱膨張により反射シート４の伸縮を許
容することができるように構成したが、その他、頭部８２ａの直径を第３貫通孔４３より
も大径とし、該頭部８２ａの外周部を反射シート４の第３貫通孔４３周りと厚さ方向に離
隔して対向させ、頭部８２ｂにて反射シート４が発光ダイオード基板２と離隔する方向へ
偏倚するのを防ぐことができるように構成してもよい。
　また、前述の実施の形態８では、本発明に係る光源装置を液晶表示装置の表示パネルの
照明用に適用したが、液晶表示装置以外の他発光型の表示装置の表示パネルの照明用に適
用することができる。
【０３５１】
実施の形態９
　図１２５は、本発明の実施の形態に係る光源装置１を備える表示装置７の部分的な構成
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を示す縦断面図である。図１２５の左右方向は、表示装置７、延いては光源装置１の前後
方向に等しい。
　図１２６及び図１２７Ａは、光源装置１が備える回路基板２，２同士の接続部分の構成
を示す水平断面図及び正面図、図１２７Ｂは光源装置１が備える回路基板２，２及び取付
部材６の関係を示す正面図である。図１２６の上下方向は、表示装置７、延いては光源装
置１（Ｂ）の前後方向に等しい。また、図１２６は、図１２７ＡにおけるVI－VI線の断面
図に相当する。
　図１２８は、回路基板２，２，…が並置されている状態を模式的に示す斜視図であり、
反射シート４が取付部材６に取付けられる前の状態を示している。
【０３５２】
　図１２５に示すように、表示装置７は、表示部７０（Ａ）、キャビネット７１（Ｄ）、
前側枠体７２（Ａ２）、及び後側枠体７３（Ａ３）と、光源装置１（Ｂ）とを備えている
。
　以下では、まず、光源装置１の構成について説明する。
　図１２５～図１２８に示されているように、光源装置１（Ｂ）は、複数枚の回路基板２
，２，…（Ｂ３）、反射シート４（Ｂ５）、及び取付部材６（Ｂ６）を備えている。
【０３５３】
　各回路基板２（Ｂ３）は、左右方向に細長い矩形板状になしてあり、正面２ａの右端部
に第１の接続部（例えばオス型接続部）２１が実装されており、正面２ａの左端部に第２
の接続部（この場合、メス型接続部）２２が実装されている。つまり、第１及び第２の接
続部２１，２２の離隔方向は、左右方向である。
　また、回路基板２における第１及び第２の接続部２１，２２（Ｂ３１，Ｂ３２）間の上
面２ａには、長手方向に適長離隔して、複数個（図１２８では５個）の発光部２３，２３
，…（Ｂ１）が実装されている。
【０３５４】
　更に、回路基板２には、発光部２３，２３，…を駆動する図示しないドライバが実装さ
れている。
　ここで、各発光部２３（Ｂ１）は、発光ダイオードを用いてなる。
　更にまた、各回路基板２の正面２ａには、発光部２３，２３，…に一対一対応で、複数
個のレンズ２４，２４，…（Ｂ２）が備えられている。各レンズ２４は円形状になしてあ
り、発光部２３の頂部に対向して配置されている。レンズ２４は、発光部２３が発生させ
た光を拡散させる。
【０３５５】
　取付部材６（Ｂ６）は、金属板を成形してなる矩形板状であり、矩形平板状の平板部６
１（Ｂ６１）と、平板部６１の周縁に連なる枠部６２（Ｂ６２）とを有している。平板部
６１の長手方向（又は短手方向）は、左右方向（又は上下方向）に等しい。
　平板部６１の正面６ａには、回路基板２，２，…が、マトリクス状に並置された状態で
、取り付けられている。この結果、発光部２３，２３，…（Ｂ１）はマトリクス状に配置
されている。図１２８には、回路基板２，２，…が、左右方向に２個及び上下方向に５個
並置してある状態が例示されている。
【０３５６】
　また、取付部材６の背面左端部には、回路基板２，２，…夫々のドライバに給電する図
示しない電源回路基板（Ｂ１０ａ）が取り付けられている。更に、取付部材６の背面右端
部には、表示部７０の駆動及び制御を行う制御回路基板が取付けられている。
【０３５７】
　左右方向に隣り合う回路基板２，２においては、左側に配置されている回路基板２の第
１の接続部２１と、右側に配置されている回路基板２の第２の接続部２２とが、第１及び
第２の接続部２１，２２同士を橋絡する第１のコネクタ２５（Ｂ４）を介して電気的に接
続されている。
　また、平板部６１における最左端の回路基板２，２，…に実装されている第２の接続部
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２２，２２，…夫々は、図示しない第２のコネクタ（Ｂ４１）を介して、電源回路基板に
電気的に接続されている。
　更に、平板部６１における最右端の回路基板２，２，…に実装されている第２の接続部
２２，２２，…夫々にはショートコネクタが接続されている。
【０３５８】
　反射シート４（Ｂ５）は合成樹脂シートからなり、反射シート４の少なくとも正面は、
発光部２３，２３，…が発生させた光を反射させるべく、高反射性を有している。また、
反射シート４は、取付部材６の形状に対応する矩形状になしてあり、取付部材６の正面側
に取り付けられている。
　反射シート４には、レンズ２４，２４，…の配置位置に対応する位置に、円形状の貫通
孔４１，４１，…（Ｂ５３）が形成されている。また、反射シート４には、第１のコネク
タ２５，２５，…の配置位置に対応する位置に、矩形状の貫通孔４２，４２，…が形成さ
れている。
【０３５９】
　反射シート４は、貫通孔４１，４１，…の内部にレンズ２４，２４，…が配され、貫通
孔４２，４２，…の内部に第１のコネクタ２５，２５，…が配された状態で、回路基板２
，２，…夫々の正面２ａ，２ａ，…に積層されている。
【０３６０】
　次に、図１２５に示す表示装置７の構成について説明する。
　光源装置１（Ｂ）は、表示部７０（Ａ）を照明すべく、表示部７０の背面側に配されて
いる。
　表示部７０は、矩形状になしてあり、表示パネル７０１（Ａ１）と光学シート７０２（
Ｃ）とを備える。
　表示パネル７０１は、例えば液晶表示パネルであり、表示パネル７０１の正面は、画像
を表示する表示面７ａを構成している。
【０３６１】
　光学シート７０２は、表示パネル７０１の背面に対面して、表示パネル７０１とレンズ
２４，２４，…との間に配置されており、発光部２３，２３，…が発生させた光を拡散さ
せる。光学シート７０２は、比較的厚肉の拡散板と、反射偏光板、プリズムシート、又は
拡散シート等を用いてなる比較的薄肉の合成樹脂シートとが積層された積層体である。
　表示パネル７０１は、表示パネル７０１の周縁部が前側枠体７２と後側枠体７３とに前
後に挟持されることによって、パネルモジュールを構成している。
【０３６２】
　後側枠体７３は、取付部材６の枠部６２に取り付けられており、光学シート７０２は、
後側枠体７３と枠部６２とに前後に挟持されている。
　キャビネット７１（Ｄ）は、正面開口から表示面７ａを露出させ、表示面７ａ以外を隠
蔽した状態で、パネルモジュール、光学シート７０２、及び光源装置１を収容している。
　取付部材６（Ｂ６）の平板部６１の背面における左右方向中央部には、表示パネル７０
１の表示面に表示する映像信号を処理する信号処理回路基板が取付けられている。
【０３６３】
　以上のような表示装置７の光源装置１を製造する場合、製造者は、取付部材６（Ｂ６）
の平板部６１（Ｂ６１）に、回路基板２，２，…（Ｂ３）を取り付ける。各回路基板２を
取り付ける際、製造者が各回路基板２の左右方向の向き（以下、単に回路基板２の向きと
いう）を容易且つ正確に確認することができるように、各回路基板２には、図１２６～図
１２８に示すような目印３１，３２，３３（Ｂ３８，Ｂ３５）が形成されている。
　目印３１，３２，３３は、回路基板２の向きを示す各凹状のものである。
【０３６４】
　目印３１，３２（Ｂ３８）は、第１の接続部２１の近傍に配されている。目印３１は、
回路基板２の上端部において回路基板２の正面２ａから背面に貫通した矩形状の切り欠き
状部分である。同様に、目印３２は、回路基板２の下端部における矩形状の切り欠き状部



(54) JP 4519943 B1 2010.8.4

10

20

30

40

50

分である。
　目印３３（Ｂ３５）は、第２の接続部２２の近傍に配されている。目印３３は、回路基
板２の上下方向中央部において回路基板２の正面２ａから背面に貫通した円形状の孔であ
る。
　目印３３の内径は、目印３１，３２の内法よりも大きい。
【０３６５】
　以上のような目印３１，３２及び目印３３は、回路基板２の右端部及び左端部（換言す
れば、回路基板２の左右方向の一側及び他側）夫々に、個数、寸法、及び形状を異ならせ
て形成されているものである。
　このため、作業者は、回路基板２の目印３１，３２が形成されている側が右側であり、
回路基板２の目印３３が形成されている側が左側である、と容易且つ正確に判断すること
ができる。
【０３６６】
　なお、目印３１，３２と目印３３とは、寸法及び／又は形状が同一であってもよい。ま
た、寸法及び／又は形状が異なっている場合には、回路基板２の右側に形成されている目
印の個数と左側に形成されている目印の個数とが同一であってもよい。
【０３６７】
　一方、取付部材６（Ｂ６）には、回路基板２の取付位置毎に、指標５１，５２，５３（
Ｂ６９ｂ，Ｂ６８）が形成されている。
　指標５１，５２，５３は、回路基板２の取付位置を示す各凸状のものであり、夫々が平
板部６１の正面６ａに突設されている。指標５１，５２，５３は、平板部６１に一体に成
形されていてもよく、取付部材６とは別体の部材を正面６ａに固定してなるものであって
もよい。
　指標５１，５２（Ｂ６９ｂ）は、第１の接続部２１の配置位置近傍に配されている。指
標５３は、第２の接続部２２の配置位置近傍に配されている。指標５１，５２，５３同士
の離隔距離は、目印３１，３２，３３同士の離隔距離に対応している。
【０３６８】
　指標５１（又は指標５２）は四角柱状になしてあり、目印３１（又は目印３２）に内嵌
めされることによって係合する。指標５３は円柱状になしてあり、目印３３に内嵌めされ
ることによって係合する。つまり、指標５１，５２，５３は、係合すべき目印３１，３２
，３３に応じた個数、寸法、及び形状を有する。
　作業者は、目印３１，３２，３３を視認し、且つ、目印３１，３２，３３に指を接触さ
せることによって、回路基板２の向きの判断ミスを抑制することができる。また、直接的
に、若しくは目印３１，３２，３３を通して、指標５１，５２，５３を視認し、且つ、指
標５１，５２，５３に指又は回路基板２を接触させることによって、回路基板２の取付位
置を容易且つ正確に把握することができる。
【０３６９】
　更に、作業者は、指標５１，５２，５３が目印３１，３２，３３に内嵌めされるよう回
路基板２を取付部材６に接触させることによって、容易且つ正確に、しかも一意に、回路
基板２を位置決めすることができる。
　従って、作業者は、正しい向き且つ正しい位置に配した回路基板２を、取付部材６に取
り付けることができる。この場合、作業者は、例えば図示しない複数個のリベット（Ｂ７
）を用いて、回路基板２を平板部６１に固定する。
　このとき、回路基板２が誤って左右逆に取り付けられることを防止することができる。
何故ならば、目印３１，３２，３３及び指標５１，５２，５３の個数、寸法、及び形状が
、回路基板２の左側と右側とで異なるからである。
【０３７０】
　なお、目印３３及び指標５３が形成されていない場合、目印３１，３２は，回路基板２
の外周縁形状を右端部と左端部とで異ならせることによって、回路基板２の向きを示して
いる、と看做すこともできる。この場合、作業者は、回路基板２の目印３１，３２が形成
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されている側が右側であり、回路基板２の目印３１，３２が形成されていない側が左側で
ある、と容易且つ正確に判断することができる。
　また、作業者は、指標５１，５２が目印３１，３２に内嵌めされるよう回路基板２を平
板部６１に接触させることによって、容易且つ正確に、しかも一意に、回路基板２を位置
決めすることができる。
【０３７１】
　本実施の形態９では、回路基板２及び取付部材６に複数個の目印及び同数個の指標が形
成される構成を例示しているが、これに限定されるものではない。例えば、目印３１，３
２，３３の何れかひとつと、これに対応する指標５１，５２，５３の何れかひとつとが形
成されている構成でもよい。この場合でも、容易且つ正確に回路基板２の向きを判断する
ことができ、且つ、回路基板２を位置決めすることができる。
【０３７２】
　回路基板２に形成される目印は、回路基板２の向きの確認のみに利用され、位置決めに
は利用されない構成でもよい。この場合、目印に係合する指標を取付部材６に形成する必
要はない。また、目印は凸状であってもよい。或いは、目印は、回路基板２の右端部の角
部が直角状に形成され、左端部の角部が円弧状に形成されている構成、又は、回路基板２
の右端面に凹凸が形成され、左端面は平滑に形成されている構成等でもよい。
【０３７３】
　以上のような光源装置１の製造作業、延いては表示装置７の製造作業は、回路基板２，
２，…の取付作業の能率が向上されている。
　ところで、回路基板２の位置決めは、回路基板２及び取付部材６夫々に、位置決め用の
マークを印刷することによっても可能ではある。しかしながら、この場合には、取付部材
６に印刷されているマークが、取り付けようとする回路基板２によって隠れてしまうと、
いちいち回路基板２を取付位置から離隔させて、取付部材６に印刷されているマーク有無
及び／又は印刷位置等を視認する必要がある。
【０３７４】
　つまり、取付部材６には、その有無及び／又は形成位置等を触覚によって把握すること
が容易な凸状の指標５１，５２，５３が形成されている方が、作業性を向上させるために
有利である。
　一般に、回路基板２、取付部材６、及び第１のコネクタ２５等の色は、夫々、発光部２
３，２３，…が発光した光を反射する色（例えば白色）又は吸収し難い色（例えばクリー
ム色）である。
【０３７５】
　本実施の形態における目印３１，３２，３３の周縁部及び指標５１，５２，５３は、回
路基板２及び取付部材６と同じ色であるが、夫々の視認性を向上させるために、目印３１
，３２，３３の周縁部及び／又は指標５１，５２，５３の先端部等が、回路基板２及び取
付部材６の色とは異なる色であってもよい。ただし、この色は、発光部２３，２３，…が
発光した光を反射する色又は吸収し難い色に限定される。なお、目印３１，３２，３３及
び指標５１，５２，５３が、反射シート４によって隠蔽される位置に配される場合は、こ
れらの色に制限を設けなくてもよい。
　また、実施の形態９では回路基板２，２，…が等間隔で複数列に並置されているが、そ
の他、回路基板２，２，…は、並置方向中央側の離隔寸法が短く、並置方向両側の離隔寸
法が長くなるように配置されてもよい。
【０３７６】
　今回開示された実施の形態９は、全ての点で例示であって、制限的なものではないと考
えられるべきである。本発明の範囲は、上述した意味ではなく、特許請求の範囲と均等の
意味及び特許請求の範囲内での全ての変更が含まれることが意図される。例えば、回路基
板２の向きは左右方向の向きに限定されず、上下方向の向きであってもよい。つまり、第
１及び第２の接続部２１，２２が、上下方向に離隔配置されている構成でもよい。
　また、本発明の効果がある限りにおいて、光源装置１又は表示装置７に、実施の形態９
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に開示されていない構成要素が含まれていてもよい。
【０３７７】
実施の形態１０
　図１２９は、本発明に係る照明装置の平面図である。図示の照明装置は、液晶表示パネ
ルの背後に配置し、該液晶表示パネルの全面に均等に光を照射すべく使用されるバックラ
イト装置として構成されたものであり、被照射物としての液晶表示パネルに対応する矩形
の平面形状を有し、浅底の箱形に成形されたバックライトシャーシ１（Ｂ６）を備え、該
バックライトシャーシ１内部の底板１０（Ｂ６１）の全面に、光源としての多数のＬＥＤ
（発光ダイオード）２，２…（Ｂ１）を縦横に配置して構成されている。
【０３７８】
　図１２９に示すように、ＬＥＤ２、２…（Ｂ１）は、複数個（図においては５個又は８
個）単位でＬＥＤ基板２０，２０…（Ｂ３）に実装されている。ＬＥＤ基板２０（Ｂ３）
は、細幅長寸の短冊形状を有しており、複数のＬＥＤ２，２…は、ＬＥＤ基板２０の一面
の幅方向の中央部に、長手方向に相互に等しい間隔を隔てて実装してある。
【０３７９】
　バックライトシャーシ１の底板１０上でのＬＥＤ２，２…の配置は、例えば、図１２９
に示すように、５個のＬＥＤ２，２…が実装されたＬＥＤ基板２０と、８個のＬＥＤ２，
２…が実装されたＬＥＤ基板２０とを長さ方向に並べ、これらを、等間隔を隔てて複数列
（図においては９列）に並べることで実現されている。なお、ＬＥＤ基板２０，２０…の
数、及び底板１０上でのこれらの配置は、図示の形態に限らず、バックライトシャーシ１
の大きさ及び形状に応じて適宜に設定することができる。また、各ＬＥＤ基板２０に実装
されるＬＥＤ２，２…の数も、図示の５個又は８個に限らず、適宜の数に設定することが
できる。
【０３８０】
　図１３０は、バックライトシャーシ１の平面図であり、ＬＥＤ基板２０，２０…を取付
ける前の状態が示してある。本図に示すようにバックライトシャーシ１の底板１０には、
各複数の固定孔１１，１１…（Ｂ６４）、位置決め孔１２，１２…（Ｂ６７）及び部品取
付け孔１３，１３…（Ｂ６６）が、表裏に貫通するように形成されている。
【０３８１】
　固定孔１１，１１…（Ｂ６４）は、ＬＥＤ基板２０，２０…を固定するための孔であり
、図１２９に示すＬＥＤ基板２０，２０…の配置に対応するように、底板１０の長さ方向
に並ぶ４つを１組とし、底板１０の幅方向に等間隔に９列に並べて設けてある。図１３０
中には、ＬＥＤ基板２０，２０…の位置を２点鎖線により示してある。各列の４つの固定
孔１１，１１…は、同列上の２つのＬＥＤ基板２０，２０の幅方向の中央部で、夫々のＬ
ＥＤ基板２０，２０…の両端部近傍に位置している。
【０３８２】
　位置決め孔１２，１２…（Ｂ６７）は、バックライトシャーシ１をプレス成形により製
造する際に、成形用の金型に設けた突起に係合させることで、該金型に対して素材板を位
置決めするために設けてある。図においては、底板１０の面内の３箇所に位置決め孔１２
，１２…を形成してある。位置決め孔１２，１２…は、金型の面内での位置決めを可能と
するために３箇所以上に形成し、その形成位置は、図示のように、底板１０の面内で均等
に設定するのが望ましい。
【０３８３】
　部品取付け孔１３，１３…（Ｂ６６）は、冷却ファン、電源回路、各種の接続ケーブル
等、バックライト装置、及びこれを使用する液晶表示装置の構成部品の取付けのために設
けてあり、これらの部品取付け孔１３、１３…は、底板１０の該当位置を背面側に窪ませ
て形成された凹所１４，１４…の底部に夫々貫通形成されている。部品取付け孔１３，１
３…の数及び配置は、取付けるべき構成部品の数及び位置に応じて適宜に設定することが
できる。図においては、４つの部品取付け孔１３，１３…が、底板１０の面内にランダム
に配置してある。
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【０３８４】
　本発明に係る照明装置において、以上の如き位置決め孔１２，１２…及び部品取付け孔
１３，１３…は、各ＬＥＤ基板２０に対して設定された２つの固定孔１１，１１を結ぶ線
上で、これらの固定孔１１，１１の間に位置するように設けてある。
【０３８５】
　図１３１は、ＬＥＤ基板２０の外観を示す斜視図である。図１３２は、ＬＥＤ基板２０
の取付け部分を拡大して示す図１２９のXII －XII 線による断面図であり、図１３３は、
同じく、図１２９のXIII－XIII線による断面図である。
【０３８６】
　これらの図に示すように、ＬＥＤ基板２０に実装されたＬＥＤ２，２…の上部は、ＬＥ
Ｄ基板２０に取付けた光拡散用のレンズ３，３…（Ｂ２）により各別に覆ってある。レン
ズ３は、図１３１に示すように、円形の平面形状を有し、図１３２、図１３３に示すよう
に、一面が平坦で、他面が凸状に湾曲した断面形状を有する凸レンズである。レンズ３の
平坦な一面の中央には凹部３０（Ｂ２１）が設けてあり、この凹部３０の周辺には、複数
本の支持脚３１，３１…（Ｂ２２）が一体に突設されている。このように構成されたレン
ズ３は、図１３２、図１３３に示すように、平坦面を下として、中央の凹部３０内にＬＥ
Ｄ２が受容されるように位置決めし、３本の支持脚３１，３１…の夫々をＬＥＤ基板２０
に接着することにより、ＬＥＤ基板２０の表面から適長離れた位置に固定支持されている
。
【０３８７】
　図１３１に示すように、ＬＥＤ基板２０の両端部には、外部接続用の端子部２２，２３
（Ｂ３１，Ｂ３２）が設けてある。またＬＥＤ基板２０の両端部の近傍、具体的には、両
端のＬＥＤ２，２と、これらに相隣するＬＥＤ２，２との間には、幅方向の中心位置を表
裏に貫通する貫通孔２１，２１（Ｂ３３，Ｂ３４）が設けてある。これらの貫通孔２１，
２１は、バックライトシャーシ１の底板１０に前述の如く形成された固定孔１１，１１の
位置に対応している。ＬＥＤ基板２０，２０…は、夫々の貫通孔２１，２１を各別の固定
孔１１，１１の位置に合わせて底板１０上に配置し、図１２９に示すように、これらの貫
通孔２１及び固定孔１１の整合部に基板保持具６（Ｂ７）を差し込むことによりバックラ
イトシャーシ１に固定されている。
【０３８８】
　基板保持具６（Ｂ７）は、図１３２に示すように、円板状をなす押え板６０の一面に突
出する固定爪６１を備えており、この固定爪６１を、ＬＥＤ基板２０の貫通孔２１及び底
板１０の固定孔１１に通し、該固定孔１１の裏面側の周縁に係合させることで、押え板６
０と支持板１との間にＬＥＤ基板２０を挾持固定している。なおこの挾持は、底板１０の
全面を覆うように設けられる反射シート５を介してなされる。反射シート５（Ｂ５）は、
ポリカーボネート等、優れた光反射性を有する樹脂製のシートである。反射シート５は、
ＬＥＤ基板２０の上面も覆っており、ＬＥＤ２の実装位置を覆うレンズ３（Ｂ２）は、反
射シート５の対応位置に形成された各別の貫通穴５１（Ｂ５３）を経て該反射シート５の
表面に露出させてある。なお図１２９中には、反射シート５の図示を省略してある。
【０３８９】
　また基板保持具６は、押え板６０の他面に立設された支え突起６２（Ｂ８３）を備えて
いる。この支え突起６２は、後述するように、バックライトシャーシ１の底板１０に対面
する拡散板を背面から支えるべく設けられている。支え突起６２は、基板保持具６の全て
が有する他、一部の基板保持具６が有する構成であってもよい。
【０３９０】
　バックライトシャーシ１の底板１０上で長さ方向に連続するように並べた２つのＬＥＤ
基板２０，２０は、図１２９に示すように、相対向する位置にある夫々の端子部２２．２
２をコネクタ４（Ｂ４）で接続することにより相互に接続してある。他端の端子部２３，
２３は、外部電源との接続のために用いられており、ＬＥＤ基板２０，２０…に実装され
たＬＥＤ２，２…は、外部電源からの給電により発光する。各ＬＥＤ２，２…の発光は、
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各別のレンズ３，３…による拡散と、反射シート５による反射との相乗効果により、バッ
クライトシャーシ１の底板１０の面内で均等に分散し、底板１０に対向配置された被照射
物に照射される。
【０３９１】
　本発明に係る照明装置において、バックライトシャーシ１の底板１０には、該底板１０
を表裏に貫通する位置決め孔１２，１２…（Ｂ６７）及び部品取付け孔１３，１３…（Ｂ
６６）を備えている。これらの位置決め孔１２，１２…及び部品取付け孔１３，１３…は
、ＬＥＤ基板２０の固定に使用する固定孔１１，１１…に対して前述した位置関係を有し
ており、これらの固定孔１１，１１…に前述の如く取付けられたＬＥＤ基板２０，２０…
により塞がれた状態となる。なお部品取付け孔１３，１３…は、底板１０を窪ませて設け
た凹所１４，１４…の内部に設けてあるが、ＬＥＤ基板２０，２０…は、これらの凹所１
４，１４…の全体を塞いでいる。
【０３９２】
　従って、使用状態において、位置決め孔１２，１２…及び部品取付け孔１３，１３…を
通ってバックライトシャーシ１の内部に塵埃が入り込む虞れはなく、これらの塵埃が、Ｌ
ＥＤ２，２…及びレンズ３，３…の表面、並びに反射シート５の表面に付着堆積し、照射
光の不均等、照射光の照度不足等の光学的な問題が発生することを未然に防止することが
できる。また、導電性を有する塵埃がＬＥＤ基板２０，２０…の表面に付着し、ＬＥＤ基
板２０，２０…に形成されたＬＥＤ２，２…の駆動回路に電気的な不具合が発生すること
も未然に防止することができる。
【０３９３】
　また、ＬＥＤ２，２…による前述した発光は、ＬＥＤ基板２０，２０…により塞がれた
位置決め孔１２，１２…及び部品取付け孔１３，１３…を経て外部に漏れ出すことがなく
、漏れ出し光を視認した使用者に不安感を抱かせる虞れも解消することができる。
【０３９４】
　位置決め孔１２，１２…及び部品取付け孔１３，１３…のＬＥＤ基板２０，２０…によ
る閉塞は、バックライトシャーシ１の設計に際し、位置決め孔１２，１２…及び部品取付
け孔１３，１３…の位置を、ＬＥＤ基板２０，２０…の固定孔１１，１１…に対して適正
に定めることにより実現することができる。
【０３９５】
　実施の形態１０に示すように、短冊形のＬＥＤ基板２０（Ｂ３）を使用し、該ＬＥＤ基
板２０を両端部近傍の固定孔１１，１１で底板１０に固定する場合、位置決め孔１２及び
部品取付け孔１３は、これらの固定孔１１，１１を結ぶ線上で、両固定孔１１，１１の間
に形成することにより確実に塞ぐことができる。ＬＥＤ基板２０は、適宜の弾性を有して
おり、両端部近傍を前述した基板保持具６によって固定するだけで底板１０に良好に密着
し、位置決め孔１２，１２…及び部品取付け孔１３，１３…は確実に塞がれるが、この閉
塞をより確実にするために、接着等の他の固定手段を併用してもよい。位置決め孔１２，
１２…及び部品取付け孔１３，１３…は、２つの固定孔１１，１１を結ぶ線上で、これら
の固定孔１１，１１の間に位置するように配する他、２つの固定孔１１，１１を結ぶ線か
らＬＥＤ基板２０の幅方向へ偏倚した位置に配してもよく、ＬＥＤ基板２０にて閉塞され
る位置であればよい。
【０３９６】
　部品取付け孔１３の周りの凹所１４は、これを塞ぐＬＥＤ基板２０の背面側に空間を確
保し、掛け止め、クリップ止め等による部品取付け孔１３への部品の取付けを可能とすべ
く設けてある。ＬＥＤ基板２０，２０…が塞ぐ貫通孔は、前述した位置決め孔１２，１２
…及び部品取付け孔１３，１３…に限らず、他の目的で形成される孔であってもよい。
【０３９７】
　なおＬＥＤ基板２０，２０…の形状は、短冊形に限らず、矩形、正方形、円形等の適宜
の形状としてもよく、この場合においても、バックライトシャーシ１の設計段階において
、位置決め孔１２，１２…及び部品取付け孔１３，１３…の位置を、ＬＥＤ基板２０，２
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０…の固定位置に対して適正に設定することで確実な閉塞を実現することができる。しか
し、ＬＥＤ基板２０，２０…を短冊形とすることにより、比較的狭い幅のＬＥＤ基板２０
，２０…の複数を離隔して複数列に並置することができるため、ＬＥＤ基板２０，２０…
の総面積を低減でき、ＬＥＤ基板２０，２０…のコスト、ひいては照明装置のコストを低
減でき、しかも、離隔並置に拘らず位置決め孔１２，１２…及び部品取付け孔１３，１３
…をＬＥＤ基板２０，２０…にて閉塞することができる。
【０３９８】
　図１３４は、以上の如く構成された照明装置をバックライト装置として備える本発明に
係る液晶表示装置の断面図である。液晶表示装置は、画像表示部としての液晶表示パネル
８（Ａ１）を備える。液晶表示パネル８は、複数枚の光学シート８１，８１…（拡散板、
反射偏光板、プリズムシート、拡散シート等）（Ｃ）と積層し、これらの周縁部を、前保
持枠体８２（Ａ２）と後保持枠体８３（Ａ３）とにより一体に挾着して液晶モジュールを
構成している。
【０３９９】
　バックライト装置（Ｂ）は、底板１０（Ｂ６１）の周縁に枠部１５（Ｂ６２）を立ち上
げてなるバックライトシャーシ１（Ｂ６）の内部にＬＥＤ基板２０，２０…（Ｂ３）を前
述の如く並設し、これらの上部を反射シート５により覆って構成されており、枠部１５の
周縁を後保持枠体８３の背面に固定することで、底板１０上に並ぶＬＥＤ２，２…が、被
照射物としての液晶表示パネル８の背面に光学シート８１，８１…を介して対向するよう
に取付けてある。
【０４００】
　ＬＥＤ基板２０，２０…及び反射シート５を底板１０との間に挾持固定する基板保持具
６は、支え突起６２を備えている。該支え突起６２は、図示のように、光学シート８１に
先端を当接させ、該光学シート８１の撓みを制限し、底板１０上のＬＥＤ２，２…との間
の間隔を適正に保つ作用をなす。
【０４０１】
　液晶表示装置は、液晶モジュール及びバックライト装置を、これらの周縁を挾持する前
保持枠体８２及び後保持枠体８３を介して正面キャビネット８０ａに固定し、該正面キャ
ビネット８０ａの背面を背面キャビネット８０ｂにより覆って構成されている。このよう
に構成された液晶表示装置においては、バックライトシャーシ１の底板１０上に並ぶＬＥ
Ｄ２，２…の発光が、該底板１０に対向配置された液晶モジュールの全面に均等に照射さ
れ、光学シート８１，８１…及び液晶表示パネル８を透過し、正面キャビネット８０ａの
前面開口に露出する液晶表示パネル８の表示面に所望の画像が表示される。
【０４０２】
　なお以上の如き液晶表示装置は、本発明に係る照明装置の適用例の１つであり、本発明
に係る照明装置は、面状の被照射物の全面に均等に光照射することが要求される各種の用
途に適用し得ることは言うまでもない。
【０４０３】
　以上の実施の形態においては、底板１０と枠部１５とが一体化された箱形のシャーシ１
を用いてあるが、シャーシ１は、平板状であってもよい。図１３５は、本発明に係る液晶
表示装置の他の実施の形態を示す断面図である。図示の液晶表示装置は、平板状のシャー
シ１を備えている。
【０４０４】
　シャーシ１の周縁部には、一面（ＬＥＤ基板２０，２０…が並設された面）上に立ち上
がるように枠体１６が固定してある。図示の枠体１６は、リベット１７により固定されて
いるが、この固定は、ボルト止め、接着等の適宜な手段にて実現することができる。この
ように構成されたシャーシ１は、枠体１６の周縁を後保持枠体８３の背面に固定すること
で、前記一面に並ぶＬＥＤ２，２…が、被照射物としての液晶表示パネル８の背面に光学
シート８１，８１…を介して対向するように取付けてある。
【０４０５】
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　図１３５に示す液晶表示装置の他の構成及び動作は、図１３４に示す液晶表示装置と同
じであり、対応する構成部材に図１３４と共通の参照符号を付して、構成及び動作の説明
を省略する。
【０４０６】
実施の形態１１
　以下本発明を実施の形態に係る表示装置を示す図面に基づいて詳述する。
　図１３６は本発明に係るバックライト装置を備える表示装置の一部構成を示す断面図、
図１３７は本発明に係るバックライト装置の構成を示す一部を拡大した断面図、図１３８
は本発明に係るバックライト装置のリベットの構成を示す断面図、図１３９は本発明に係
るバックライト装置の一部を省略した平面図、図１４０は本発明に係るバックライト装置
の一部を分解した模式的斜視図、図１４１Ａ及び図１４１Ｂは本発明に係るバックライト
装置の反射シートの構成を示す一部を拡大した平面図である。
【０４０７】
　図１３６に示すように、表示装置は、画像を表示する表示面を前側に有する略直方体の
表示部１０（Ａ）と、該表示部１０の後側に配されているバックライト装置Ａ（Ｂ）と、
表示部１０の周縁部及びバックライト装置Ａの後側を隠蔽するキャビネット１１（Ｄ）と
を備える。なお、キャビネット１１には前記表示部１０に電力を供給する電源回路基板、
前記表示部１０に表示される画像を処理する端子回路基板、前記表示部１０を制御する制
御回路基板等の複数の回路基板（図示せず）（Ｂ１０）を収容しており、これらの回路基
板からの出力に基づいて、後述するＬＥＤ１（Ｂ１）及び表示パネル１２（Ａ１）を駆動
するようにしてある。
【０４０８】
　表示部１０（Ａ）は、表示面を有する表示パネル１２（Ａ１）と、該表示パネル１２の
後側に配されている光学シート１３（Ｃ）とを有する。表示パネル１２の周縁部は、前保
持枠体１４（Ａ２）と後保持枠体１５（Ａ３）とにより前後に挟着保持され、パネルモジ
ュールを構成しており。後保持枠体１５が支持部材７（Ｂ６）の周縁部に取り付けられて
いる。
【０４０９】
　光学シート１３（Ｃ）は、光源としてのＬＥＤ１即ち発光素子が発光した光を均一に拡
散する比較的厚肉の拡散板と、反射偏光板、プリズムシート、拡散シート等の比較的薄肉
の樹脂シートが積層された積層体である。
【０４１０】
　支持部材７（Ｂ６）は板部７１（Ｂ６１）及び該板部７１の周縁に連なる枠部７２（Ｂ
６２）を有し、該枠部７２に前記拡散板の周縁部を支持している。
【０４１１】
　本発明に係るバックライト装置Ａ（Ｂ）は、マトリクス状に並べられる光源としての複
数のＬＥＤ１（Ｂ１）と、該ＬＥＤ１を一面２ａに実装してあり、縦横二方向に並置され
る複数のＬＥＤ基板２（Ｂ３）と、隣合うＬＥＤ基板２，２同士を接続してある複数のコ
ネクタ３（Ｂ４）と、光学シート１３を支持する支持ピン４（Ｂ８）と、ＬＥＤ基板２の
一面２ａに取り付けられてＬＥＤ１の頂部と対向し、該ＬＥＤ１が発光した光を発散させ
る複数のレンズ５（Ｂ２）と、前記ＬＥＤ基板２の一面２ａに対向してレンズ５が発散し
た光を反射させる反射シート６（Ｂ５）と、ＬＥＤ基板２を支持する支持部材７（Ｂ６）
と、反射シート６の浮き上がりを防止するために、該反射シート６を前記支持部材７に固
定する複数本のリベット８（Ｂ７）とを備える。
【０４１２】
　ＬＥＤ基板２（Ｂ３）は、一面２ａに回路部を有する短冊状をなし、略矩形をなす支持
部材７の一面に縦横方向に複数列に配置されている。ＬＥＤ基板２それぞれの一面２ａに
は、図に示すように、複数のＬＥＤ１を長手方向に近接して実装してあり、一面２ａの長
手方向両端部には端子を有する接続部２１、２２（Ｂ３１，Ｂ３２）が設けられている。
【０４１３】
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　ＬＥＤ１（Ｂ１）は図１３９に示すように、ＬＥＤ基板２の長手方向に離隔して例えば
５個、又は６個実装されており、ＬＥＤ１それぞれに対応して５個、又は６個のレンズ５
が接着剤にて一面２ａに取り付けられている。
【０４１４】
　並置されたＬＥＤ基板２（Ｂ３）において、長手方向一列のＬＥＤ基板２は、隣合う２
つの接続部２１、２１（Ｂ３１，Ｂ３２）同士がコネクタ３（Ｂ４）にて接続され、一方
のＬＥＤ基板２の接続部２２が電源回路基板に第２コネクタ（Ｂ４１）にて接続され、他
方のＬＥＤ基板２の接続部２２にショートコネクタが接続されている。ＬＥＤ基板２には
、支持ピン４に対応する箇所に支持ピン挿入孔２３（Ｂ３６）が開設され、リベット８に
対応する箇所にリベット挿入孔２４（Ｂ３６）が開設されている。
【０４１５】
　コネクタ３（Ｂ４）は、略直方体をなし、一面の長手方向両端部に、接続部２１、２１
に対応する端子が設けられており、接続部２１、２１に接続されたとき、ＬＥＤ基板２の
一面２ａに重合する。
【０４１６】
　レンズ５（Ｂ２）は、ＬＥＤ１の頂部と離隔して対向し、該ＬＥＤ１が発光した光を四
方に発散させるための半球状凹部を有する透光部５１（Ｂ２１）と、該透光部５１の一面
２ａと対向する面からＬＥＤ基板２へ向けて突出し、透光部５１のＬＥＤ基板２に対する
位置を決める３つの位置決め突起５２（Ｂ２２）とを有し、該位置決め突起５２の先端が
一面２ａに接着剤にて取り付けられている。
【０４１７】
　位置決め突起５２は、透光部５１とＬＥＤ基板２との間の距離を、反射シート６の厚さ
よりも若干長くし、反射シート６の熱膨張を吸収することができるようになしてある。
【０４１８】
　反射シート６（Ｂ５）は、高反射性を有し、支持部材７に対応して略矩形をなす１枚の
合成樹脂シートからなり、レンズ５それぞれに対応する箇所に貫通孔６１（Ｂ５３）が開
設され、コネクタ３に対応する箇所に貫通孔６２が開設され、支持ピン４に対応する箇所
に支持ピン孔６３（Ｂ５５）即ち第１貫通孔が開設され、リベット８に対応する箇所にリ
ベット孔６４（Ｂ５５）即ち第２貫通孔が開設されている。なお、支持ピン孔６３は前記
支持ピン挿入孔２３よりも大きな直径を有し、リベット孔６４は前記リベット挿入孔２４
よりも大きな直径を有する。図１４１に示すように、支持ピン孔６３の周縁部に識別用マ
ークとして小穴６５（Ｂ５５ａ）を設けてある。
【０４１９】
　貫通孔６１はレンズ５の透光部５１（Ｂ２１）よりも若干大径の丸形をなし、マトリク
ス状に配置されている。レンズ５の透光部５１が貫通孔６１に配置されている。貫通孔６
２は略矩形をなし、コネクタ３がはめ込まれている。また、支持ピン孔６３は支持ピン４
の取付け部４３より大きく鍔部４２より小さい丸形をなし、取付け部４３が挿通されてお
り、リベット孔６４はリベット８の弾性部８２ｂより大きく頭部８１ａより小さい丸形を
なし、弾性部８２ｂが挿通されている。
【０４２０】
　支持部材７（Ｂ６）は金属板を成形してなり、略矩形をなす平板上の板部７１（Ｂ６１
）及び該板部７１の周縁に連なる枠部７２（Ｂ６２）を有し、板部７１の一面にＬＥＤ基
板２を長手方向及び幅方向に並べて収容支持してある。
【０４２１】
　支持部材７には、前記支持ピン挿入孔２３に対応する位置に複数の貫通孔７３（Ｂ６５
）が開設してある。該貫通孔７４の直径は、リベット挿入孔２４の直径と略同じである。
【０４２２】
　支持ピン４（Ｂ８）は、ＬＥＤ基板２から前記一面２ａ方向へ延出し、前記光学シート
１３に先端が接触して該光学シート１３の撓みを制限する柱形部４１（Ｂ８３）と、柱形
部４１の基端の周縁側から水平方向外側に向かって延出する鍔部４２と、鍔部４２から柱
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形部４１と反対する方向に沿って突出し、支持ピン挿入孔２３及び貫通孔７３に挿通され
る取付け部（足部）４３とを備えている。
【０４２３】
　柱形部４１は略円錐形をなし、鍔部４２と一体に成形されている。取付け部４３は、鍔
部４２から柱形部４１と反対する方向へ向く柱状の連結部４３ａと、該連結部４３ａの先
端に連なり、貫通孔７４の孔縁部に係止される２つの爪部４３ｂとを有する。支持ピン４
は、取付け部４３が挿入孔２３に挿入されることによって、ＬＥＤ基板２及び支持部材７
に取り付けられている。支持ピン４は、光学シート１３と対向する位置で、柱形部４１の
先端が光学シート１３の一面と接触する程度の僅かの距離にて対向し、光学シート１３の
撓みを制限し、光学シート１３とＬＥＤ基板２との間の距離を均等に保っている。
【０４２４】
　支持ピン４はＬＥＤ基板２及び支持部材７に取り付けられている場合、鍔部４２は、外
周部分が前記反射シート６に開設されている支持ピン孔６３の外側において、小穴６５ま
で延びている。鍔部４２と反射シート６とは接触せず、僅かな隙間が設けてある。これに
より、支持ピン４を取り付けられている場合、支持ピン孔６３の外側に開設されている小
穴６５は見えない。
【０４２５】
　また、支持部材７には、図１３８に示すように、前記リベット挿入孔２４に対応する位
置に複数の貫通孔７４（Ｂ６５）が開設してある。該貫通孔７４の直径は、リベット挿入
孔２４の直径と略等しい。
【０４２６】
　リベット８（Ｂ７）は、例えば金属又は炭素材からなり、リベット挿入孔２４及び貫通
孔７４に挿入してある。該リベット８によってＬＥＤ基板２が支持部材７に固定されてい
る。リベット８は受けリベット８２（Ｂ７１）と、挿入リベット８１（Ｂ７２）とを備え
る。
【０４２７】
　受けリベット８２（Ｂ７１）は、前記リベット挿入孔２４の直径よりも少々大きな直径
の環状をなす掛止部８２ａ（Ｂ７１ａ）を備えており、該掛止部８２ａの外周部分が、リ
ベット挿入孔２４の外側であって前記反射シート６に開設されているリベット孔６４の内
側において、リベット挿入孔２４の縁部分に掛止している。掛止部８２ａの内周部分には
、複数の弾性部８２ｂが周方向に並設されている。該弾性部８２ｂは掛止部８２ａの軸方
向に沿って突出し、リベット挿入孔２４及び貫通孔７４に挿通している。弾性部８２ｂの
軸方向の寸法は、リベット挿入孔８４及び貫通孔７４の軸方向の寸法よりも大きく、弾性
部８２ｂの突出端部は貫通孔７４から軸方向に延出している。弾性部８２ｂの突出端部に
は、掛止部８２ａの径方向内側に延出した当接部８２ｃが弾性部８２ｂと一体に設けてあ
り、該当接部８２ｃ、８２ｃ間には隙間が設けてある。
【０４２８】
　当接部８２ｃの内側には後述する脚部８１ｂが当接しており、該脚部８１ｂの当接によ
って弾性部８２ｂは外側に湾曲して、弾性部８２ｂが貫通孔７４の縁部分に接触している
。そのため、掛止部８２ａと弾性部８２ｂとの間でＬＥＤ基板２及び支持部材７が前後に
挟持されている。
【０４２９】
　前記挿入リベット８１（Ｂ７２）は、前記挿通孔１１ｂよりも大径の頭部８１ａ（Ｂ７
２ａ）を備えており、該頭部８１ａの中心部には頭部８１ａに直角な円柱形の脚部８１ｂ
が設けてある。該脚部８１ｂの先端部分には、先端に向かうに従って脚部８１ｂの径が小
さくなるようにテーパ８１ｂａが形成してある。頭部８１ａ付近の脚部８１ｂの直径は、
前記掛止部８２ａの内径と略同寸であり、脚部８１ｂを挿入していない場合における前記
当接部８２ｃ間の寸法よりも大きくなっている。なお頭部８１ａの縁部分は脚部８１ｂ側
に延出しており、頭部８１ａの縁部分の延出幅は前記掛止部８２ａの軸方向の寸法よりも
小さい。また、頭部８１ａの直径は、前記支持ピン４の鍔部４２の直径よりも小さい。
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【０４３０】
　挿入リベット８１の脚部８１ｂが掛止部８２ａに挿入してあり、脚部８１ｂの先端部分
は当接部８２ｃ間の隙間に差し込まれている。脚部８１ｂの先端部分にはテーパ８１ｂａ
が形成してあり、脚部８１ｂの挿入によって前記隙間は押し広げられている。弾性部８２
ｂは外側へ湾曲し、貫通孔７４の縁部分に当接している。弾性部８２ｂと掛止部８２ａと
によって、支持部材７とＬＥＤ基板２とを適当な圧力で挟持し、ＬＥＤ基板２と支持部材
７とを密着させる。
【０４３１】
　頭部８１ａは掛止部８２ａと当接しており、反射シート６と接触しない。脚部８１ｂ側
に延出した頭部８１ａの縁部分と反射シート６との間には僅かな隙間が設けてある。頭部
８１ａの縁部分によって反射シート６は保持されている。これにより、反射シート６のＬ
ＥＤ基板２に対する浮き上がりを防ぐことができる。
【０４３２】
　以上のように構成されたバックライト装置は、開放側が上向となるように支持部材７が
作業台に載置された状態で、一面２ａに複数のＬＥＤ１が実装され、該ＬＥＤ１それぞれ
の頂部と対向するレンズ５が取り付けられているＬＥＤ基板２を、支持部材７における板
部７２の一面に、横方向に近接し縦方向に離隔して配置し、横方向に隣り合うＬＥＤ基板
２同士をコネクタ３によって連結する。そして、各ＬＥＤ基板２の一面２ａに反射シート
６が対向載置される。
【０４３３】
　この際、レンズ５における透光部５１が反射シート６の各貫通孔６１を通り、コネクタ
３が各貫通孔６２を通る。また、反射シート６の各支持ピン孔６３と、ＬＥＤ基板２の各
支持ピン挿入孔２３と、支持部材７の各貫通孔７３とは位置が整合しており、反射シート
６の各リベット孔６４と、ＬＥＤ基板２の各リベット挿入孔２４と、支持部材７の各貫通
孔７４とは位置が整合している。
【０４３４】
　反射シート６が組み込まれた後、支持ピン４とリベット８を取り付ける。具体的には、
支持ピン４の取付け部４３を、反射シート６の支持ピン孔６３によりＬＥＤ基板２の支持
ピン挿入孔２３、支持部材７の貫通孔７３に嵌入係止し、支持ピン４を支持部材７に固定
する。リベット８の受けリベット８２を、反射シート６のリベット孔６４により、ＬＥＤ
基板２のリベット挿入孔２４、支持部材７の貫通孔７４に挿入した後、挿入リベット８１
の脚部８１ｂを受けリベット８２の掛止部８２ａに挿入し、脚部８１ｂの先端部分を当接
部８２ｃ間の隙間に差し込むことによって、リベット８を支持部材７に固定する。
【０４３５】
　図１４０に示すように、支持ピン孔６３とリベット孔６４は、外形寸法の差は小さく、
外観上見分けがつかず、判別は困難であるが、支持ピン孔６３の周縁に、小穴６５による
識別マークを形成することで、目視で認識でき、支持ピン４とリベット８との取り付け間
違いは起こらない。
【０４３６】
　また、図１４１Ａに示すように、本発明に係るバックライト装置では、リベット８の頭
部８１ａの直径は、支持ピン４の鍔部４２の直径よりも小さい。また、支持ピン孔６３の
周縁に開設されている識別用の小穴６５は、リベット８では隠れず、支持ピン４では隠れ
る位置に設けられている。支持ピン４を支持ピン孔６３に挿入した場合、支持ピン４の鍔
部４２に隠され、リベット８を支持ピン孔６３に挿入した場合、少なくとも一部が見える
ように設けられている。これにより、リベット８を支持ピン孔６３に誤取り付けると、小
穴６５は見えるので、すぐに誤りがわかり、支持ピン４を確実に取り付けることができる
。なお、逆に、支持ピン４をリベット孔６４に誤って取り付けると、支持ピン４の本数が
増加し、光学シート１３がより確実に支持され、また、反射シートも保持されるので、特
に問題はない。
【０４３７】



(64) JP 4519943 B1 2010.8.4

10

20

30

40

50

　また、本実施の形態１１に係るバックライト装置では、識別マークとして、小穴６５（
Ｂ５５ａ）を利用する。小穴６５は、支持ピン孔６３の形成の際に同時に反射シート６に
形成されることができる。したがって、識別用マークのために特別な工程・工数をかける
ことなく確実につけることができる。なお、識別マークは、反射シート６に開設されてい
る小穴６５に限定されるものではなく、支持ピン４とリベット８とを取付ける際、支持ピ
ン孔６３とリベット孔６４とを目視で判別できればよい。
【０４３８】
　また、本実施の形態１１に係るバックライト装置では、支持ピン４は、支持ピン孔６３
に挿入されてＬＥＤ基板２及び支持部材７に固定されており、リベット８は、リベット孔
６４に挿入されてＬＥＤ基板２及び支持部材７に固定されていることを説明したが、これ
に限定されるものではない。例えば、支持ピン４及びリベット８をＬＥＤ基板２にのみ固
定しても良い。または、反射シート６において、ＬＥＤ基板２は形成されていない箇所に
支持ピン孔６３とリベット孔６４を開設し、支持ピン４及びリベット８はそれぞれ支持ピ
ン孔６３及びリベット孔６４に挿入されて支持部材７に固定しても良い。
　また、本実施の形態１１に係るバックライト装置では、識別用の小穴６５を反射シート
６に設けてリベット８の誤取り付けを防ぐことについて説明したが、その他、ＬＥＤ基板
２の一面２ａを被覆するレジストのうち、リベット８が挿入されるリベット孔６４周りの
レジストを欠除して基板素地を露出させる構成としてもよい。この構成にあっては、リベ
ット８がリベット孔６４に挿入されているときは孔周りの基板素地が隠れ、リベット８が
リベット孔６４に挿入されていないときは孔周りの基板素地を目視することができるため
、リベット８の取付け忘れを容易に見つけることができる。
【０４３９】
　以上、図面に基づいて本発明の実施形態を詳述したが、本発明は前記実施形態に限定さ
れるものではなく、本発明の要旨の範囲内で種々の変形実施が可能である。
【０４４０】
実施の形態１２－１
　以下実施の形態１２－１に係る表示装置を示す図面に基づいて詳述する。図１４２は表
示装置を略示する縦断面図である。
　図において１は液晶を備える矩形の表示パネルであり、該表示パネル１（Ａ１）は、液
晶への印加電圧を制御して光の透過率を調整し、映像を表示するように構成されている。
表示パネル１は、前保持枠体２（Ａ２）と後保持枠体３（Ａ３）とによって、その周縁部
が挟持されており、矩形枠状の前キャビネット４（Ｄ１）に収容されている。該前キャビ
ネット４は前保持枠体２及び後保持枠体３の周囲に配置されている。前キャビネット４は
矩形の開口を備えており、該開口の寸法は表示パネル１に対応した寸法となっている。表
示パネル１の後側には、後述する光源としてのＬＥＤ（Light Emitting Diode）９の光を
表示パネル１へ向けて集光する複数の光学シート５（Ｃ）が設けてある。
【０４４１】
　該光学シート５の後側にはＬＥＤ９の光を均一に拡散する拡散板６が設けてある。該拡
散板６は、金属からなる深皿型の支持板７の縁部分にて支持されている。支持板７（Ｂ６
）の前面には複数のＬＥＤ基板８（Ｂ３）が並設してあり、該ＬＥＤ基板８の後面には、
熱伝導性物質、例えば金属からなる膜状の放熱パターン８ａが形成してある。
【０４４２】
　該ＬＥＤ基板８（Ｂ３）の前面には複数のＬＥＤ９、９、・・・、９（Ｂ１）が実装さ
れており、各ＬＥＤ９、９、・・・、９の前側に、光を拡散させるレンズ１０、１０、・
・・、１０（Ｂ２）がそれぞれ配置してある。該レンズ１０の周縁部にはＬＥＤ基板８側
に突出した三つの突起１０ａ、１０ａ、１０ａ（Ｂ２２）が周方向に並設してあり、該突
起１０ａの先端がＬＥＤ基板８の前面に接着剤によって固着してある。
【０４４３】
　前記支持板７の左右には深皿型の反射シート１１（Ｂ５）を支持する支持台（図示せず
）が各別に設けてある。該反射シート１１の底面には、前記レンズ１０を挿入する複数の
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孔１１ａ（Ｂ５３）を開設してある。各レンズ１０は前記孔１１ａを通って前側へ突出し
ている。
【０４４４】
　支持板７の後側には深皿形の後キャビネット１２（Ｄ２）が設けてある。該後キャビネ
ット１２の縦及び横寸法と前キャビネット４の縦及び横寸法は略同じであり、後キャビネ
ット１２の縁部分と前キャビネット４の縁部分とは互いに対向する。前キャビネット４及
び後キャビネット１２の縁部分には、図示しない係合凸部及び係合凹部がそれぞれ設けて
あり、該係合凸部及び係合凹部を係合させて、前キャビネット４を後キャビネット１２に
固定している。
【０４４５】
　図１４３は支持板７を後側からみた略示背面図、図１４４は支持板の縁付近に開設した
貫通穴を略示する斜視図である。
　支持板７（Ｂ６）はその縁付近に、絞り加工によって、支持板７の一部を後側に突出さ
せた角錐台部７ａ（突出部）を備えている。該角錐台部７ａの頂面部７ｂには前後に貫通
した矩形の貫通穴７ｃ（Ｂ６１ａ）が開設してあり、該貫通穴７ｃの長手方向に沿う各縁
部分に、二つの切欠（係合凹部）７ｄ、７ｄ（Ｂ６１ｂ）が適長間隔を空けて形成してあ
る。一方の縁部分に形成された切欠７ｄ、７ｄ間の寸法と他方の縁部分に形成された切欠
７ｄ、７ｄ間の寸法とは異なる。長手方向における貫通穴７ｃの一端縁よりも外側におい
て、係止孔７ｅ（Ｂ６１ｃ）が前記頂面部７ｂに開設してある。該係止孔７ｅには後述す
る係止突起４１（Ｂ９１ｄ）が係止する。
【０４４６】
　図１４３に示すように、支持板７の後面には、表示パネル１及びＬＥＤ基板８などに電
力を供給する電源回路基板２０（Ｂ１０ａ）と、表示パネル１の駆動及び制御を行う制御
回路基板２１（Ｂ１０ｂ）と、表示パネル１の表示面に表示する映像信号を処理する信号
処理回路基板２２（Ｂ１０ｃ）とが設けてある。電源回路基板２０には線状の導体２５（
Ｂ４０）が複数接続してあり、該導体２５は前記貫通穴７ｃを挿通してＬＥＤ基板８に接
続されている。電源回路基板２０と貫通穴７ｃとの間において、複数の導体２５はバンド
２６によって結束されている。なお導体２５は絶縁体によって被覆されている。
【０４４７】
　前記貫通穴７ｃには、貫通穴７ｃの縁部分から導体２５を保護する保護筒３０（Ｂ９１
）が嵌合している。該保護筒３０は軸方向に短寸であり、軸方向に直交する保護筒３０の
断面は貫通穴７ｃに対応した矩形をなす。保護筒３０には蓋５０（Ｂ９２）が取付けてあ
る。保護筒３０には後述する凹部３０ｂ（Ｂ９１ａ）が形成してあり、保護筒３０に蓋５
０を取付けた場合に、凹部３０ｂと蓋５０との間を導体２５が挿通する。
【０４４８】
　図１４５は貫通穴７ｃに嵌合した保護筒３０を略示する平面図、図１４６は図１４５に
記載したVII －VII 線での略示断面図、図１４７は図１４５に記載したVIII－VIII線での
略示断面図、図１４８は図１４５に記載したIX－IX線での略示断面図である。
【０４４９】
　図１４６及び図１４７に示すように、長手方向に沿う保護筒３０の両側面は、長手方向
一端部側において、角筒状をなす保護筒３０の軸方向における幅が狭く、中途部の前記幅
が軸方向の一方（図１４６及び図１４７における下方）に向けて徐々に拡張しており、他
端部側の前記幅は広くなっている。
【０４５０】
　図１４５に示すように、保護筒３０の長手方向一端部は開放されており、該一端部には
、長手方向に沿う保護筒３０の両側面に連なる連結板３０ａが設けてある。該連結板３０
ａは平坦であり、図１４５及び図１４８に示すように、該連結板３０ａと前記両側面とに
よって凹部３０ｂ（Ｂ９１ａ）が形成されている。前記一端部と反対側の凹部３０ｂの縁
部分には傾斜板３０ｃが設けてあり、該傾斜板３０ｃは、前述した保護筒３０の軸方向に
おける幅が徐々に拡張する中途部に連なっている。傾斜板３０ｃと保護筒３０の長手方向
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他端部との間において、保護筒３０の軸方向に直角な幅狭の補強板３０ｄが保護筒３０の
内周面から適長延出している。保護筒３０の長手方向他端部に連なる補強板３０ｄには、
保護筒３０に沿うスリット３０ｅが開設してある。
【０４５１】
　保護筒３０（Ｂ９１）は、長手方向及び幅方向の寸法が矩形の貫通穴７ｃよりも若干短
くなっており、貫通穴７ｃに嵌合している。図１４６及び図１４７に示すように、貫通穴
７ｃに嵌合した保護筒３０の内、前述した軸方向における幅が徐々に拡張している部分と
、前記幅が広くなっている部分とは、角錐台部７ａの頂面部７ｂの一面（図１４６及び図
１４７における下面）と支持板７の前面との間に位置する。
【０４５２】
　図１４６に示すように、長手方向に沿う保護筒３０の一側面には、該一側面から突出し
ており、貫通穴７ｃの径方向に平行な二つの位置決め板３１、３１（位置決め部）が長手
方向に並設してある。該位置決め板３１、３１は前記頂面部７ｂの他面側（図１４６にお
ける上側）に位置している。また長手方向に沿う保護筒３０の一側面には、貫通穴７ｃの
径方向に平行な板状の二つの係合片（係合突部）３２、３２（Ｂ９１ｂ）が長手方向に並
設してある。該係合片３２、３２は、長手方向において前記位置決め板３１、３１と交互
に配置してあり、角錐台部７ａの頂面部７ｂの一面側（図１４６における下側）に位置し
ている。位置決め板３１、３１と係合片３２、３２との間の寸法は、角錐台部７ａの頂面
部７ｂの厚さ寸法よりも若干長くなっている。
【０４５３】
　また保護筒３０の前記一側面には外向きに突出した爪部３３が設けてあり、該爪部３３
は位置決め板３１、３１から長手方向に適長離隔し、前記頂面部７ｂの他面側に位置して
いる。また保護筒３０の前記一側面の内、前記長手方向一端部側において前記頂面部７ｂ
の他面側に位置する角部分に、該角部分に沿って外向きに突出した側面視Ｌ形の当接部３
４（Ｂ９１ｃ）が設けてある。該当接部３４には後述する屈曲部５５（Ｂ９２ａ）が当接
する。
【０４５４】
　一方保護筒３０の長手方向に沿う他側面には、図１４７に示すように、貫通穴７ｃの径
方向に平行な二つの位置決め板３５、３５が長手方向に並設してある。該位置決め板３５
、３５は頂面部７ｂの他面側（図１４７における上側）に位置している。また長手方向に
沿う保護筒３０の他側面には、貫通穴７ｃの径方向に平行な板状の二つの係合片３６、３
６（Ｂ９１ｂ）が長手方向に並設してある。該係合片３６、３６は、長手方向において前
記位置決め板３５、３５と交互に配置してあり、角錐台部７ａの頂面部７ｂの一面側（図
１４７における下側）に位置している。該係合片３６、３６は、保護筒３０の長手方向に
沿う前記一側面に設けてある前記係合片３２、３２とは、保護筒３０の幅方向において非
対称な位置に配してある。係合片３６、３６間の寸法は前記係合片３２、３２間の寸法よ
りも長くなっている。なお係合片３２、３２及び係合片３６、３６は、蓋５０を保護筒３
０に取付ける場合において、四つの前記切欠７ｄの位置に対応する。
【０４５５】
　また保護筒３０の前記他側面には外向きに突出した爪部３７が設けてあり、該爪部３７
は位置決め板３５、３５から長手方向に適長離隔し、前記頂面部７ｂの他面側（図１４７
における上側）に位置している。該爪部３７は、保護筒３０の長手方向に沿う前記一側面
に設けてある前記爪部３３と、保護筒３０の幅方向において対称な位置に配してある。前
記位置決め板３５、３５と係合片３６、３６との間の寸法は、角錐台部７ａの頂面部７ｂ
の厚さ寸法よりも若干長くなっている。また保護筒３０の前記他側面の内、前記長手方向
一端部側において前記頂面部７ｂの他面側に位置する角部分に、該角部分に沿って外向き
に突出した側面視Ｌ形の当接部３８（Ｂ９１ｃ）が設けてある。該当接部３８には後述す
る屈曲部５５（Ｂ９２ａ）が当接する。
【０４５６】
　図１４６及び図１４７に示すように、前記連結板３０ａには、連結板３０ａから前記軸
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方向の一方に延出した係止部３９が設けてある。該係止部３９は、幅方向に沿う貫通穴７
ｃの縁部分に係止している。保護筒３０の長手方向他端部の外側面には、長手方向に延出
した舌状の延出部４０が設けてある。該延出部４０は前記頂面部７ｂの一面側に位置して
おり、延出部４０の延出端部には、前記係止孔７ｅ（Ｂ６１ｃ）に対応し、他面側に突出
した係止突起４１（Ｂ９１ｄ）が設けてある。該係止突起４１は、前記頂面部７ｂに開設
した係止孔７ｅに係止しており、前記貫通穴７ｃの径方向における保護筒３０の位置決め
を行う。
【０４５７】
　保護筒３０の長手方向他端部の両角部分には、長手方向に沿う側面及び幅方向に沿う側
面から延出した位置決め板（位置決め部）４２、４２が設けてある。該位置決め板４２、
４２は、貫通穴７ｃの貫通方向に直交し、前記頂面部７ｂの一面側に位置している。該位
置決め板４２、４２は、前記貫通方向において、前述した位置決め板３１、３５と略同じ
位置にある。そのため各位置決め板３１、３５、４２と前記係合片３２、３６とが角錐台
部７ａの頂面の両側に配置され、貫通穴７ｃの貫通方向における保護筒３０の位置決めが
なされる。
【０４５８】
　なお各係合片３２、３６は各切欠７ｄに対応する位置に配してあり、保護筒３０を貫通
穴７ｃに嵌合させる場合に、各係合片３２、３６を各切欠７ｄに係合させて、頂面部７ｂ
の一面側に位置させる。そして位置決め板３１、３５、４２を頂面部７ｂに接触させた状
態で、保護筒３０を長手方向他端部側に摺動させることで、前記係止突起４１が前記係止
孔７ｅに係止すると共に各位置決め板３１、３５、４２と前記係合片３２、３６とが頂面
部７ｂの両面側にそれぞれ配置される。このとき、図１４６及び図１４７に示すように、
位置決め板３１、３５、４２は頂面部７ｂに接触し、貫通穴７ｃに嵌合した保護筒３０の
内、前述した軸方向における幅が徐々に拡張している部分と、前記幅が広くなっている部
分とは支持板７の前面よりも後ろ側に位置する。
【０４５９】
　頂面部７ｂの他面側に突出した保護筒３０の部分に前記蓋５０が配置される。図１４９
は蓋５０を略示する平面図、図１５０は図１４９に記載したＦ１方向から見た略示側面図
、図１５１は図１４９に記載したＦ２方向から見た略示側面図、図１５２は図１４９に記
載したXI－XI線での略示断面図、図１５３は図１４９に記載したＦ３方向から見た略示側
面図である。
【０４６０】
　蓋５０（Ｂ９２）は、保護筒３０に載置される矩形の閉塞板部５１と、長手方向におい
て一端部から中途部に亘り閉塞板部５１の縁部分に連なる側面部５２、５２と、幅方向に
沿う閉塞板部５１の縁部分に連なる側面部５３とを備える。図１４９に示すように、閉塞
板部５１の長手方向一端部の両角部分には切欠５４、５４を形成してある。該切欠５４、
５４には、前記側面部５２、５２に連なり、切欠５４側が窪むようにＬ形に屈曲した屈曲
部５５、５５（Ｂ９２ａ）が設けてある。該屈曲部５５は閉塞板部５１の長手方向一端部
へ向けて延出しており、屈曲部５５と切欠５４とによって空間が形成されている。図１５
３に示すように、閉塞板部５１には、屈曲部５５側に突出した幅方向に伸びる弾性部材７
０が、切欠５４、５４同士の間に設けてある。
【０４６１】
　閉塞板部５１の長手方向他端部は、中途部よりも若干幅狭になっている。閉塞板部５１
の長手方向他端部における長手方向に沿う縁部分には、前記弾性部材７０と同方向に突出
した鈎形の掛止部５６、５６（Ｂ９１ｅ）が設けてある（図１５１参照）。図１５０及び
図１５２に示すように、掛止部５６、５６の閉塞板部５１側部分には掛止孔５６ａ、５６
ａが開設してある。
【０４６２】
　次に保護筒３０への蓋５０の取付けについて説明する。図１５４及び図１５５は保護筒
３０への蓋５０の取付けを説明する説明図である。なお図１５４においては導体２５の記
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載を省略している。
　図１５４に示すように、蓋５０を保護筒３０へ取付ける場合には、まず複数の導体２５
を保護筒３０に挿通させて凹部３０ｂ内に配置させる。次に図１５４に示すように、蓋５
０を頂面部７ｂに対して傾斜した姿勢にし、屈曲部５５と切欠５４とによって形成された
空間に当接部３４、３８を挿入して、当接部３４、３８を屈曲部５５、５５の内側角部分
に当接させる。そして当接部３４、３８を支点にして、蓋５０を保護筒３０に接近させて
、掛止部５６、５６を爪部３３、３７に当接させて弾性変形させる。そして更に蓋５０を
保護筒３０に近接させて、掛止孔５６ａ、５６ａに爪部３３、３７を掛止させる。このと
き図１５５に示すように、導体２５は凹部３０ｂ内にて弾性部材７０と連結板３０ａとの
間に挟持される。連結板３０ａは平坦であり、複数の導体２５は凹部３０ｂ内にて整列し
密集する。
【０４６３】
　実施の形態１２－１に係る表示装置にあっては、貫通穴７ｃを挿通した複数の導体２５
を凹部３０ｂ内に配置しているので、保護筒３０を蓋５０にて塞いだ場合に、前記凹部３
０ｂ内にて複数の導体２５が挟持され、短時間で導体２５を凹部３０ｂ内に纏めることが
でき、また貫通穴７ｃからの塵埃の侵入を防ぐことができる。
【０４６４】
　また弾性部材７０と連結板３０ａとの間で導体２５を挟持して、弾性部材７０の弾性力
によって導体２５を密集させると共に凹部３０ｂ内の隙間を埋めるので、短時間で導体２
５を凹部３０ｂ内に纏めることができ、また貫通穴７ｃからの塵埃の侵入を確実に防ぐこ
とができる。
【０４６５】
　また平坦な連結板３０ａによって導体２５は凹部３０ｂ内に整列し易くなり、密集し易
くなるので、導体２５を凹部３０ｂ内に確実に束ねることができる。
【０４６６】
　前述したように、一方の縁部分に形成された切欠７ｄ、７ｄ間の寸法と他方の縁部分に
形成された切欠７ｄ、７ｄ間の寸法とは異なり、該異なる寸法に対応させて、係合片３６
、３６間の寸法は前記係合片３２、３２間の寸法よりも長くなっている。そのため保護筒
３０を所定の向きで前記貫通穴７ｃに配置した場合に限り、貫通穴７ｃの縁部分に形成さ
れた切欠７ｄに、保護筒３０の外周部分に形成された係合片３２、３６が係合する。よっ
て表示装置の組立時に作業者が保護筒３０の向きを誤認して、保護筒３０を貫通穴７ｃに
取付けることを回避することができ、表示装置を迅速且つ確実に組み立てることができる
。
【０４６７】
　また保護筒３０を、角錐台部７ａに設けた貫通穴７ｃに嵌合させることによって、位置
決め板３１、３５、４２が頂面部７ｂに接触し、貫通穴７ｃに嵌合した保護筒３０の内、
前述した軸方向における幅が徐々に拡張している部分と、前記幅が広くなっている部分と
は支持板７の前面よりも後ろ側に位置するので、保護筒３０は、支持板７の前面側に配設
された部品に当接せず、保護筒３０を貫通穴７ｃに嵌合させることによって表示装置の組
み立てが妨げられることはない。
【０４６８】
　また前記支持板７及び保護筒３０に係止孔７ｅ及び係止突起４１を設けて、前記貫通穴
７ｃの径方向における保護筒３０の位置決めを行うので、保護筒３０を確実に貫通穴７ｃ
に取付けることができる。
【０４６９】
　また位置決め板３１、３５、４２によって貫通穴７ｃの貫通方向における前記保護筒３
０の位置決めを行うので、保護筒３０を確実に貫通穴７ｃに固定することができる。
【０４７０】
　また蓋５０を保護筒３０に取付ける場合に、当接部３４、３８を屈曲部５５、５５の内
側の角に当接させて、当接部３４、３８を支点にして蓋５０を保護筒３０に向けて回動さ
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せるので、作業者は容易に蓋５０を保護筒３０に取付けることができ、短時間で効率的に
表示装置を製造することができる。
【０４７１】
　また爪部３３、３７を掛止孔５６ａ、５６ａに掛止させて蓋５０を保護筒３０に固定す
るので、取付けた蓋５０が保護筒３０から外れることを防止することができる。
【０４７２】
　また支持板７に対し、導体２５を損傷させることなく挿通させるための複雑な形状、例
えば溝形状の成形を施していないので、支持板７は短時間で製造される。また保護筒３０
によって貫通穴７ｃの縁で導体２５が傷つくことを防止することができる。
【０４７３】
　実施の形態１２－１に係る表示装置は、貫通穴７ｃに切欠７ｄを形成し、保護筒３０に
係合片３２、３６を設けているが、貫通穴７ｃに係合片を設けて、保護筒３０の外周に前
記係合片が係合する係合凹部３０ｂを設けても良い。また延出部４０に掛止突起を設け、
頂面部７ｂに係止孔７ｅを設けているが、頂面部７ｂに掛止突起を設けて、延出部４０に
係止孔７ｅを設けても良い。また凹部３０ｂは保護筒３０にのみ形成しているが、蓋５０
に形成しても良く、また蓋５０及び保護筒３０の両者に互いに対向する凹部３０ｂを形成
しても良い。
【０４７４】
　また実施の形態１２－１に係る表示装置は、光源としてＬＥＤ９を使用しているが蛍光
管を光源として使用しても良い。この場合蛍光管はランプホルダを介して支持板７に取付
けられる。なおＬＥＤ又は蛍光管などの光源を使用せずに、自ら発光するパネル、例えば
有機ＥＬパネルを表示パネルとして使用し、該表示パネルに信号処理回路２１から制御信
号を入力する構成であっても良い。
【０４７５】
実施の形態１２－２
　以下実施の形態１２－２に係る表示装置を示す図面に基づいて詳述する。図１５６及び
図１５７は表示装置の保護筒３０への蓋５０の取付けを説明する説明図、図１５８は係合
軸付近を拡大して略示する斜視図である。なお図１５６においては導体２５の記載を省略
している。
【０４７６】
　図１５６に示すように、前記保護筒３０の長手方向に沿う両側面には、二つの爪部８０
、８０がそれぞれ設けてあり、該爪部８０、８０は頂面部７ｂの他面側に位置している。
閉塞板部５１の長手方向に沿う両縁部分には、他端部から中途部に亘る側面部５８がそれ
ぞれ設けてあり、該側面部５８に前記爪部８０、８０に対応する二つの掛止孔５８ａ、５
８ａが開設してある。閉塞板部５１の他端部は薄肉の弾性板部５１ａになっており、該弾
性板部５１ａの両角部分には幅方向に突出した当接軸（当接部）５１ｂ、５１ｂが設けて
ある。保護筒３０の一端部側には、長手方向に沿う保護筒３０の両側面から外向きに延出
したＬ形の屈曲部４５、４５が設けてある。
【０４７７】
　蓋５０を保護筒３０に取付ける場合には、まず複数の導体２５を保護筒３０に挿通させ
て凹部３０ｂ内に配置させる。次に図１５６に示すように、蓋５０を頂面部７ｂに対し傾
斜した姿勢にし、図１５８に示すように、当接軸５１ｂを屈曲部４５、４５の内側角部分
に当接させる。そして当接軸５１ｂを支点にして、蓋５０を保護筒３０に接近させて、側
面部５８を爪部８０、８０に当接させて弾性変形させる。更に蓋５０を保護筒３０に近接
させて、掛止孔５８ａ、５８ａに爪部８０、８０を掛止させる。このとき図１５７に示す
ように、導体２５は凹部３０ｂ内にて弾性板部５１ａと連結板３０ａとの間に挟持される
。連結板３０ａは平坦であり、複数の導体２５は凹部３０ｂ内にて整列し密集する。なお
弾性板部５１ａに弾性部材７０を設けて、該弾性部材７０と連結板３０ａとの間で導体２
５を挟持しても良い。
【０４７８】
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　実施の形態１２－２に係る表示装置の構成の内、実施の形態１２－１と同様な構成につ
いては同じ符号を付し、その詳細な説明を省略する。
【符号の説明】
【０４７９】
（実施の形態１－１乃至５）
　１　　発光ダイオード（光源）
　２　　発光ダイオード基板（回路基板）
　５　　反射シート
　５１　扁平部
　５１ａ　角部
　５２　枠部分
　５２ａ　角部
　５３（５３ａ，５３ｂ）　第２被折目
　５３ｃ　被折曲部
　５４　欠除部
　５５　両面テープ（結合部材）
　５６　鍔部
　５７　欠除部
　５８　スリット
　６　　支持ケース
　７０　表示部
　Ａ　　光源装置
（実施の形態２－１乃至６）
　１　　発光ダイオード（光源）
　２　　発光ダイオード基板（回路基板）
　２１　接続部
　３　　コネクタ
　５　　反射シート
　５２　スリット
　５２ａ　長辺
　５２ｂ　短辺
　５４　第２スリット
　５４ａ　長辺
　５４ｂ　短辺
　５５　第３スリット
　５５ａ　長辺
　５５ｂ　短辺
　５６　スリット
　５６ａ　長辺
　５６ｂ　短辺
　５７　第４スリット
　５７ａ　長辺
　５７ｂ　短辺
　５０，５８，５９　スリット
　７０　表示部
　Ａ　　光源装置
（実施の形態３－１乃至２）
　１　　表示パネル
　６　　拡散板
　７　　支持板
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　７ａ　貫通孔
　７ｂ、８ｂ　位置決め孔
　８　　ＬＥＤ基板（基板）
　８ａ　基板孔
　９　　ＬＥＤ（発光素子）
　１１　反射シート
　１１ａ　シート孔
　１１ｂ、１１ｃ、１１ｄ　挿通孔
　２０　リベット
　２１、３１、４１　挿入リベット
　２１ａ、３１ａ、４１ａ　頭部
　２１ｂ、３１ｂ、４１ｂ　脚部
　２２　受けリベット
　２２ａ　掛止部
　２２ｂ　弾性部
　２２ｃ　当接部
　３０　位置決めリベット
　３１ｃ　位置決め部
　４０　支持リベット
　４１ｃ　支持部
（実施の形態４）
　１　　発光ダイオード（発光素子）
　２　　発光ダイオード基板（回路基板）
　２Ａ　発光ダイオード基板（回路基板）
　２ａ　一面
　２ｂ　他面
　２ｃ　挿通孔
　２ｄ　挿通孔
　２ｅ１　挿通孔
　２ｅ２　挿通孔
　２ｅ３　挿通孔
　２ｅ４　挿通孔
　２ｅ５　挿通孔
　２ｅ６　挿通孔
　４　　反射シート（反射部材）
　４Ａ　反射シート（反射部材）
　４３　第３貫通孔（開口）
　６　　支持体
　６１ａ　貫通孔
　８　　リベット（固定具）
　８１　筒部材
　８１ａ　フランジ部
　８２　軸部材
　８２ａ　頭部
　７０　表示部
　７２ａ　表示面
　Ａ　　光源装置
（実施の形態５－１及び２）
　１　　表示パネル
　７　　支持板
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　７ａ　第２貫通孔（貫通孔）
　８　　基板
　８ａ　第１貫通孔（貫通孔）
　９　　発光ダイオード（発光素子）
　１０　レンズ
　１１　反射シート
　１１ａ　シート孔
　１１ｂ　孔
　１１ｃ　挿通孔
　２０　リベット（固定部材）
　２１　挿入リベット
　２１ａ　頭部
　２１ｂ　脚部
　２２　受けリベット
　３０　ねじ
　３０ａ　頭部
　３０ｂ　軸部（脚部）
　３１　座金
（実施の形態６－１乃至４）
　Ａ　　表示部
　Ｂ　　光源部
　３　　発光ダイオード（光源）
　４　　発光ダイオード基板（回路基板）
　７　　光反射シート
　７１　扁平部
　７４　貫通孔
　７５，７８　長孔
　７６　第２孔
　８　　支持体
　８４　第１位置設定孔
　８５　第２位置設定孔
　９　　第１軸体（第１位置設定部）
　９１ｂ　設定軸部
　９ｂ　螺子部（設定軸部）
　１０　第２軸体（第２位置設定部）
　１０ｃ　鍔部（設定軸部）
　１０ｇ　中径軸部（設定軸部）
（実施の形態７）
　１　　　発光ダイオード（発光素子）
　２　　　発光ダイオード基板（回路基板）
　２ａ　　一面
　２ｂ　　他面
　２ｃ，２ｄ　挿入孔
　２１　　接続部
　５　　　コネクタ
　５１　　プラグ（コネクタ部）
　５１ａ　金具
　５２　　レセプタクル（コネクタ部）
　５２ａ　ピン電極
　６　　　支持体
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　６１ａ　貫通孔
　８　　　リベット（固定具）
　８１　　筒部材
　８１ａ　フランジ部
　８２　　軸部材
　８２ａ　頭部
　７０　　表示部
　７２ａ　表示面
　Ａ　　　光源装置
（実施の形態８）
　１　　　発光ダイオード（発光素子）
　２　　　発光ダイオード基板（回路基板）
　２ａ　　一面
　２ｂ　　他面
　２ｃ，２ｄ　貫通孔
　３　　　レンズ
　３１ｂ　対向面
　６　　　支持体
　６１ａ　貫通孔
　８　　　リベット
　８１　　筒部材（軸部）
　８１ａ　フランジ部
　８２　　軸部材（軸部）
　８２ａ　頭部
　８２ｂ，８２ｃ，８２ｄ　溝（凹部）
　７０　　表示部
　７２ａ　表示面
　Ａ　　　光源装置
（実施の形態９）
　１　　光源装置
　２　　回路基板
　２１　第１の接続部
　２２　第２の接続部
　２３　発光部
　３１，３２，３３　目印
　５１，５２，５３　指標
　６　　取付部材
　７　　表示装置
　７ａ　表示面
　７０　表示部
（実施の形態１０）
　１　バックライトシャーシ（シャーシ）
　２　ＬＥＤ（固体発光素子）
　３　レンズ
　８　液晶表示パネル
　１０　底板
　１１　固定孔
　１２　位置決め孔（貫通孔）
　１３　部品取付け孔（貫通孔）
　１４　凹所
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　２０　ＬＥＤ基板
（実施の形態１１）
　Ａ　バックライト装置
　１　ＬＥＤ（発光素子）
　２　ＬＥＤ基板
　４　支持ピン
　４１　柱形部
　４２　鍔部
　４３　取付け部
　６　反射シート
　６３　支持ピン孔（第１貫通孔）
　６４　リベット孔（第２貫通孔）
　６５　小穴
　７　支持部材
　８　リベット
　８１ａ　頭部
　８１ｂ　脚部
　１３　光学シート
（実施の形態１２－１及び２）
　１　表示パネル
　９　ＬＥＤ（光源）
　７　支持板
　７ａ　角錐台部（突出部）
　７ｃ　貫通穴
　７ｄ　切欠（係合凹部）
　７ｅ　係止孔
　２０　電源基板
　２１　信号処理基板（回路基板）
　２２　制御基板
　２５　導体
　３０　保護筒
　３０ｂ　凹部
　３１、４２　位置決め板（位置決め部）
　３２　係合片（係合突部）
　３３、８０　爪部
　３４、３８　当接部
　４１　係止突起
　４５、５５　屈曲部
　５０　蓋
　５１ｂ　当接軸（当接部）
　５６ａ、５８ａ　掛止孔
　７０　弾性部材
【要約】
【課題】ＬＥＤ基板上で光学シートを保持しても、光学シートに皺が発生しない光源装置
及び表示装置を提供する。
【解決手段】リベット、位置決めリベット及び支持リベットの頭部とＬＥＤ基板８の一面
との間に反射シート１１を配置し、頭部と前記反射シート１１との間に隙間を設けるので
、急激な熱変化が起こった場合には、頭部と前記反射シート１１との間で反射シート１１
は伸縮し、反射シート１１に皺が発生することを防止することができる。
【選択図】図６１
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